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 序章  
	 

0 .1 .  研究の目的  

	 

	 ソ連邦の崩壊後のウクライナ独立から四半世紀を経て、現代ウクライナはロシアと E U

の間で地理的にも政治的にも常に微調整を施しつつ難しい舵取りをしいられている。独

立後初代大統領として政権に就いたクラウチュークは親欧州路線をとったものの、二代

大統領となったクチマは原則的に親露の政策をとった。その後、記憶に新しい 2 0 0 4 年

大統領選挙にともなう「オレンジ革命」を経て第 3 代大統領には親欧米のユーシチェン

コが選任されると、「革命」後のウクライナはロシアと距離を置きつつ欧米寄りの路線を

歩むものと予想された。しかしそのわずか 2 年後の 2 0 0 6 年には「オレンジ革命」で大

統領の座をユーシチェンコと争ったヤヌコーヴィッチが首相に就き、議会選挙もヤヌコ

ーヴィッチ率いる「地域党」が勝利するなど、親欧米の大統領の在任中に親露路線の政

権が誕生した。 2 0 1 0 年の大統領選挙ではこのヤヌコーヴィッチとオレンジ革命でユーシ

チェンコを支持し「ティモシェンコブッロク」を率いる親欧米路線のユリア・ティモシ

ェンコの一騎打ちとなり、決選投票の結果ヤヌコーヴィッチが勝利し、第 4 代大統領と

して就任した。当初明らかなロシア寄りの政策はとらないものと予想されていたが、

2 0 1 2 年には事実上ロシア語の公用語化が可能となる「国家言語政策基本法」を採択し、

2 0 1 3 年秋に欧州連合協定調印の棚上げを発端に反政府デモが盛んになり、 2 0 1 4 年 2 月

にはヤヌコーヴィチ政権が事実上の崩壊し「革命」につながった。このような例で明ら

かなようにウクライナの政治志向は主として親欧米、親露という方向性に分かれ、それ

ぞれ拮抗している。それぞれの支持層は、ロシア系住民、もしくはロシア語話者が多い

とされ親露路線が支持される東部南部ウクライナと、ウクライナ語話者が多くを占め親

欧米路線が支持される西部ウクライナが基盤となっている。選挙では親露派政党の安定

した支持基盤となっている東南部、親欧米派政党の確固たる支持基盤となる西部という

一方、首都キエフを含む中央ウクライナは選挙ごとに支持政党の傾向が若干変化してい

るという。親露路線と親欧米路線、また東部南部と西部の力関係は国内で常に拮抗して
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いる中で、選挙キャンペーンに決まって取り上げられるのが「言語問題」である 1。	 

	 ウクライナにおいてウクライナ語は独立前の 1 9 8 9 年ウクライナ社会主義共和国で採

択された「言語法」の文中で「国家語」であると規定されており、また独立後の 1 9 9 6

年に制定された「ウクライナ憲法」でも同様の記述がなされている 2。現在はウクライナ

語が唯一の「国家語」ではあるものの、歴史的には帝政ロシア支配下では厳しい「ロシ

ア化政策」を経験し、またソ連時代も 1 9 3 0 年代にわかの「現地化政策」を除けばウク

ライナ共和国内においてもロシア語が圧倒的優位の状態にあり、無論結果的にこのよう

な長期にわたる「ロシア語優位」の状況は現代にも引き継がれている。現代ウクライナ

国内においても「国家語」のウクライナ語を話さないロシア語話者も多く存在してい

る。しかし事実上優位な地位にあるとはいっても、ソ連崩壊後の独立ウクライナにおい

てロシア語の地位に関する法による明確な記述は 2 0 1 2 年までは皆無であった。	 

	 帝政ロシア時代に用いられた「小ロシア」、ロシア革命後の 1 9 1 7 年から 1 9 2 0 年短期

間ではありながらも独立国となった「ウクライナ人民共和国」、ソ連時代の「ウクライナ

社会主義ソビエト共和国」及び「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」 3、そして独立

「ウクライナ」と帝政ロシア、ソ連政権下で多様な名称を有しつつも現在にいたるまで

当該地域で実施されてきた国勢調査では言語関連項目として殆どの場合日本語でいうと

ころの「母語」を問う項目、つまりロシア帝国時代及びソ連時代にはロシア語の「ラド

ノイ・イズィーク ( р о д н о й  я з ы к )」が、独立後は調査票はウクライナ語で作成されてい

るためウクライナ語の「リードナ・モーヴァ  ( р і д н а  мо в а )」が設けられていた。この

「ラドノイ・イズィーク」や「リードナ・モーヴァ」の結果こそソ連時代から主に人々

がどれほど「ロシア語化された」のか、あるいは「ロシア語離れが進んだ」のかといっ

た観点から言語状況の変化を判断するために重要な役割を果たすものとして用いられて

来たのだ。独立ウクライナにおいても 2 0 0 1 年に独立後初となる国勢調査でこの「リー

                                                        
1  A r e l  1 9 9 5  “ L a n g u a g e  p o l i t i c s  i n  i n d e p e n d e n t  U k r a i n e :  T o w a r d s  o n e  o r  t w o  s t a t e  
l a n g u a g e s ? ”  p .  5 9 8 .  
2  1 9 8 9 年『言語法』第 2 条  “ ЗАКОН  УКРА ЇНСЬКО Ї  РАДЯНСЬКО Ї  СОЦ ІАЛ ІСТИЧНО Ї  
РЕСПУБЛ ІКИ  "Про  мо в и  в  Укр а ї н с ь к і й  РСР " ( 1 9 8 9 )  С т а т т я  2  及び 1 9 9 6 年『ウクライ
ナ憲法』第 1 0 条  КОНСТИТУЦ ІЯ  УКРА ЇНИ  ( 1 9 9 6 )  С т а т т я  1 0 を参照。	 
3  1 9 1 9 - 1 9 3 7  年までは「ウクライナ社会主義ソビエト共和国」ウクライナ語で Укр а ї н с ь к а  
Соц і а л і с т и ч н а  Р а д я н с ь к а  Р е с п у б л і к а ,  ロシア語で Укр а и н с к а я  Соц и а л и с т и ч е с к а я  
Со в е т с к а я  Р е с п у б л и к а と呼ばれたが、 1 9 3 7 年以降から独立までは「ウクライナ・ソビエト
社会主義共和国」ウクライナ語で Укр а ї н с ь к а  Р а д я н с ь к а  Соц і а л і с т и ч н а  Р е с п у б л і к а ,  ロ
シア語で Укр а и н с к а я  Со в е т с к а я  Соц и а л и с т и ч е с к а я  Р е с п у б л и к а と呼ばれた。  
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ドナ・モーヴァ」が問われ、本来であれば 2 0 1 2 年に実施が予定されていたものの度重

なる延期となっている 2 回目となる次回全ウクライナ国勢調査でもこの質問が含まれる

予定である4。	 

	 本論は現代ウクライナにおいて言語問題を語る上で欠くことのできないこの「リード

ナ・モーヴァ」がどのような具体的意味内容を有しているか、さらにそこで明らかなっ

た意味内容が人々の「リードナ・モーヴァ」解釈にどう影響しているか、理解されてい

るのかを踏まえ、この概念をキーワードにウクライナにおける言語政策、言語状況の論

述を試みる。そしてその上でこの「リードナ・モーヴァ」概念の有用性および脆弱性を

明らかにする。	 

	 

0 .2 .  ウクライナにおける言語問題と「リードナ・モーヴァ」  

	 

ウクライナでは独立後初めてとなった 2 0 0 1 年全ウクライナ国勢調査において「リー

ドナ・モーヴァ」が質問項目の一つに加えられており 5、全国民約 4 8 4 6 万人の 6 7 . 5％が

ウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」と回答した6。このウクライナ語「母語話者」の

割合はソ連時代の前調査から増加し7、ロシア語「母語話者」は若干ではあるが減少して

いるという結果は「ウクライナ化」が進んでいる事実として様々なメディアで取り上げ

られた。過半数を大きく超えるウクライナ語「母語話者」の存在が官公庁、教育、マス

メディア等におけるウクライナ語化推進の基盤となっている一方で、その多くがロシア

                                                        
4  Ко р р е с п о н д е н т .  n e t の記事によると、「リードナ・モーヴァ」以外にウクライナ語使用能
力、手話を用いることができるかという問いが用意される予定であった。  “Оно в л е н а  
а н к е т а  п е р е п и с у  н а с е л е н н я  2 0 1 3  р о к у  м і с т и т ь  2 7  п и т а н ь ”  2 0 1 2 年 4 月 2 0 日 ( З о к р ем а ,  
в і д п о в і д аю ч и  н а  п и т а н н я  п р о  р і д н у  мо в у ,  у ч а с н и к и  о п и т у в а н н я  п о в и н н і  б у д у т ь  
т а к ож  в к а з а т и ,  ч и  в о л о д ію т ь  у к р а ї н с ь к ою  і  ч и  вм ію т ь  к о р и с т у в а т и с я  мо в ою  
же с т і в . ) 	 2 0 1 2 年から 2 0 1 3 年に延期が発表さたが、 2 0 1 3 年 9 月には更に 2 0 1 6 年に延期さ
れることが発表された。  
5  2 0 0 1 年ウクライナ国勢調査の「リードナ・モーヴァ」の補足説明には「自分で『リード
ナ・モーヴァ』と考える言語を提示し、まだ話せない子供に関しては両親が判断する」とあ

るが、その「リードナ・モーヴァ」としてどのようなものを自己申告すべきかは指示されて

いない。ウクライナ 2 0 0 1 年度国政調査結果 H P（ h t t p : / / w w w . u k c e n s u s . g o v . u a /  2 0 1 4 年 3
月 1 5 日閲覧）を参照。  
6  全人口におけるウクライナ人の割合は 7 7 . 8％、ウクライナ人のうちウクライナ語を「リー
ドナ・モーヴァ」としているのが 8 5 . 2％、ロシア語を「リードナ・モーヴァ」としているの
が 1 4 . 8％であった。  
7  1 9 8 9 年ソ連国勢調査との比較は第 5 章で詳述。  
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語を「リードナ・モーヴァ」とする非ウクライナ語「母語話者」の存在は「言語権」と

いう新たな概念を手楯にウクライナにおけるロシア語をはじめとする少数言語の地位を

めぐる論争を起こしていた。このように現代ウクライナにおいて「リードナ・モーヴ

ァ」という国勢調査の設問の結果は政策方針を決定する上で重要な論拠になりうるもの

であり、後の言語政策に多大な影響を与えていると考えられる。 近では、 2 0 1 2 年の

「国家言語政策基本法」の施行により、ロシア語を含む「少数言語」の「母語話者」数

を測る指標として用いられており、それにより「地域語」という地位が与えられている

ゆえ、「母語話者」数を測る設問「リードナ・モーヴァ」の重要性は更に増しつつある。	 

このように、ウクライナにおける言語政策や言語状況を語る文脈で もよく目にする

キーワードの一つが「リードナ・モーヴァ」であるのだが、一方でこの「リードナ・モ

ーヴァ」という概念が何を意味するものなのか明確にされることは殆どなかった。にも

かかわらず、言語問題を扱う際には確固たる論拠として「リードナ・モーヴァ」という

設問から得られたの結果である「母語話者」数が引き合いに出されてきたのである 8。こ

こでこの「母語」ロシア語「ラドノイ・イズィーク」、ウクライナ語「リードナ・モーヴ

ァ」についてみてみよう。	 

 

0 .3 .  「母語」「ラドノイ・イズィーク」「リードナ・モーヴァ」に関する先行

研究  

	 

	 ウクライナ語の術語「リードナ・モーヴァ」に特化して論じる前にまず「母語」につ

いて触れておきたい。ある人が何をもって「母語」とするか、「母語」概念に関しては膨

大な研究がある。言語権に関する多数の著書があるスクトゥナブ・カンガスは「母語」

の定義として「第一言語」以外にその詳細として「出自」「駆使能力」「機能・使用」「自

己によるアイデンティフィケーション（インターナル・アイデンティフィケーション）」

「他者からのアイデンティフィケーション（エクスターナル・アイデンティフィケーシ

ョン）」という複数の解釈の可能性を挙げており、一つ以上の言語を「母語」とする可能

性についても指摘している 9。	 

                                                        
8  後述するように「国家言語政策基本法」では「リードナ・モーヴァ」の定義が法文書とし
ては初めて明記された。  
9  S k u t n a b b - K a n g a s , T .  a n d  P h i l l i p s o n .  R .  ( 1 9 8 9 )  p . 4 5 3 .  
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表 0 . 3 . 1 .  S k u t n a b b - K a n g a s  a n d  P h i l l i p s o n による「母語」の定義	 

基準	 定義	 

O r i g i n  (起源 )  
C o m p e t e n c e  (能力 )  
F u n c t i o n  (機能 )  
I d e n t i f i c a t i o n  (アイデンティテ
ィ )  
 I n t e r n a l  (内的 )  
 E x t e r n a l  (外的 ) 	 

はじめに学んだ言語	 

も良く知っている言語	 

も良く用いる言語	 

	 

自己同定の基になる言語	 

他者による同定の基になる言語	 

	 

	 旧ソ連邦では、この「母語」という日本語に訳されるロシア語「ラドノィ・イズィー

ク」が長年にわたり不確定な定義のまま用いられ、さらに神格化までされてきたという

1 0。この「ラドノィ・イズィーク」やウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」が具体的

に定義されることは極めて稀であり、具体的に何を意味するかはっきりしていないとい

う曖昧さはソ連時代から指摘されていた 1 1。国勢調査をはじめとし、様々な社会調査や

アンケート中で設問として用いられる他、新聞雑誌や書籍をはじめとするあらゆる情報

媒体において「ラドノイ・イズィーク」や「リードナ・モーヴァ」という語は頻出する

にもかかわらず、明確な定義がなされて用いられることは極めて稀である。	 

	 国勢調査にこの「ラドノイ・イズィーク」が初めて用いられたのは帝政ロシア支配下

の 1 8 7 9  年の調査であった。そこでは「ラドノイ・イズィーク」は回答者の「ラドノ

イ・イズィーク」そのものを得るために用意されたものではなく、その回答言語から被

験者の民族的自意識である「ナショナリティ」を間接的に得るために用意された。「ラド

ノイ・イズィーク」が「ナショナリティ」の指標として国勢調査で用いられたのはこの

一度のみであったが、その後数回の国勢調査では、そのような解釈を避けるため、例え

ば 1 9 2 0 年以降の国勢調査では「ラドノイ・イズィーク」として「回答者の家庭で話さ

れている言語」( 1 9 2 0 年)や「回答者が もよく身につけているか、普段話している言

語」( 1 9 2 6 年)をあげるよう「ラドノイ・イズィーク」の解釈に説明が加えらることもあ

                                                        
1 0  渋谷謙次郎	 「『母語』と統計」 1 7 5 ページ。  
1 1  A n d e r s o n  B A , S i l v e r  B D .  “ S o m e  f a c t o r s  i n  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  e t h n i c  R u s s i f i c a t i o n  o f  
S o v i e t  n a t i o n a l i t i e s :  I s  e v e r y o n e  b e c o m i n g  R u s s i a n ? ”   
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った 1 2。しかしこのような解釈は広がることなく、コズロフによると当時の国勢調査で

は多くの回答者は「ラドノイ・イズィーク」を自分の民族的帰属意識である「ナツィオ

ナーリナスチ」として回答していたとしている1 3。またソ連の社会言語学者グボグロは

「ラドノイ・イズィーク」を「幼少期の早い段階でに身につけた言語」であるとしつ

つ、ソ連時代 1 9 2 0 年、 1 9 2 6 年の国勢調査で問われ回答された「ラドノイ・イズィー

ク」がこの定義と一致するものではないことを指摘している 1 4。  

	 ソ連崩壊後にはティシコフが民族政策を論じる上で国勢調査のデータの取り扱いにつ

いて言及しており、「民族的自意識」を意味する「ナショナリティ」とともに「ラドノ

イ・イズィーク」についても言及している 1 5。ソ連崩壊後、 2 0 0 2 年にロシア連邦で実施

された国勢調査の質問項目にはインフォーマントの「ラドノイ・イズィーク」を問うも

のはなく、言語関連項目として「ロシア語能力」と「ロシア語以外の言語能力」が問わ

れた 1 6。ティシコフはそれまでソ連時代に実施されていた国勢調査とともに特に 2 0 0 2 年

実施された全ロシア国勢調査を引き合いに出し、「ラドノイ・イズィーク」を問うこと、

問わないこととその結果から期待される言語政策の可能性について論じている。ティシ

コフはロシア国内の自民族共和国、自治州等一定のレベルの自治権を有する民族ととも

にそれ以外の少数民族政策を扱っているものの、国勢調査結果と以降の民族政策、言語

政策を踏まえた上で調査項目を作成しているという指摘は、ロシア国内のみならず他の

旧ソ連圏の国々で実施される国勢調査にも言えることであろう。	 

	 カナダの政治学者アレルは特にウクライナに限定し「リードナ・モーヴァ」とともに

国勢調査で用いられる「ナショナリティ」 1 7という概念との関連について考察してい

る。アレルによると、国勢調査の回答として「リードナ・モーヴァ」と「ナショナリテ

ィ」を一致させることが望ましいとする回答者の意識と、それを見越し利用していた実

施する当局側の思惑があったという。そのため「リードナ・モーヴァ」としては「第一

言語」（アレルのいう “ m o t h e r  t o n g u e ”）というよりも「自分のナショナリティの言語」
                                                        
1 2  渋谷謙次郎  「『母語』と統計」  p . 1 7 7 ページ。  
1 3  Ко з л о в  В .  Нац и о н а л ь н о с т и  СССР .    	 	 	 	 	 	 	         
1 4  Г у б о г л о  М .  В з а им а д е й с т в и е  я зы к о в  и  м ежн а ц и о н а л ь ны е  о т н ош е н и я  в  с о в е т с к ом  
о бщ е с т в е ,  c .  2 5 .   
1 5  Тишк о в  В .  А .  Р е к в и ем  п о  э т н о с у .  
1 6  2 0 0 2 年ロシア国勢調査の言語関連項目をめぐる問題については渋谷「『母語』と統計」
1 9 9 - 2 0 3 ページを参照。  
1 7  0 . 4 . 3 .で後述のロシア語「ナツィオナーリナスチ」ウクライナ語「ナツィオナーリニス
チ」の訳語として用いる。  
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（ “ n a t i v e  l a n g u a g e ”）が回答される傾向にあったのだという。	 

	 本論文はこのアレルが用いた「リードナ・モーヴァ」のサブカテゴリーである

“ m o t h e r  t o n g u e , ”  “ n a t i v e  l a n g u a g e ”を援用し1 8、特にウクライナ語の「リードナ・モ

ーヴァ」概念とその解釈を考察する。	 	 

	 

0 .4 .本論における用語   

	 

	 本論はウクライナにおける「リードナ・モーヴァ」という概念を中心にウクライナの

言語問題を扱うものである。ここでこの「リードナ・モーヴァ」にまつわる周辺概念及

びウクライナ言語問題を扱う上で定義されるべき用語を挙げ本論での意味について言及

しておこう。	 

	 

0 . 4 . 1 .  「リードナ・モーヴァ」と周辺概念  

	 

	 「リードナ・モーヴァ」は日本語では「母語」、英語では “ m o t h e r  t o n g u e ”や “ n a t i v e  

l a n g u a g e ” 	 と訳されニュートラルな表現としては「第一言語」 “ f i r s t  l a n g u a g e ”ともい

われる語であるが、その意味内容は必ずしも日本語や英語のそれと一致するものではな

いことは既に言及した。「リードナ・モーヴァ」を一語ずつ直訳すると「血縁関係にあ

る、近しいことば」となる。「リードナ・モーヴァ」以外にウクライナ語で用いられる

「母語」を示しうる表現としては日本語に直訳すると「母のことば」となる「マチェリ

ンスィカ・モーヴァ（м а т е р и н с ь к а  мо в а）」や同じく「第一言語」となる「ペールシ

ャ・モーヴァ（ п е рш а  мо в а）」なども特に言語学関連の論文、学術書等ではみられるよ

うになったが、未だ一般的なものではなく、使用される頻度も「リードナ・モーヴァ」

と比較するとかなり低い。本論ではアレルの先行研究に倣い、特に個人の「第一言語」

をさすものとして “ m o t h e r  t o n g u e , ” 	 民族的自意識から導かれた「自民族の言語」を示

すものとして “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という語を用いる。	 

	 

0 . 4 . 2 .  「国家語」と「国語」  
                                                        
1 8  A r e l ,  I n t e r p r e t i n g  “ N a t i o n a l i t y ”  a n d  “ L a n g u a g e ”  i n  t h e  2 0 0 1  U k r a i n i a n  C e n s u s ,  p p .  
2 2 3 - 2 4 0 .  



13 

	 

	 個人の「母語」に対し時に相反、拮抗するものとなりうることばとして「国語」が考

えられる。日本語の「国語」は「日本の国のことば」という意味内容であり、学校教育

における教科名称として用いられている「国語」も意味内容は同様である。現代日本に

おいては「国語」というものの法的地位が明確にされている訳ではない 1 9。日本国内に

おいては 2 0 0 0 年代前半に活発に議論された英語公用語論のように英語の地位に関して

言及されることはあっても日本語の地位について論じられることはほとんどない。しか

し、ロシア、ウクライナを初めとする多民族からなる旧ソ連圏の国々では状況は異な

る。ある民族が主体となり連邦内国家や自治共和国という主権を得ると、その民族はそ

の国家および共和国の「基幹民族（ロシア語では「チートゥリナヤ・ナーツィヤ」

т и т у л ь н а я  н а ц и я、ウクライナ語では「ティートゥリナ・ナーツィヤ」 т и т у л ь н а  

н а ц і я）」と呼ばれる。この「基幹民族」の言語が「基幹民族語	 (ロシア語では「チート

ゥリヌイ・イズィーク」 т и т у л ь ны й  я з ы к , 	 ウクライナ語では「ティートゥリナ・モー

ヴァ」 т и т у л ь н а  мо в а )」であり、ウクライナではウクライナ語、ベラルーシではベラル

ーシ語となる。独立後旧ソ連圏の多くの国々ではそれぞれの「基幹民族語」に法的地位

を与え、また一部の国ではロシア語にも同様の地位を与えて「国家語」としていた。こ

れらの国々では自国の言語の地位について憲法や「言語法」を初めとする法律により明

記されている。	 

	 法的地位を伴う国の言語という「国家語」と訳されるロシア語「ガスダールストヴェ

ンヌィ・イズィーク  ( г о с у д а р с т в е н ны й  я з ы к )」は日本語に直訳すると「国家のこと

ば」となる。日本では「国家の言語」をも意味しうる学校教育における教科名称「国

語」はロシア語でもウクライナ語でも「国家語」とは明確に分けられ別のものとして扱

われ、ロシア語では学校教育における「国語」というは「血縁関係にある、親しいこと

ば」という意味で「母語」を意味する「ラドノーイ・イズィーク」とは一語違いの「ラ

ドナーヤ・レーチ	 ( р о д н а я  р е ч ь )」が用いられる。同様にウクライナでも「国家語」と

しては「国家のことば」と直訳できる「ジェルジャールナ・モーヴァ	 ( д е рж а в н а  

мо в а )」が用いられるが、教科名称としては「母語」とも訳される「リードナ・モーヴ

ァ」が「国語」という意味内容で用いられている。	 

                                                        
1 9  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 1 2 3 ページ。                      
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	 このような状況に準じ、本論文でも「国家語」という概念を採択し、教科名称として

も用いられる「国語」とは別にその国家における言語の地位について言及するものはこ

の術語を用いる。	 

	 

0 . 4 . 3 . 	 「ナショナリティ」  

	 

	 	 「ナショナリティ」は一般的に英語の “ n a t i o n a l i t y ”が意味する「国籍」や「国民」

等を表すものであるが、これに相当するロシア語の「ナツィオナーリナスチ

( н а ц и о н а л ь н о с т ь )」やウクライナ語の「ナツィオナーリニスチ	 ( н а ц и о н а л ь н і с т ь )」

は国家というよりも民族レベルでカテゴライズする概念として用いられてきた。本論で

は前述のコズロフが用いたロシア語「ナツィオナーリナスチ」やウクライナ語「ナツィ

オナーリニスチ」の訳語として「ナショナリティ」を位置づけ、「民族的自意識」を意味

するものとして用いる。「国籍」はウクライナ語では「フロマジャニン( г р о м а д я н и н )」

ロシア語では「グラジダニン ( г р аж д а н и н )」という語が用いられ、本論でもこれに倣い

「ナショナリティ」を「国籍」とは別のものとして扱う。	 

	 この「ナショナリティ」という設問は帝政ロシア時代の調査では「ラドノイ・イズィ

ーク」から間接的に回答を得ようとしたため直接的に問うものはなかったものの、全ソ

連国勢調査を始めとし 2 0 0 1 年ウクライナ国勢調査や 2 0 0 2 年の全ロシア国勢調査でも調

査項目の一つに含まれている。これらの地域において「ナショナリティ」は「ラドノ

イ・イズィーク」また「リードナ・モーヴァ」と も関連の深い概念といわれる 2 0。そ

の理由としてまず挙げられるのが、前述したように帝政ロシア時代に実施された国勢調

査では「ナショナリティ」そのものを問う設問がなされなかったかわりに人々を「ナシ

ョナリティ」別に区分するために言語に関する項目が作成され、被験者の「ラドノイ・

イズィーク」がその人の「ナショナリティ」を決定していたという事実である。その結

果、その後実施されたソヴェト国勢調査には「ナショナリティ」という設問が「ラドノ

イ・イズィーク」とは別に作成されたものの、回答者の共通理解として「ラドノイ・イ

                                                        
2 0  渋谷謙次郎「『母語』と統計」 1 8 0 - 1 8 3 ページ、塩川伸明『民族と言語	 （多民族国家ソ
連の興亡 Ⅰ）』 1 5 4 - 1 5 7 ページ。  
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ズィーク」は「ナショナリティ」と一致すべきものとして捉えられていた 2 1。	 

	 

0 . 4 . 4 .  「母語話者」、「少数言語話者」と言語権  

	 

	 第二次世界大戦後、欧州各国におけるマイノリティーの権利、特に彼らの言語的権利

が欧州審議会でクローズアップされた。マイノリティー言語の重要性を確認し、また保

護促進することを目指す「地域語または少数言語のための欧州憲章」が採択された。ウ

クライナは 1 9 9 6 年に同憲章に署名し、同様に「民族的少数者保護枠組条約」について

も 1 9 9 5 年に署名、 1 9 9 8 年に批准、発効されている。201 2 年に施行され実質的に 198 9

年の「言語法」にかわり「新言語法」となっている「言語政策基本法」ではこれらの理

念に基づき、地域内の「母語話者」数がある一定以上となる場合に「地域語」とするこ

とを可能としている。 2 0 1 2 年以降ウクライナにおいて「母語話者」が持つ意味は更に重

要性を増しているといえよう。この「母語話者」を測るために用いられているのが「リ

ードナ・モーヴァ」という設問なのである。	 

	 

0 . 4 . 5 .  地名表記について  

 
	 ウクライナの地名は独立後国内のみでなくウクライナ語に基づくものが多く見られるよ

うになった。しかし 20 年以上を経過しても帝政ロシア、ソ連時代から用いられてきたロ

シア語に基づくものもロシア語優勢地域等で用いられており、ウクライナ国内においても

ウクライナ語によるものとロシア語によるものが言語によって使い分けられている。本論

では原則的にウクライナの地名はウクライナ語の発音に基づくものとし、東部ウクライナ

の地名であるロシア語で「ハリコフ」と呼ばれる地域はウクライナ語の発音に基づき「ハ

ルキウ」、「ドニプロペトロフスク」を「ドニプロペトロウシク」と表記するものとす

る。原則的にはウクライナ語に基づく表記を採用するが、首都の「キエフ」のみ、現在日

本で広く用いられているという理由からウクライナ語に基づく「キーイウ」という表記で

はなくロシア語に基づく「キエフ」という表記を採用する。	 

	 

                                                        
2 1  A r e l ,  I n t e r p r e t i n g  “ N a t i o n a l i t y ”  a n d  “ L a n g u a g e ”  i n  t h e  2 0 0 1  U k r a i n i a n  C e n s u s ,  p p .  
2 4 0 - 2 4 2 .  
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0 .5 .  本論の構成  

 
	 第 1 章ではまずウクライナにおける言語政策、言語状況の歴史的背景及び地域差、更

に言語内的要因としてウクライナ語とロシア語の近接性、二言語の接触と混合についてみ

ていく。	 

	 第 2 章ではウクライナの「リードナ・モーヴァ」概念を “ m o t h e r  t o n g u e , ”ロシア語の

「ラドノイ・イズィーク」また日本語の「母語」や「母国語」といった概念と比較するこ

とにより説明を試みる。更に第 3 章ではそのような「リードナ・モーヴァ」が用いられ

ている実際のテクストをみることにより、具体的にどのような意味内容が付与されている

か分析を行う。	 

	 第 4 章ではウクライナにおいて言語問題とは切り離すことができない現代政治につい

て詳述する。 2 0 1 2 年「新言語法」の制定とその直後に実施された 高議会選挙に焦点を

当て、そこで用いられたマニフェストから言語問題が政治とどう関わっているか、またど

のように扱われているかみてみる。	 

	 第 5 章では 2 0 0 1 年に独立後初めて実施された全ウクライナ国勢調査の結果や他の社会

調査の結果を用い、ウクライナ国内の言語状況を概観する。	 

	 第 6 章では「リードナ・モーヴァ」が実際のところどのように解釈されているのかみ

るべく、筆者が 2 0 0 6 年及び 2 0 1 0 年にウクライナで実施したアンケート調査結果を用

い、ウクライナの人々による「リードナ・モーヴァ」解釈とその問題点について分析す

る。特に「リードナ・モーヴァ」に関する解釈でみられた「矛盾」に焦点を当て、この語

の解釈の曖昧さと不安定さという問題点が地域差と無関係ではないことを論じる。	 

	 終章ではこのような「リードナ・モーヴァ」がウクライナにおいて言語政策の決定に重

要な意味を持つ概念として用いられていることを問題視しつつ、近い将来実施が予定され

ている第 2 回国勢調査で「リードナ・モーヴァ」という項目が設けられることに対し提

言をおこなう。	 
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第１章  ウクライナにおける言語政策史と地政学的状況  
 ウクライナにおいて言語に関する問題は政治問題化されていると国内外で論じられて

いる。 2 0 0 1 年国政調査の結果によると「リードナ・モーヴァ」として挙げられた言語は

数多く、ウクライナの「基幹民族語」であり「国家語」であるウクライナ語以外に、ロ

シア語をはじめ、モルドヴァ語（ルーマニア語）、ポーランド語等が回答言語として挙げ

られており、一様ではない言語的背景を有する人々の姿がかいま見れる。実際に国内で

唯一の自治共和国であるクリミア 2 2のクリミア・タタール語、西ウクライナのルテニア

人のルテニア語、モルドヴァとの国境に近いチェルニフツィではルーマニア語を「リー

ドナ・モーヴァ」とする回答が見られた。一方で「言語問題」として取りざたされるの

はほとんどの場合「ウクライナ語かロシア語か」という二者択一の選択をせまるもので

ある。ウクライナで言語について意見を述べることは、その個人の政治的立場を示すこ

とにもつながりうるものであり、 もよく問題視されている「ウクライナ語かロシア語

か」という議論における選択は、ウクライナ語であれば欧米への志向、ロシア語であれ

ばロシア、というように、個々人の民族文化的背景にかかわらず、政治や文化に関する

方向性を示すものとしてみなされることが未だ少なくはない。  

「ウクライナ語を話しなさい！コミュニケーションの手段としてその言語が用いられ

ている限り、その民族は存在しているのですから」 2 3  

「ウクライナにおけるロシア語にはどのような地位が必要か」 2 4  

「私は [ウクライナ語話者が多数を占める ]リヴィウのウクライナ人ですが、（ 2 0 1 4 年 2

月『革命』の成功に際し、東部南部地域の方々の協力に感謝と敬意を表し）今日はロシ

                                                        
2 2  クリミアは本論執筆時にはウクライナに帰属する自治共和国であったが、 2 0 1 4 年 2 月
「革命」後の 3 月 1 6 日にロシアへの編入の是非を問うクリミア自治共和国内の国民投票の結
果を受け、ウクライナ暫定政府をはじめ欧米諸国は承認していないものの 3 月 1 8 日にロシア
への編入を宣言した。	 
2 3
原文は “Р о зм о в л я й т е  у к р а ї н с ь к ою !  До к и  мо в а  в и к о р и с т о в у є т ь с я  я к  з а с і б  

с п і л к у в а н н я  -  д о т и  і с н у є  н а р о д . ”  
( h t t p : / / w w w . k y i v p o s t . u a / o p i n i o n / b l o g s / r o z m o v l y a j t e - u k r a y i n s k o y u - 2 7 3 0 1 . h t m l  2 0 1 4 年
3 月 1 5 日閲覧 )  
2 4
原文は “Яким  м а є  б у т и  с т а т у с  р о с і й с ь к о ї  мо в и . ”  

( h t t p : / / w w w . u n i a n . u a / s o c i e t y / 7 6 6 1 5 1 - y a k i m - m a e - b u t i - s t a t u s - r o s i y s k o j i - m o v i -
o p i t u v a n n y a . h t m l  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )  
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ア語で話します」 2 5  

このような言語に関する文言が新聞、雑誌また報道番組等でしばしば取り上げられ、

選挙キャンペーン中は特に好んで論じられている。言語が問題化されるこのようなメデ

ィアの論調では、常に意見の不一致が提示され、個々人のアイデンティティばかりでな

く国の政治にも少なからずの影響を与えている。  

本章では、ウクライナにおいて特にウクライナ語とロシア語の二言語使用が問題とな

るその背景を歴史的観点から検討し、言語外的条件、言語内的条件に分類してみてい

く。言語外的条件として言語政策史と地政学的状況状況を取り上げ、言語内的条件とし

ては共に東スラブ語であるウクライナ語とロシア語の近似性、また会話の中で頻繁に起

こる言語切り替え、および「スルジク」という名で知られる混合語について概観しよ

う。  

 

 1 .1 .  言語政策史の概観  

	 ホーガンの定義によると、「言語計画」には「規範の選択」「コード化（法典化）」「法

典化された規範の施行」「推敲、標準語の教化」という 4 つの段階があるという 2 6。ウク

ライナに当てはめると、「コード化」は度重なる正書法の制定、改正、「規範の施行」は

公的機関や教育の場でのウクライナ語の使用の義務化、「推敲、標準語の強化」というと

ころには現在広く見られる「ノン・アコモデーション・バイリンガリズム」 2 7のような

「標準ウクライナ語」 [あるいは「標準ロシア語」 ]への志向の例が挙げられよう。  

ウクライナ語の保護、発展を強く支持しているマセンコは、ウクライナは帝政ロシア

及びソヴェト時代を通し、「宗主国」「帝国」の支配下にあり、資源や労働力を搾取さ

れ、言語や文化が従属させられていた、としてポストコロニアルとして扱っている 2 8。

しかし多くのアジアやアフリカの植民地とは異なり、ポストコロニアルの地域とは異な

る点も明記しておかなければならない。ウクライナでは同じ東スラブ人ということもあ

                                                        
2 5
原文は “У  Ль в о в і  в и р іш и л и  р о з м о в л я т и  . . . р о с і й с ь к ою  мо в ою ! ”  

( h t t p : / / k a r p a t n e w s . i n . u a / n e w s / 7 7 6 2 1 - u - l v o v i - v y r i s h y l y - r o z m o v l i a t y - r o s i i s k o i u -
m o v o i u . h t m  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )  
2 6  H a u g a n ,  T h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  C o r p u s  P l a n n i n g :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ,   i n  P r o g r e s s  
i n  L a n g u a g e  P l a n n i n g ,  p .  2 7 0 .  
2 7  1 . 5 . 2 .で詳述。  
2 8  Мас е н к о ,  Мов а  і  с у с п і л ь с т в о ,  с .  1 5 0 - 1 5 1 .  
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り植民する側とされる側で外見の差異、人種の差異は重要なものではなかった、とい

う。フェデュークによると、支配下にあったウクライナ人は「より自然に近い」「エキゾ

チックな」民族として見られていたという 2 9。ではウクライナでなされた「植民地支

配」とは具体的にどのようなものであったのか、みてみよう。  

帝政ロシアの支配下においては 1 9 世紀半ば頃まではそれほど強力な同化政策が進めら

れることはなく、民族的多元性を前提にしていたものの、ヨーロッパからの「国民国

家」観念流入の中で特に 1 9 世紀末以降「ロシア化」政策が強力に推進されるようになっ

た。帝政ロシアのツァーリとその官僚達は、ウクライナ語をロシア語の一方言であると

みなし、ウクライナ語の発展自体をロシアからのウクライナの分離を志向するものと考

え、公用語・教育言語をロシア語に限定した。 1 8 6 3 年ヴァルーエフ内務大臣の秘密指令

により、ウクライナ語は学校における授業での使用を禁止され、 1 8 7 6 年にはエムス法に

よってロシア帝国内でのウクライナ語による印刷出版、舞台上演、音楽演奏、公開公

演、学校教育など一切が禁止された。このような 1 9 世紀末の厳しいロシア化政策から、

ロシア帝国は「諸民族の牢獄」とも呼ばれてきた。ウクライナ語の使用を規制するエム

ス法をはじめ、ロシア語の一方言としかみなされていなかったウクライナ語による教育

やウクライナ語の公的使用は禁じられたものの、標準ウクライナ語を求める動きはこの

ような厳しい措置がとられる前に始まっていた。ロシア化政策によって多くのウクライ

ナ人インテリゲンツィア、作家が国外に亡命し、この時期にウクライナ人の主要文化の

中心地はキエフから当時オーストリア領だったハリチナの主都リヴィウに移っている。  

そのような中、 1 9 0 5 年革命の過程でロシア帝国アカデミー言語部会はウクライナ語に

ついての決議を行い、ウクライナ語が独立言語であることを確認した。 1 9 0 5 年革命は一

時的にウクライナ語使用禁止を解除し、これによりキエフは再びウクライナ文化の中心

地となった。  

	 1 9 1 7 年革命によって 終的に非ロシア語使用の障壁は取り除かれ、「諸民族の牢獄」

は解放された。ソヴェト政権の下で「共和国」となったウクライナは他の諸民族と同様

にその共和国内で一定の行政的・文化的自治を獲得し、ウクライナ語も初めて「国語」

として正書法、語彙、文法の標準化が進められた。先のホーガンの「言語計画」の進捗

に当てはめるとまずはロシア語の「方言」ではなく「言語」という認知がなされたとい

                                                        
2 9  F e d y u k ,  E X P O R T I N G  U K R A I N E  W E S T  A N D  E A S T :  R u s l a n a  v s .  S e r d u c k a .  
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うことになる。 1 9 1 8 年にはウクライナ・科学アカデミーが設立され、その課題の１つと

してウクライナ語の発展、促進と正書法についての 終的決着が挙げられた。革命後、

ハリチナを含め、全般的にあらゆる方言の統合という方向に向かい、ホーガンのいうと

ころの「コード化」、文語の標準語化が大きく進展した。 1 9 2 0 年代を通してウクライナ

化政策でハリチナが果たした役割は大きい。 1 9 2 3 年からウクライナの党・政府によって

進められたウクライナ語出版の増大、党・政府機関でのウクライナ語の公用語化、初等教

育を中心としたウクライナ語学校の拡充がなされ、ホーガンのいうところの第 3 段階

「規範の施行」にあたる「ウクライナ化」が国内で広められた。この 1 9 2 0 年代のウクラ

イナ化は「第一のウクライナ化」と呼ばれている 3 0。  

しかし、 1 9 3 0 年代に入るとブルジョア・ナショナリズムの産物としてウクライナ語正

書法はロシア語正書法に近づけられた。この時期にはウクライナ語の各種辞書の刊行が

ストップし、著名なウクライナ人言語学者はブルジョア･ナショナリティの烙印を押され

逮捕、流刑となった。  

そのような中スターリン批判後の 1 9 6 0 年代には一時的に大学教育のウクライナ化、作

家、詩人、評論家などによるウクライナ語での出版の増加がみられ、「第二のウクライナ

化」と呼ばれているものの 3 1、  独ソ戦中、またスターリン死後の一時期における部分的

緩和を除き、この様な言語面でのロシア化政策は継続された。  

ペレストロイカ初期の 1 9 8 6 年頃から、ウクライナでは作家同盟の知識人を中心にウク

ライナ語の地位向上を求める運動が盛んになり、 1 9 8 9 年 1 月にはウクライナ語協会が設

立され、ウクライナにおけるロシア化を批判し、「第 3 のウクライナ化」の先頭に立った

3 2。このような背景のもと、 1 9 8 9 年 8 月 2 8 日に共和国 高会議幹部会決定により言語

法の草案が承認され、法案は 1 0 月 2 6 日に 高会議に提出され、 2 8 日に採択された。こ

の法の第 2 条ではウクライナ語が唯一の「国家語」であると規定されている 3 3。言語法

論争の主要論点となったロシア語の位置づけに関しては、第 4 条で「ウクライナ共和国
                                                        
3 0  中井和夫  『ウクライナ・ナショナリズム―独立のジレンマ―』  8 7 - 8 9 ページ。  
3 1  中井和夫  『ウクライナ・ナショナリズム―独立のジレンマ―』  8 7 - 8 9 ページ。  
3 2  中井の前掲書では「第一のウクライナ化」「第二のウクライナ化」をふまえ、ゴルバチョフ

政権が登場したあとの 1 9 8 6 年以降のウクライナ化を「第 3 のウクライナ化」と呼ばれてい
る。  

3 3  原文を以下に示す。  
С т а т ь я  2 .  Г о с у д а р с т в е н ный  я зы к  Укр а и н с к и й  СССР  
В  с о о т в е т с т в и и  с  Кон с т и т у ц и е й  Укр а и н с к и й  СССР  г о с у д а р с т в е н ным  я зы к ом  
Укр а и н с к о й  Со в е т с к о й  Соц и а л и с т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к и  я в л я е т с я  у к р а и н с к и й  я зы к .  
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における民族間交流語はウクライナ語、ロシア語、その他の言語である」というように

ロシア語は民族間交流語としても “ o n e  o f  t h e m ”という位置づけになった 3 4。ウクライナ

独立後の 1 9 9 6 年に採択された新憲法においても第 1 0 条で「ウクライナの国家語はウク

ライナ語である」と明記されている。このような法的基盤を背景に、現在まで公共機

関、教育機関等においてウクライナ語の使用が推奨されてきた。しかし、独立後のウク

ライナにおいては法律上の規定による「言語の自由な発展」に反して実際には多言語社

会において一民族の言語的支配を目指す強固な政策が進められていたとし、独立後の言

語政策について「かつてのロシア化政策よりも酷いウクライナ化政策が進められてい

る」とする研究もある 3 5。一方でこのような急進的なウクライナ語推進は、国家語とい

う地位にはあっても「文化的」なロシア語に対しウクライナ語が「遅れた」「農村の言

語」というような長期間続いたロシア語優位の状況により醸成されたステレオタイプを

払拭しようとする試みであろうとも考えられる。  

	 「国家語」の地位を確立しているウクライナ語とは対照的に、独立ウクライナにおいて

ロシア語の具体的な法的地位は明記はなされてこなかった。しかし民族的ロシア人の人口

が比較的多い東部南部ウクライナのみに限らず、全国的にまたロシア語も人々のコミュニ

ケーションでは依然よく用いられている。ウクライナ独立当初は確固たる地位をロシア語

に付与することはなかったものの、欧州審議会作成の「地域言語または少数言語のための

欧州憲章」、また「民族少数者保護枠組み条約」は 1 9 9 0 年代にウクライナでも批准され

ており、これらを引き合いに少数民族及び少数言語保護という名の下でロシア語話者の権

利が折にふれ特にウクライナ東部地域では論じられてきた。「地域言語または少数言語の

ための欧州憲章」や「民族少数者保護枠組み条約」はウクライナ語使用が求められる場面

においてもロシア語を用いる権利保障を求めるために、その地域においてロシア語に公的

地位を与えようとする根拠として持ち出され、更にはロシア語を第二公用語に、また第二

国家語にという動きが特に親ロシアを標榜する政党の選挙前公約等でよくみられるように

なった。このような中、 2 0 0 6 年にはウクライナ東部地域において地方審議会がロシア語

を地域公用語として独自に規定するという動きもみられた。その後地方裁判所はそれが憲

法に反すると判断し、審議会の決定が違法であるとし、無効とし、この判決は法務省によ

                                                        
3 4  塩川伸明『民族と言語	 （多民族国家ソ連の興亡 Ⅰ）』 2 1 8 ページ。  
3 5  ディボフスキー「旧ソ連諸国における言語状況の若干の傾向について—言語のステータス
の問題をめぐって-」29 8 ページ。  
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り支持されたが、翌年 2 0 0 7 年 2 月の控訴審では一審の判決を覆し、ロシア語を当地にお

ける公用語と認定している。このようなロシア語に法的地位を与える運動は地方議会の枠

を超え、 2 0 1 0 年には正式に「言語法草案」としてウクライナ 高議会「ヴェルホーヴ

ナ・ラーダ」に提出された。この草案は棄却されたものの、 2 0 1 1 年に「国家言語政策に

関する基本法」として再度議会に提出されると、この「言語政策基本法」は採択され、当

該地域のロシア語を含む少数言語の話者数に応じ、その言語を「地域語」とすることが可

能となり、地域によってはロシア語にウクライナ語と同等の法的地位を与えることが可能

となった。 2 0 1 3 年現在、 9  つの州、 1 つの市でロシア語が「地域語」の地位を得ている

3 6。「地域語」となった言語はロシア語のみではなく、ザカルパチアではハンガリー語

が、チェルニフツィではルーマニア語が「地域語」として認められるなどウクライナ国内

の該当地域内で「国家語」と同様に様々な場面で使用することを可能とする公的地位を得

ている。  

 

 1 .2 .  言語問題と地政学的状況  

 
ウクライナにおける民族･言語問題のもうひとつの分析視角は地域的特徴による類型分

けである。中井は歴史的発展によりウクライナを次の 6 つの地域に分けている 3 7。  

 

1）スロビツカ・ウクライナと呼ばれるドン地域、アゾフ海北岸の地で、ドネツィク、

ハルキウを含む地域。早くからモスクワの支配下に入った地方で、主にロシア人によ

る植民地域であると同時にウクライナ人による植民地域でもあった。言語的には一貫

してロシア語が優勢な地域である。  

	 東部ドンバス地域は古くから工業地帯でロシア人が多く流入し、ロシア的色彩の強い

ところである。言語的にもウクライナ語に比してロシア語が優勢であり、ウクライナ

民族運動に対しては無関心、冷淡であるとされる。この地域を支持基盤としているの

が、前大統領のヤヌコーヴィッチおよび彼が党首を務めていた「地域党」である。  

 

                                                        
3 6  詳細は  4 . 4 .  「国家言語政策に関する基本法」とその施行の表 4 . 4 . 1 及び図 4 . 4 . 2 を参
照。  
3 7
中井和夫  『ウクライナ・ナショナリズム―独立のジレンマ―』  7 - 8 ページ。  
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  図 1 . 2 . 1 . 	 ウクライナ地図 3 8  

 

2）ポルタヴァなどかつてのヘトマンシチーナ、ヘトマン国家の領域で、行政的にはか

つて「小ロシア」と呼ばれた地域である。この地はウクライナ全体の中心部であ

り、ウクライナの文化的伝統を考える上で も重要な地域とされる。  

ドニエプル・ウクライナは地理的にもウクライナの中心部に位置し、東部及び西部

両者の中間的存在である。この地域の動向がウクライナ全体の民族運動を 終的に

決定してきたが、ハリチナに比してロシア化の影響を強く受けており、政治闘争志

向の強いハリチナに比べ文化運動志向が強いといえる。  

3）右岸ウクライナのヴォルニイを含んだ地域であり、 1 8 世紀後半のポーランド分割

によりロシア帝国に組み込まれた。  

4）ウクライナ南部の「新ロシア」と呼ばれる地域。 1 6 世紀中葉以降ザポリージャの

コサックの本営であるシーチ 3 9が置かれた地域で、クリミア汗国のロシア帝国による

併合の後、ロシア人、ウクライナ人、ユダヤ人など様々な民族の植民が行われた。

オデッサ、クリミア自治共和国を含む 4 0。オデッサは 大の国際貿易都市であった。

                                                        
3 8  ウクライナ白地地図
h t t p : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w i k i / F i l e : M a p _ o f _ U k r a i n e _ p o l i t i c a l _ s i m p l e _ b l a n k . p n g        
( 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )から筆者が作成。  
3 9  帝政下のロシア南部に形成された帝政の直接支配から独立した集団。 1 5 世紀後半にはポー
ランドリトアニア連合王国、クリム・ハーン国と接するロシア南方、南東の辺境に農奴制を

きらい、自由を求めてきた「自由の民」として集まり始めた。  
4 0  2 0 1 4 年 3 月 1 6 日の投票を経て 1 8 日にはロシア連邦に編入されたものの、ウクライナ政
府、欧米諸国は国際法に反するものとしてこれを認めていない。  
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現在もロシア人、ウクライナ人、ユダヤ人がそれぞれ人口の約 3 分の 1 ずつを占め

ている。  

5）ポーランド分割によりオーストリア領になったハリチナ地方。ウクライナの文化

的統一はこのハリチナの併合まではなされなかったといわれるほど 1 9 世紀以降のウ

クライナ史の展開にこの地方は決定的に重要な役割を果たした。リヴィウ、イワ

ノ・フランキフスク、テルノピリを含み、 1 8 世紀末から第１次大戦まではポーラン

ド領とみなされたが、その後ソ連領に分裂され、ウクライナ独立にあたってはウク

ライナ民族運動の中心地となった地域である。このハリチナの主都がリヴィウであ

る。  

  西部ハリチナ地方は長期にわたりポーランド領、続いてオーストリア領であったた

め、他の地域とは異なる文化的、政治的発展を遂げている。ここはウクライナで

も「西欧的」な地方であるといわれ、西側への窓となっている。民族運動において

は も急進的な地方であり、宗教的にもカトリックと東方教会の混合宗教である

「ユニエイト」の根強い拠点である 4 1。ハリチナを主な支持基盤としていたのが

2 0 0 4 年「オレンジ革命」でヤヌコーヴィッチに勝利した前大統領のユーシチェンコ

である。  

6）ハンガリー領であったため、独特の文化的伝統と政治志向を維持しているカルパ

チア・ルーシ。  

 

	 このように、同じウクライナという一つの国家でありながら地域により歴史的背景が

全く異なるため、現在においても多様な民族・言語状況が混在している。これらの地域

で話されている言語も決して一様ではなく、ウクライナ語を一つとってもいくつかの方

言、またロシア語との混合語等のバリエーションが存在している。  

第 5 章ではこれら 5 つの地域に注目し、 2 0 0 1 年に実施された全ウクライナ国勢調査か

                                                        
4 1  「ユニエイト」とは教義はカトリック、典礼は東方教会という混合宗教。 1 5 9 6 年ブレスト
の合同により成立した教会でウクライナ、ベラルーシ西部が中心である。 1 7 7 2 年ポーラン
ド第 1 次分割後、オーストリア支配下のハリチナでは「ギリシャ・カトリック」と命名さ
れ、ウクライナ人の民族教会として発展した。一方ロシア領では、 1 8 3 9 年ユニエイト教会
はロシア正教会に編入された。 1 9 4 6 年にはユニエイト教会は非合法化され、ロシア正教会
への再合同が強制されたが、西ウクライナで非合法活動が続けられた。ペレストロイカ末

期にユニエイト教会は名誉回復され、合法化された (中井和夫「ウニアート教会」 7 5 ペー
ジ )。  
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ら各地域における民族、言語状況を概観する。  

 

 1 .3 .  言語問題と言語内的要因  

 

いうまでもなく、ウクライナで も広く用いられている言語は現在「国家語」である

ウクライナ語と帝政ロシア、ソヴェト時代を通して圧倒的優位にあったロシア語であ

る。ウクライナ語もロシア語もインド･ヨーロッパ語族スラブ語派の東スラブ諸語に属

し、両言語ともベラルーシ語と系統上 も近い関係にある。本節ではウクライナにおけ

る言語問題のその言語内的要因を通時的観点からみてみよう。  

ウクライナ人、またロシア人、ベラルーシ人の共通の祖である東スラブ人は 9 世紀末

に統一国家キエフ･ルーシを形成し、 1 0 世紀末にキリスト教を受容して以降言語文化の

統一を進めた。そこで用いられていたのは東スラブ人の共通の言語「古ロシア語」

( д а в н ь о р у с ь к а  мо в а も し く は  д а в н ь о с х і д н о с л о в ' я н с ь к а  мо в а 、 ロ シ ア 語 で は  

д р е в н е р у с с к и й  я з ы к )であり、古ロシア語による豊富な文献が遺されている。  

	 1 4 世紀以降には、ポーランドの支配下にあった南西ロシアの言語とモスクワのロシア

語との分化が進行し、 1 7 世紀中ごろまでにウクライナ語、ベラルーシ語、ロシア語の差

が決定的となり、それぞれの言語の礎となった。その後、 1 9 世紀にウクライナ語の現代

文語の主要規範は詩人タラス・シェフチェンコによって確立された 4 2。シェフチェンコ

は当時文語として用いられていた「教会スラブ語  ( ц е р к о в н о с л о в ' я н с ь к а  мо в а  )」から

少なからずの借用をしつつ、ウクライナ語の文語の基盤を完成させた。 1 9 世紀後半、

「ウクライナ語」の存在は認められず、あくまで「小ロシア方言」とされていたが、

1 9 0 5 年にはロシア帝国アカデミー言語部会がウクライナ語を独立言語として認めた。ウ

クライナ語には大まかに分類すると北、南西、南東方言があり、標準語の規範となって

いるのは南東方言である。前述の「第一のウクライナ化」の 1 9 2 7 年にはポルタワの方

言を基に「ハルキウ正書法」が作成されたが、 3 0 年代に入るとウクライナ語正書法はロ

シア語のそれに意図的に近づけられた。  

 

                                                        
4 2  ウクライナの国民的詩人 ( 1 8 1 4 - 1 8 6 1 )であり、ウクライナ語によるウクライナ文学の創始
者。反体制、反農政を貫き、郷土と民衆に寄せる深い愛情をうたった作品で知られる。  
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1 . 3 . 1 .  ウクライナ語とロシア語の相違  

 

しかしウクライナ語と一言でいってもその範疇で多様な変種と言語の混交がみられ、

様相は複雑さを増している。一方でウクライナ語はロシア語とともに東スラブ語の一つ

であり、多くの文法的、また語彙の要素を共有しているのも事実である。ティシチェン

コによると、現代ウクライナ語とロシア語の語彙の 3 8 %が異なるものであり、 6 2 %は両

言語共有のものであり、うち 4 4 %は形態論的に同一とみなすことができ、 1 8 %は類似の

ものであるという 4 3。この数字がどれほどの近接性を示しているのか他の言語間の相違

点との比較を挙げており、同様の比較において、スペイン語とポルトガル語では 2 5 %異

なり、スペイン語とイタリア語では 3 3 %、更にドイツ語とオランダ語では 2 5 %異なると

いう 4 4。  

ウクライナ語とロシア語の語源に関連していうと、「古ロシア語」でかつて用いられて

いたキリル文字  Ѣ（ヤット）はウクライナ語では “ i ”に、ロシア語では “ e ”に置き換えら

れた 4 5。一方で、音声また音韻上の相違は更に顕著である。ロシア語の音声学上の特徴

は「アーカニエ」と語末の子音の無声音化であるが、これらはウクライナ語ではみられ

ない。「アーカニエ」とは、アクセントのない “ o ”を「ア」と発音するロシア語の音韻上

の規則のことであり、ウクライナ語ではアクセント有無にかかわらず “ o ”は「オ」と発音

し、ウクライナ語とロシア語の綴りは同様でも発音が異なる語が多く存在する 4 6。  

これらに加え、両言語には形態論上の差異もみられる。フリシチェンコやオゼロワは

名詞の性や数、また未来形の表現形式 4 7、呼格の有無等を挙げているが、文法の大部分

は共有されているといえよう 4 8。しかしながら、格の要求は両言語間で異なるものもあ

る 4 9。  

                                                        
4 3  Тищ е н к о ,  Ме т а т е о р и я  м о в о з н а в с т в а ,  с .  2 6 6 – 2 6 7 .   
4 4  Тищ е н к о ,  Ко с т я н т и н ,  с .  2 6 6 – 2 6 7 .  
4 5  例えば「森」を意味するウクライナ語の “ л і с ”とロシア語の “ л е с ” .  
4 6  例えば「牛乳」を意味する “м о л о к о ”はロシア語もウクライナ語も表記は全く同じである
が、ロシア語は「マラコー」となりウクライナ語では「モロコー」となる  
4 7  ロシア語とは異なる合成未来に基づく未来変化。  
4 8  Г р ищ е н к о  А .  П . ,  С у ч а с н а  у к р а ї н с ь к а  л і т е р а т у р н а  м о в а 及び О з е р о в а  Н . ,  
С о п о с т а в и т е л ь н а я  г р а м м а т и к а  р у с с к о г о  и  у к р а и н с к о г о  я з ы к о в .   

4 9  両親に感謝する」や「私を許して下さい」といった場合の「感謝する」や「許す」という
動詞はウクライナ語ではその対象を与格で表す ( д я к у в а т и  б а т ь к а м и ,  п р о б а ч т е  м е н і )が、
一方ロシア語では対格で示さなければならない ( б л а г о д а р и т ь  р о д и т е д е й ,  п р о с т и т е  
м е н я )。  
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1 . 3 . 2 .  混合語と「スルジク」  

 

前節ではウクライナ語とロシア語の近似性およびその差異に言及したが、ウクライナ

における言語使用は少なからずの人が頻繁に言語を切り換えたり「スルジク」と呼ばれ

る混合語を用いたりすることからかなり複雑な様相を呈している。両言語の近似性に続

き、まさにこの近似性ゆえに生じたとされるウクライナ語とロシア語の混合語である

「スルジク」についてみておこう。  

ビラニュークは「スルジク」を「様々な社会的制約の中で形成されたウクライナ語と

ロシア語の混合」と位置づけている 5 0。典型的なものは、帝政ロシア時代、ソ連時代に

農村地のウクライナ語話者がロシア語と結びつくより高い地位を目指しロシア語を話そ

うとするときに生じるものであるとされてきた。しかし 近では、かつてはロシア語の

みで遂行できた場において独立以降ウクライナ語を用いなくてはならなくなった都心部

のプロフェッショナルたちが用いる不完全なウクライナ語についても「スルジク」と呼

ばれるようになり、「正しい」「標準」ウクライナ語で話し、書くことが重要視されてい

る。「スルジク」が蔓延する風潮を危ぶみ、書店では文法書である「正書法」とともに、

「ウクライナ語表現マニュアル」が数多く販売されている。  

一方で「スルジク」は軽蔑的なニュアンスを帯びた蔑称としても認識されており、こ

のような「スルジク」に対する否定的な態度にみられるウクライナ語純粋言語主義への

志向は「国家語」の地位にあるウクライナ語を更に高め、それを再確認する努力の一環

ともいえるものである。このような対比では「スルジク」は目指すべき「正しい」「ウク

ライナ語」の対極にあるものとして否定的に位置づけられている。  

「スルジク」をはじめとする混合語、非標準語ともいえる言語変種の使用を避け、「正

                                                        
5 0  B i l a n i u k ,  “ S p e a k i n g  o f  S u r z h y k :  I d e o l o g i e s  a n d  M i x e d  L a n g u a g e ” ,  p p . 9 3 - 1 1 7 .  スルジ
クの分類については B i l a n i u k ,  “ A  T y p o l o g y  o f  S u r z h y k :  I d e o l o g i e s  a n d  M i x e d  
L a n g u a g e s , ”  p p . 4 0 9 - 4 2 5  が詳しい。スルジクはウクライナ語とロシア語のクレオール語で
あると理解されているが（中井和夫『ウクライナ・ナショナリズム：独立のジレンマ』 9 5 ペ
ージ）、これを対象とする研究にはロシア語化されたウクライナ語、ウクライナ語化されたロ

シア語の語彙に限定したもの (С е р б е н с ь к а  О . ,  А нти с у ржи к . )、両言語間におけるコードミ
キシングやコードスイッチング、また音声レベルでの混合をも包含するものまで多様であ

る )。これらに加え、「標準ウクライナ語」の枠に入らないものを全て指すような用語法もマ
スメディアのテクスト等でみられる。  
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しい」「間違いのない」言語使用を志向する態度は現在ウクライナ国内で広く観察される

「ノン・アコモデーション・バイリンガル」という特異な状況の発生に繋がっていると

考えられている 5 1。ビラニュークによると、本来「アコモデーション」とは相手のスタ

イル、言語に合わせて会話するというものであり、バイリンガル話者同士の会話におい

ても相手の言語に合わせて話すのが「適切なもの」とみなされうる。しかし現代ウクラ

イナにおいて、一方がウクライナ語で話し続けているのに他方はロシア語を話し続け、

会話の参加者の言語が異なるまま会話が進んでいくという「アコモデーション」が起こ

らない状況が頻繁にみられる。ビラニュークはお互いに相手の言語に合わせて自分の話

す言語をスイッチすることはしないが、互いの話を理解している状況を「ノン・アコモ

デーション・バイリンガル」と名付け、ウクライナ語とロシア語の二言語で放映されて

いるテレビのトークショーを題材に分析している。このような状況を生み出した要因の

一つが混合語の使用に対する嫌悪感、更には不正確な文法、発音を避け、「正しい」言語

を使用することへの志向であろう。  

ウクライナにおいては「ウクライナ語かロシア語か」という二者択一で言語問題が取

り上げられることが少なからず見受けられるものの、本来の言語の近接性に加え人為的

にウクライナ語がロシア語に近づけられた歴史も影響し、混合語をはじめとする非標準

変種が忌み嫌われるという事実は現代ウクライナの言語問題を論じる上で極めて重要で

ある。  

  

1 .4 .  結論  

 
	 1 9 8 9 年に制定された「言語法」、独立後の「ウクライナ憲法」と「国家語」としてウ

クライナ語のみがその地位にあったものの、歴史的にみても、また共時的な視点からもロ

シア語の存在は無視できるものでは決してない。更にウクライナにおける言語問題は [標

準 ]ウクライナ語、 [標準 ]ロシア語という二者択一ではなく、その枠内から外れる言語変

種また混合語「スルジク」をはじめとする複雑な言語使用の実態があり、それを避けるた

めに「ノン・アコモデーション・バイリンガリズム」という特異な状況が起こっているこ

とを垣間みた。  
                                                        
5 1  B i l a n i u k ,  “ L a n g u a g e  i n  t h e  b a l a n c e :  t h e  p o l i t i c s  o f  n o n - a c c o m m o d a t i o n  o n  b i l i n g u a l  
U k r a i n i a n – R u s s i a n  t e l e v i s i o n  s h o w s , ”  p p .  1 0 5 - 1 0 7 .   
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次章ではウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」を考察するに先立ち、旧ソ連圏のみ

ならず他の地域においても言語政策、言語状況を論じる際に用いられる「母語」とその

周辺概念についてみていく。  
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第２章「母語」と「リードナ・モーヴァ」  

 

	 ウクライナ語「リードナ・モーヴァ」は一般的に「母語」という日本語に訳される語

である。しかしこの「リードナ・モーヴァ」は「母語」という概念と完全には一致する

といえるものではなく、よって本論文では日本語の「母語」とウクライナ語の「リード

ナ・モーヴァ」を別の概念として位置づける。  

	 英語の “ m o t h e r  t o n g u e ”のように日本語の「母語」も「母のことば」を意味してお

り、親から受け継いだことばを意味している 5 2。「母語」は「第一言語」ともほぼ同義

で用いられるが、これら「母語」や「第一言語」となる言語を特定することは場合によ

っては容易ではない。現代においてはどの地域においても複数の言語が存在する環境で

生活する人は決して少なくはない。しかし彼らの「母語」を特定すること、またその

「母語」が何を意味するかということは単純ではない。本章ではこのような「母語」に

ついてこれまでどのように論じられてきたか、またウクライナ語の「リードナ・モーヴ

ァ」というものについて概観する。  

 

 2 .1 .  Mothe r  Tongue ,「母語」と「母国語」  

 

	 本論文は特にウクライナ語「リードナ・モーヴァ」概念やその解釈を扱うものである

が、「母語」と訳される概念、また「母語」に関わる概念をみておこう。まずそれらを整

理し、ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」概念の理解の助けとしたい。  

先行研究で前述のスクトゥナブ・カンガスによると、ある人間が「母語」（スクトゥナ

ブ・カンガスの用語では “ m o t h e r  t o n g u e ”）を有していると言ったとき「第一言語」と

いう 1 つの解釈に限られるのではなく、子供が 初に話すことばである「出自」、 もよ

く理解し、使用できることばである「駆使能力」、 も頻繁に用いることばである「機

能・使用」、帰属意識に関わる「アイデンティティ」という複数の解釈の可能性を指摘す

る 5 3。したがって、ここでは「母語」はひとつのことばに限定されず、複数のことばで

あることも珍しくはなく、また時期や場面が異なれば「母語」も同一ではない可能性が

                                                        
5 2太田晴雄「母語・第一言語」 3 5 1 - 3 5 2 ページ。  
5 3  表 0 . 3 . 1 .を参照。 S k u t n a b b - K a n g a s , T .  a n d  P h i l l i p s o n .  R . ,  ‘ M o t h e r  T o n g u e ’ :  t h e  

T h e o r e t i c a l  a n d  S o c i o p o l i t i c a l  C o n s t r u c t i o n  o f  a  C o n c e p t ,  p .  4 5 3 .  
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考えられる。  

一方、日本においては「母語」と同様、もしくはそれ以上の頻度で未だ用いられている

「母国語」という表現がある。国家や権力とことばの関係を中心に、ソ連時代の民族・言

語政策やスターリン言語学の論者としても有名な田中克彦は「ことばと国家」の中で「国

語」との関連の中で「母語」および「母国語」について触れている 5 4。現代ウクライナの

言語政策、言語状況にも通じる部分も見受けられ、「母語」を「国語」との関連で理解す

るためにも以下に簡単に要約する。  

田中は中世ヨーロッパにおけるラテン語を引き合いに、「文法」を学ばずして習得する

ことのできない「書きことば」と、それに対し「俗語」とも表現されている「話しこと

ば」を分別し、作り物である「書きことば」は誰にとっても「母語」ではないとする。書

くために、また「正しいことば」のために「文法」という道具が必要とされ、そしてこの

「文法」を有する言語の興亡は国家の興亡と深く関係するものであり、「俗語」が国家の

手により「国語」にされたとき、そこに作り出される「文法」はことばを扱いながらそれ

とは別の作法、儀礼の書物に近づく、と論じる。本来「話しことば」でしかなかった「母

語」の文法はことばそのもののために必要なのではなく、国家とその付属施設である学校

と教師のために要求され、ことばの恒常性を保つための装置として機能するようになる。

ここでいう「話しことば」でしかなかった「母語」というものは地域方言、社会方言をは

じめとする個人的な「ことば」なのであり、「日本語」や「英語」といった名称をもつ言

語体系の中の言語変種である。そのような「母語」がその恒常性を保つための装置として

の機能「文法」を有する「国語」となった時、その「ことば」は個人のものではなく集団

の、国家のものとなっていく。  

このような文法を獲得した「俗語」がラテン語をおしのけ国家的規模で使用されるよう

になり独占的地位を獲得していく過程において、国家権力の行使により「俗語」を支え、

言語の地位が法的に規定されていく。田中は例としてフランス革命を引き合いに出し、特

権的地位を有するフランス語の陰で他の言語の使用は排除され、フランス語という「俗

語」が公の言語になるために、ラテン語を排除するだけでなく競合する他の「俗語」をも

排除する結果となったことを示している。「『ヴァナキュラーなことば』から『公式に教

えられる母語』への転換」ともいえるこのような例は言語法制定後、また独立後のウクラ

                                                        
5 4  田中克彦『ことばと国家』 2 6 - 5 2 ページ。   	 	 	 	 	 	 	         
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イナにおける言語政策を概観するとき、「ウクライナ語」と「ロシア語」また「標準ウク

ライナ語」と国内で話されている「スルジク」を含む非標準変種「その他のことば」との

関連で同様の過程を垣間見ることができる。  

	 田中はまた日本において「母語」と混同される「母国語」についても述懐し、「母語」

が「いかなる政治的環境からも切り離され、ことばの伝え手である母と受け手である子供

との関係で捉えている」のに対し、「母国語」は「母にではなく国家に結びついている、

国語に母のイメージを乗せた扇動的でいかがわしい造語」とする 5 5。「母国語」は所属す

る国家「母国」の「ことば」である国語、公用語等を本来意味するものであり、「母国で

用いられている言語」であり、それゆえ多様な言語変種を含みうる「個人のことば」であ

る「母語」と必ずしも一致するものではない。日本語で「母国語」は田中が批判するよう

に「母語」とは異なるものとして、また「母語」との混同、誤用例として挙げられること

もあるが、ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」の語義やその解釈を論ずる際に「個人

のことば」「国家のことば」に該当するこれら「母語」「母国語」という二つの概念は有

用であると考えられる。この似て非なる 2 つの概念は「ことば」をめぐって対峙する個

人と国家いう問題が何もウクライナに限るものではなく、また日本のみにも限るものでは

なく、どこにでも起こりうる普遍的なものであることを示しうるものである。アレルらが

指摘する、ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」が個人の “ m o t h e r  t o n g u e ”ではなく自

民族の言語である “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と解釈されうる傾向は決してウクライナに限るもの

ではなく、日本においては “ m o t h e r  t o n g u e ”の訳語として「母の言語」ではなく「母国の

言語」を意味する「母国語」ということばが未だ用いられていることとして現れていると

もいえよう。  

	  

2 .2 .  「ラドノイ・イズィーク」と「リードナ・モーヴァ」  

 

                                                        
5 5  田中により「母国語」という語の使用の不適切さが指摘されているにも拘らず、未だこの
語の使用はメディアのテクスト等よく見られる。「母国語」という語が未だ一般的に使用され

ているということを示す例として、単純に比較することはできないが「母語」と「母国語」

を検索すると「母語」が約 1 , 2 3 0 , 0 0 0 件であったのに対し「母国語」は約  2 , 2 2 0 , 0 0 0 件ヒッ
トし、インターネット上では「母語」以上に「母国語」という語が好んで使われているよう

である。後述する「リードナ・モーヴァ」の術語としての曖昧さ、多義性が指摘され近年ウ

クライナの言語学者の間ではこの語の使用を意図的に避けるものもみられるようになったも

のの、一般的には使用され続けている事態は日本の「母国語」と同様であるといえよう。  
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	 本節ではソ連時代の国勢調査、また現代ウクライナにおいての国勢調査における設問が

設けられた言語カテゴリーとの関係から、「母語」という日本語に訳されるロシア語の

「ラドノィ・イズィーク」とウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」に焦点をあてる。  

旧ソ連圏における国勢調査では「ラドノィ・イズィーク」として複数の言語を選択する

ことは許容されず、少なくとも国勢調査では「ラドノィ・イズィーク」が各人一言語に限

定されていた。前述のスクトゥナブ・カンガスの「母語」解釈に従えば、複数の解釈に基

づく複数の「母語」が容認されていたが、「ラドノィ・イズィーク」や「リードナ・モー

ヴァ」をそのような「母語」と同一視することは必ずしも適切ではない。また同様にここ

での「ラドノィ・イズィーク」や「リードナ・モーヴァ」は田中がいう「ヴァナキュラー

なことば」としての個人的な「母語」を意味するものではなく、「ロシア語」や「ウクラ

イナ語」といったひとまとめにされた既存の「言語」のリストから自分のことばをそのリ

ストの言語に当てはめる形で選択されたものということになる。  

アレルは、一般的に “ m o t h e r  t o n g u e ”が「 初に習得した言語」、または「 もよく習

得している言語」であると理解されているのに対し、  ロシア語の「ラドノィ・イズィー

ク」やウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」が自分が属する「ナショナリティの言語」

を強く連想させるものでこれを “ m o t h e r  t o n g u e ”とは別のものである “ n a t i v e  l a n g u a g e ”

として定義づけた。そこから、ソ連時代の国勢調査は「ラドノイ・イズィーク」として

“ m o t h e r  t o n g u e ”ではなく “ n a t i v e  l a n g u a g e ”を意図的に質問しているものであり、また

回答する側も “ n a t i v e  l a n g u a g e ”を自己提示していると分析する 5 6。ロシア語の「ラドノ

ィ・イズィーク」が民族的な自己認識を表すというグボグロやメチコフスカヤの議論もア

レルの “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という解釈にあてはまるものである 5 7。これらは主として「母

語」と訳されるロシア語「ラドノィ・イズィーク」やウクライナ語「リードナ・モーヴ

ァ」はその語根  「ロード」「リード」  に「生まれ」や「家柄」、「種 (しゅ )」等の意味

があることから、「身近な」ことば、自分の民族アイデンティティに も近い自民族の言

語である「自民族語」と理解される可能性が高いというのだ 5 8。このようにロシア語「ラ

                                                        
5 6  A r e l ,  I n t e r p r e t i n g  “ N a t i o n a l i t y ”  a n d  “ L a n g u a g e ”  i n  t h e  2 0 0 1  U k r a i n i a n  C e n s u s ,  p .  

2 2 2 .   
5 7Меч к о в с к а я ,  Я зы к о в а я  с и т у а ц и я  в  Б е л а р у с и  и  э т и ч е с к и е  к о л л и з и и  д в у я зы ч и я ,   с .  

3 0 8 及び Г у б о г л о ,  Я зы к и  э т н и ч е с к о й  м о б и л и з а ц и и ,  с .  1 8 9 .  ベラルーシにおける「母
語」を論じたメチコフスカヤはベラルーシ語を「母語」とする理由としてベラルーシ語が民

族の象徴として国民をひとつにまとめる機能を有していることを挙げている。  
5 8  A r e l ,  I n t e r p r e t i n g  “ N a t i o n a l i t y ”  a n d  “ L a n g u a g e ”  i n  t h e  2 0 0 1  U k r a i n i a n  C e n s u s ,  p .  
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ドノィ・イズィーク」やウクライナ語「リードナ・モーヴァ」はともに “ m o t h e r  t o n g u e ”

や日本語の「母語」とは一風異なり民族的自意識「ナショナリティ」の影響を受けやすい

概念であるとされる。その一方で更にウクライナ語「リードナ・モーヴァ」にはロシア語

「ラドノィ・イズィーク」にはないニュアンスが付与されている。  

「リードナ・モーヴァ」に関してはその特殊性として「自民族語」と解釈されうること

を挙げるだけでは不十分であり、イサイフが指摘する「ウクライナ人にとって『私』は

『我々』という概念なしには存在しない」ように 5 9、「リードナ・モーヴァ」も「私」の

ことばというより「我々の」ことばとしてウクライナ人の、ウクライナ国家のことばとし

て捉えられてきたといえる。  

国内のウクライナ人が考える「リードナ・モーヴァ」と同等に扱うことはできないもの

の、北米のウクライナ・ディアスポラ研究の第一人者であるアジニュークは在外のウクラ

イナ人により解釈される「リードナ・モーヴァ」という語の複雑さを指摘しており 6 0、こ

の語の解釈として、「人生で初めて触れることば」、「母親、もしくは両親の言語」、

「家族の、また祖父母の言語」、「文化継承に際し自己同一視する言語」、「感情面での

つながりを抱いている言語」、「コミュニケーションに際し も都合が良いと感じる言

語」、そして更に「その人が国民としての忠誠を抱く国のことば
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

[筆者強調 ]」を挙げてい

る 6 1。アジニュークが挙げている「リードナ・モーヴァ」の 7 つの語義以上にここで興味

深いのは、北米のウクライナ系ディアスポラにとって「リードナ・モーヴァ」の回答は必

ずしも英語で問われた “ m o t h e r  t o n g u e ”の回答とは一致しないという記述である 6 2。これ

は彼らにとっては「リードナ・モーヴァ」というウクライナ語は単なる “ m o t h e r  t o n g u e ”

の訳語には留まるものではなく、異なる別の概念として理解しているからであろう。特に

ロシア語の「ラドノイ・イズィーク」にはみられない「国のことば」という語義は「リー

                                                                                                                                                                                        
2 4 0 .  

5 9  Ажнюк ,  Мов н а  є д н і с т ь  н а ц і ї :  д і а с п о р а  й  Ук р а ї н а ,  с .  1 1 3 .及び I s a j i w ,  
O r g a n i z a t i o n a l  D i f f e r e n t i a t i o n  a n d  P e r s i s t a n c e  o f  E t h n i c  C o m m u n i t y :  U k r a i n i a n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p .  2 2 4 .  
6 0  Ажнюк ,  Мов н а  є д н і с т ь  н а ц і ї :  д і а с п о р а  й  Ук р а ї н а ,  с .  1 2 0 - 1 3 2 .  
6 1  Ажнюк ,  Мов н а  є д н і с т ь  н а ц і ї :  д і а с п о р а  й  Ук р а ї н а ,  с .  1 2 2 - 1 2 3 .  
6 2
アジニュークは次のようなインタビューの回答を挙げている。「わたしの『リ—ドナ・モー

ヴァ』は、もし “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と聞かれたらそれは英語だけど、もし「リードナ・モーヴ
ァ」と聞いているならそれはウクライナ語ですね。「リードナ[・モーヴァ]」は家族や親戚や

身近なことば、というものだから」「英語にもアメリカの文化にも『リードナ・モーヴァ』と

いう概念はないです。それは我々の祖先から代々受け継がれてきたものなのですから」
Ажнюк ,  Мов н а  є д н і с т ь  н а ц і ї :  д і а с п о р а  й  Ук р а ї н а ,  с .  1 2 0 .  
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ドナ・モーヴァ」という語は初等中等教育における「国語」として教科名、教科書名とし

ても用いられていることにも由来しており、そこからロシア語の「ラドノィ・イズィー

ク」が示しうるロシア民族色よりもウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」が示しうるウ

クライナ色の方が強いと考えられる 6 3。  

このように「リードナ・モーヴァ」という概念は「第一言語」としての “ m o t h e r  

t o n g u e ”アレルの言う意味での「民族語」 “ n a t i v e  l a n g u a g e ”に加え、更にはアジニュー

クによる定義でも見られた「国語」もしくは「『国民として忠誠を抱く国』のことば」と

しての  “ n a t i o n a l  l a n g u a g e ”をも意味する多義語であると考えられる。  

  	 	 	 	 	 	 	         

2 .3 .   言語権と「リードナ・モーヴァ」  

 
近年、国内の言語問題を論じるウクライナ語のテクストで「リードナ・モーヴァ」は言

語権について語られる文脈で頻繁に用いられている。まず言語権がどのようなものか、そ

して更に「リードナ・モーヴァ」との関連をみてみよう。  

言語権とは「多数者の言語的福利向上を正当化するものであり、不利益を被るかもしれ

ない少数者の言語的利益を認めるもの」であり、それが侵害されやすい『少数者』の権利

として取りざたされることが多い。 “ M o t h e r  t o n g u e ”の定義で前述のスクトナブ＝カンガ

スは「言語的人権論（L i n g u i s t i c  H u m a n  R i g h t s）」という表現で、「母語」に対するア

イデンティティと、それを他者からも尊重されることに端を発している人格的価値の保護

から、母語教育権や言語使用の権利を導きだしている 6 4。一方である言語を保護するため

にその使用を義務づけるなど、保護主義的政策をとる場合、「集団的権利」とみなされ、

個人の自由や権利、選択と対立するものとして捉えられることがある。まず現代ウクライ

ナで特にロシア語話者の「言語権」としてよく用いられる「集団的権利としての言語権」

とはいかなるものか、以下に取り上げたい。  

	 集団的権利は、必ずしも組織化されているわけではない民族やエスニシティなどの、い

わゆる「アイデンティティ集団」 [「母語話者 ]集団を含む、筆者加筆 ]の固有性の維持に

                                                        
6 3  ロシア語では初等中等教育における教科名 “Р о д н а я  р е ч ь ”と国勢調査等用いられる「母
語」 “ р о д н о й  я зы к ”とが異なる表現が用いられている。  

6 4  S k u t n a b b - K a n g a s , T .  a n d  P h i l l i p s o n .  R ,  ‘ M o t h e r  T o n g u e ’ :  t h e  T h e o r e t i c a l  a n d  
S o c i o p o l i t i c a l  C o n s t r u c t i o n  o f  a  C o n c e p t ,  p .  1 0 4 及び  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権
の理論と実践』 4 2 ページ。  
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関連するものである 6 5。渋谷は、国家により保護、運用されているわけではない言語を維

持しようとする場合「共同財」という意味を帯び、その上でその地位向上、機能拡大のた

めメンバーは一定の責務や義務が要求されることがあるが、「共同財の維持に寄与する責

任を負わずに、その共同財を享受しようとする」問題が起きることがあるとし「対内的制

約」について言及している 6 6。「共同善」や集団の利益（共有物としての言語）の保護

は、個人的権利の保護を通じてなされる場合と、固有の言語や文化、伝統を有する集団の

メンバーによる権利要求がある場合が考えられるが、集団のメンバーによる権利要求によ

る保護は全ての市民に保証されている個人的権利だけでは、そうした集団の共同体の利益

を十分に確保できず、少数集団のための特別な権利が必要となる場合があるとしている。  

	 言語権の集団的権利論についてはこれまで次のような論がなされてきた。ウクライナに

おけるロシア語話者をはじめとする少数民族、少数言語話者に対するロシア語の地位向上

をはじめとする政策や措置をみるとき、話者それぞれの個人的権利を超えたところにある

集団的言語権というものを抜きに論じることは不可能である。ここで集団的言語権に関し

どのような議論がなされてきたのかみておこう。  

	 ヴァン＝ダイクはエスニック集団が団体として法的地位を持つという見地から「集団的

な差異を考慮した諸個人の権利」と位置づけているが 6 7、そこから「市民的及び政治的権

利に関する国際規定」の非差別に関する一般意見では、非差別原則が、いかなる状況にお

いても同一の処遇を意味するわけではないということから、処遇の差異化は、その基準が

道理にかなっている場合、正当化され得るという立場が採られ、平等と差異のジレンマに

ついて論じている 6 8。  

	 一方ラズによると集団的権利とは、典型的には、集合財に対する、当該集団の権利のこ

とであり、場合によって当該「言語共同体の集合的権利」の意味合いを帯びてくる 6 9。  

	 テイラーは「画一的な処遇」と文化的存続の重要性を比較し、後者にそった公的政策を

支持しており 7 0、そこから特定の少数派の言語の保護のみならず、主権国家単位での「国

語保護」などにも適用されるとしている。一方でこれは表現の自由の侵害、他の言語的少

                                                        
6 5  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 5 7 - 5 8 ページ。  
6 6  P i e r r e  A .  C o u l o m b e ,  L a n g u a g e  R i g h t s  i n  F r e n c h  C a n a d a 及び渋谷謙次郎・小嶋勇編著
『言語権の理論と実践』 2 7 ページ .    	 	 	 	 	 	 	         
6 7  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 6 5 ページ。  
6 8  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 6 6 ページ。  
6 9  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 7 0 ページ  
7 0  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 7 5 ページ  
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数者の権利の侵害になり得るということも考えられる。これはウクライナにあてはめると

「国家語」のウクライナ語がより国際的地位を有しているロシア語に対し、保護、発展を

目指す立場に通ずるものであろう。  

	 キムリッカは「集団別権利」（ “ G r o u p - d i f f e r e n t i a t e d  r i g h t s ”）が個人に属するものな

のか集団に属するものなのかという議論を不毛とみなし 7 1、集団の結束を維持するために

メンバーの基本的権利を宣言する「対内的制約」と外部の多数派文化の影響力を和らげる

「対外的防御」とを区分し、前者に批判的、後者に理解を示している。  

	 タミールは多文化主義や多言語主義の文脈で集団に権利を付与することに懐疑的で 7 2、

共同体に対する「切り札としての権利」の意義が薄れ、ひいては権利と功利の区別がなく

なってしまうという見方を示している。  

	 そのような中、スクトナブ＝カンガスの「言語的人権」論では権利の主体は個人である

と同時に集団であるという位置づけであり、「集団的な言語的人権と個人的な言語的人権

は互いに双方を前提にしていて相補的関係にあり、決して対立しているのではない」とい

う。  

	 このように言語権の保障は一様ではなく、その「集団的権利」の解釈も多岐にわたる。

この多様な解釈が存在する状況は言語権をめぐる理論に関するもののみに留まらず、欧州

議会で制定された少数言語に関する憲章や「民族的少数者の権利保障の原則に関する条

約」においても、署名、批准国次第で権利の主体が定義されているというその効力の曖昧

さに繋がっているのかもしれない。  

	 7 0 年代以降、言語的、民族的少数者の権利を積極的に保障していくという共通の課題

が安全保障にも合致するという発想から、主権国家の国語や公用語の下で埋もれていた少

数言語に関する憲章や民族的少数者の権利保障に関する条約が制定された。  

	 「地域語、少数言語のための欧州憲章」では「言語マイノリティー」の保護ではなく、

「文化遺産」としての言語の保護を目的としている。一方でその言語ではなく使用者であ

る「集団」「領域」「伝統」が基準とされている。  

	 一方の「民族的少数者保護枠組み条約」では民族的少数者に関して「アイデンティティ

を表現し、保持し、発展させることを可能にする適切な条件の創出」を課しているもの

                                                        
7 1  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 7 6 ページ  
7 2  渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 8 0 ページ  
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の、その権利の主体は「民族的少数者に属するもの」となっており、「集団的権利」を認

めたものではないという。さらにはこの「集団的権利」も「個人的権利」との境界があい

まいなままであることが指摘されている 7 3。  

	 ウクライナは「地域語、または少数言語のための欧州憲章」には 9 6 年に署名し、「民

族的少数者保護枠組み条約」についても 9 5 年に署名、 9 8 年に批准、発効している。こ

れらの憲章、条約そのものはウクライナにおいてロシア語に地位を与える直接の機会を与

えるものではないものの、文化的資産としての言語の保護、その使用機会の保障、国家語

であるウクライナ語のみという言語的に排他的な場においてロシア語を含む他の言語を用

いる機会とその権利の保障、というところからある一定以上の話者が居住する行政区にお

いてはその言語を「地域語」とすることができるという「新言語法」の記述の一つの論拠

となっている。  

	 憲章でも条約でも英訳の文中に “ m o t h e r  t o n g u e , ”  “ n a t i v e  l a n g u a g e , ”  “ f i r s t  

l a n g u a g e ”が用いられていないのと同様にウクライナ語の文中に「リードナ・モーヴァ」

という表現は一度も出てこない。しかし文中で頻出する「少数言語話者」を測る指標とし

て用いられているのはウクライナではまぎれもない「リードナ・モーヴァ」であるのだ。

その意味するものが “ m o t h e r  t o n g u e ”であるとしても、アレルのいう “ n a t i v e  l a n g u a g e ”

更には「国語」であったとしても、また「リードナ・モーヴァ」が用いられる文脈が「個

人的権利」の保障を求めるものであっても「集団的権利」の保障を求めるものであろう

と、また更には「国語」の保護や発展を目指すものであったとしても「言語権」について

語るどの文脈においても「リードナ・モーヴァ」は違和感無く用いられている 7 4。  

	 	 	 	 	 	 	         

 2 .4 .  結論  

	   

	 「個人の母語」であった「俗語」が文法を獲得し、「国のことば」国語になる過程で他

の言語の排除がみられるように、「国語」の地位を得ない少数者の言語がその権利を主張

するとき、スクトゥナブ・カンガスが提唱する「言語的人権論」では相補関係にあるとい

うものの、当然のことながらそこでも「国語」を含む他の言語の排除が起こりうると考え

                                                        
7 3
渋谷謙次郎・小嶋勇編著『言語権の理論と実践』 4 1 ページ  

7 4  「個人的権利」の言語権は 8 9 年の「言語法」 2 0 1 2 年の「国家言語政策基本法」で用いら
れている例（次章 3 . 2 .）を参照。  
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られる。「母語」である俗語を「国語」に発展させるときに見られた他の言語の排除とい

うものが、「母語」により（集団的）言語権を主張する際にも同様に見られるのだ。例え

ば、ウクライナでは 2 0 1 2 年に制定された「国家言語政策基本法」の施行以降、各市町

村、各州でその「母語話者」数が満たされれば「地域語」という地位を得て公的場面で用

いられることが可能となった「少数言語」がある一方で、「地域語」という地位を得るに

は「母語話者」数が不足している「少数言語」は公的場面において排除されているという

構図が成り立つ。更には「地域語」という地位を得て使用機会が格段に増えた「少数言

語」のロシア語が「国語」を使用頻度で上回り逆転するというったことも想定されうる。  

	 このような俗語の標準語化、更には国家語化、その言語の保護、そしてその国家語に対

して「少数言語」としての権利の主張、保障、使用機会の保障、という全く異なる文脈で

「リードナ・モーヴァ」という語が異なるニュアンスを付与されて用いられている。また

言語権に関しては、ウクライナではその主体として「リードナ・モーヴァ」の言語別にカ

ウントされた「母語話者」が用いられているということも忘れてはならない。一方でこの

言語権の解釈によっては「リードナ・モーヴァ」はウクライナの「国語」としてその発

展、保護という文脈でのみではなく、更にはそれに相対する国家及びマジョリティー集団

に対し個人やマイノリティー集団が権利を主張するという文脈でも、この同じ「リード

ナ・モーヴァ」が用いられうるということがいえる。「リードナ・モーヴァ」はこの相反

する双方の文脈で用いられうるのだ。  

	 次章ではそれぞれのテクストから「リードナ・モーヴァ」という語がどのように用いら

れているかより具体的にみてみよう。  
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第 3 章	 「リードナ・モーヴァ」の多義性とその意味内容  

 

 3 .1 .  「リードナ・モーヴァ」の特殊性  

 

これまで「リードナ・モーヴァ」を「母語」や “ m o t h e r  t o n g u e , ”   “ n a t i v e  l a n g u a g e ”

と関連づけてみてきたが、言語学者による定義や個々のテクストでなされる定義はみられ

ても、一般的に理解されている「リードナ・モーヴァ」の語義はというと曖昧であるとい

わざるを得ない。  

前章では「母語」や “ m o t h e r  t o n g u e ”が「第一言語」とほぼ同じ内容を意味しているの

に対し、ロシア語の「ラドノイ・イズィーク」やウクライナ語「リードナ・モーヴァ」は

そこにさらに民族的帰属意識が入り、自民族の言語である “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という解釈

が加わるということをみた（表 3 . 1 . 1 .）。  

 

表  3 . 1 . 1  先行研究で扱われた「母語」 “ m o t h e r  t o n g u e ” ,  “ n a t i v e  l a n g u a g e ”の意味内容  

   S k u t n a b b -
K a n g a s  

A r e l  

個人のもの  f i r s t  
l a n g u a g e  

(第一言語 )  “ m o t h e r  
t o n g u e ”  

“ m o t h e r  t o n g u e ”  

 
 

集団のもの  

 
エスニック  
集団  

 
n a t i v e  

l a n g u a g e  

 
 

(民族語 )  

 “ n a t i v e  l a n g u a g e ”  
「ラドノイ・  
イズィーク」  
「リードナ・  
モーヴァ」  

 

	 表 3 . 1 . 1 に示したように、アレルによる「母語」の二つの下位分類を発展させ、

“ m o t h e r  t o n g u e ”を「個人的な『母語』解釈」、 “ n a t i v e  l a n g u a g e ”を「集団に帰属する

『母語』解釈」と捉えたい。ここで特に「リードナ・モーヴァ」に特化して考えると、

「  ラドノイ・イズィーク」とは異なり更に「国語」という意味内容もその範疇に含む可

能性が否定できない。よってウクライナ・ディアスポラの例でアジニュークが指摘して

いるようにウクライナ語「リードナ・モーヴァ」の意味しうる範囲にはその “ n a t i v e  

l a n g u a g e ” と し て エ ス ニ ッ ク 集 団 の み で は な く シ ヴ ィ ッ ク 集 団 の 言 語 、 “ n a t i o n a l  

l a n g u a g e ” い う 意 味 内 容 も 含 ま れ う る の で は な い か 、 と い う 仮 説 を た て る （ 表

3 . 1 . 2 .）。  
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表  3 . 1 . 2 .  先行研究で扱われた「母語」の意味内容と「リードナ・モーヴァ」の意味内容  

   S k u t n a b b
- K a n g a s  

 
A r e l  

≪ r i d n a  m o v a≫の  
実際の意味  

個人のもの  f i r s t  
l a n g u a g e  

(第一言
語 )  

“ m o t h e r  
t o n g u e ”  

“ m o t h e r  
t o n g u e ”  

 
m o t h e r  t o n g u e  

 
 
 
 

集団の  
もの  

 
 

エスニッ

ク集団  

 
 

n a t i v e  
l a n g u a g e  

(民族語 )   “ n a t i v e  
l a n g u a g e ”  
「ラドノイ・  
イズィーク」  
「リードナ・  
モーヴァ」  

 
 
 

n a t i v e  l a n g u a g e  

 
シヴィッ

ク集団  

 
n a t i o n a l  
l a n g u a g e  

(国語 )    「ラドナーヤ・  
レーチ」  

「リードナ・  
モーヴァ」  

 

次節では「リードナ・モーヴァ」が具体的に何を意味しうるものであるかを明らかに

するため、また “ m o t h e r  t o n g u e , ”  “ n a t i v e  l a n g u a g e ”のみならず “ n a t i o n a l  l a n g u a g e ”を

も示しうる「リードナ・モーヴァ」の意味の三分類という仮説を確認するために、ウク

ライナにおける言語の地位について明記している法文及び憲法裁判所の判決文、ウクラ

イナ語政策に関する国会公聴会議事録、および言語問題を扱うマスメディアのテクスト

を資料として用いて、それぞれのテクストにおいてどのような意味で用いられているか

みていこう。  

 

 3 .2 .  法文で用いられる「リードナ・モーヴァ」  

 

まず、法文及び判決文において「リードナ・モーヴァ」という語はどのように用いら

れているであろうか。 2 0 1 2 年の「ウクライナ国家言語政策の基盤法」制定以前には、

法文で「リードナ・モーヴァ」ということばが用いられることはあっても、それが具体

的に何を示すものなのか明確に定義が与えられることはなかった。まず「言語政策基本

法」以前の法文で「リードナ・モーヴァ」がどのように用いられているかみてみよう。  

1 9 9 6 年に採択された憲法の条文には「リードナ・モーヴァ」という語は用いられて

いないが、 1 9 9 9 年の憲法裁判所判決、 1 9 8 9 年採択の言語法、 1 9 9 1 年採択の教育法、
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1 9 9 2 年採択の少数民族法等の法律等ではその使用が確認できる  7 5。   

 

 [ 引 用  1 ]  Ч а с т и н а  п ’ я т а  с т а т т і  5 3  Кон с т и т у ц і ї  Ук р а ї н и  м і с т и т ь  п о л ож е н н я ,  

з г і д н о  з  я к им  г р о м а д я н ам ,  я к і  н а л еж а т ь  д о  н а ц і о н а л ь н и х  м е ншин ,  

в і д п о в і д н о  д о  з а к о н у  г а р а н т у є т ь с я  п р а в о  н а  н а в ч а н н я  р і д н ою  мо в ою  ч и  н а  

в и в ч е н н я  р і д н о ї  мо в и .  

（憲法 5 3 条第 5 項により少数民族に属するいかなる国民も「リードナ・モーヴァ」に

よる教育をそして「リードナ・モーヴァ」の学習を享受する権利を保障される 7 6。）  

 

[引用  2 ]  С т а т т я  1 8 .  Мов а  с у д о ч и н с т в а  

При  р о з г л я д і  в  с у д а х  к р им і н а л ь н и х  і  ц и в і л ь н і х  с п р а в  о с о б а м ,  я к і  б е р у т ь  

у ч а с т ь  у  с п р а в і  і  н е  в о л о д ію т ь  мо в ою  с у д о ч и н с т в а ,  з а б е з п е ч у є т ь с я  п р а в о  

о з н а й ом л е н н я  з  м а т е р і а л а м и  с п р а в и ,  у ч а с т ь  у  с у д о в и х  д і я х  ч е р е з  

п е р е к л а д а ч а ,  п р а в о  в и с т у п а т и  в  с у д і  р і д н ою  мо в ою .   

（民事裁判および刑事裁判の審理に際して用いられる言語を習得していない訴訟参加

者には通訳を通し訴訟の資料を閲覧し裁判に参加する権利、および法廷で「リード

ナ・モーヴァ」で発言する権利が保障されている 7 7。）  

 

これらの例にみられるように、法文や判決文で用いられる「リードナ・モーヴァ」は

「個人の」言語権を保障するという文脈で用いられており、その根拠となりうる「少数

民族」の「第一言語」を意味し、下線を引いた「少数民族」を意味する「ナツィオナー

リ ナ ・ メ ン シ ー ナ （ н а ц і о н а л ь н а  м е ншин а ）」、「 権 利 」 を 意 味 す る 「 プ ラ ー ヴ ォ

（ п р а в о）」といったことばと共に用いられている。すなわち、この「リードナ・モーヴ

ァ」が意味するのは非ウクライナ語に限定されており、「ジェルジャーウナ・モーヴァ」

つまり「国家語」であるウクライナ語と対峙していることが指摘できよう。このように

                                                        
7 5  以降引用文に限りキリル文字を翻字しない。引用文の下線、斜体による強調は筆者によ
る。  
7 6  ウクライナ憲法裁判所 1 9 9 9 年 1 2 月 1 4 日判決  ( “Р іш е н н я  Кон с т и т у ц і й н о г о  Су д у  
Укр а ї н и  №  1 0 - р п  в і д  1 4 . 1 2 . 1 9 9 9 . ” )より抜粋。  
7 7  言語法（ З а к о н  Укр а ї н с ь к о ї  Р а д я н с ь к о ї  Соц і а л і с т и ч н о ї  Р е с п у б л і к и  “Про  мо в и  в  
Укр а ї н с ь к і й  РСР ” ,  1 9 8 9 年 1 0 月 2 8 日採択）第 1 8 条より抜粋。  



43 

法文や判決文を見る限りでは、「リードナ・モーヴァ」は非ウクライナ語を意味する「個

人の」もので、それは「国家語」であるウクライナ語と相対するという図式が見出され

る 7 8。 2 0 1 2 年に採択された「言語政策基盤法」では第 1 条で「リードナ・モーヴァ」と

いう語の定義が与えられ、そこではこれまでの法文で用いられてきた「少数民族に属す

る」国民の、または「国家語を習得していない」マイノリティーの「ことば」というより

も、よりニュートラルな「第一言語」とされている。  

 

[ 引 用  3 ]   [Р ] і д н а  мо в а  -  п е рш а  мо в а ,  я к ою  о с о б а  о в о л о д і л а  в  р а н н ь ом у  

д и т и н с т в і 7 9  

（「リードナ・モーヴァ」は、個人が幼少期に習得した「第一言語」のことを指す）  

 

	 この定義をはじめ、「言語政策基盤法」の文中では全部で 9 カ所「リードナ・モーヴ

ァ」という語が用いられている。無論これらの意味内容は第１条の定義どおり「個人の」

「第一言語」であり、他の法文書や憲法裁判所の判決文でみられた語義と一致するもので

ある。  

 

 3 .3 .  ウクライナ語関連政策と「リードナ・モーヴァ」  

 

	 一方、同じく政治にかかわるテクストであっても、国会で開催された公聴会の議事録

では別の語義の「リードナ・モーヴァ」も用いられていた 8 0。 2 0 0 3 年 3 月 1 2 日に開か

れた「ウクライナにおけるウクライナ語に関する公聴会」の議事録からの引用を示す。  

                                                        
7 8  紙幅の関係からここでは少数の例のみをあげるが、管見の限り他の法文、判決文でもこの
結論に反する例は見出せなかった。  

7 9  “ З а к о н  Укр а ї н и  Про  з а с а д и  д е рж а в н о ї  мо в н о ї  п о л і т и к и ”  Р о з д і л  I  З а г а л ь н і  
п о л ож е н н я ,  С т а т т я  1 .  Ви з н а ч е н н я  т е рм і н і в .   
h t t p : / / z a k o n 2 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 5 0 2 9 - 1 7  ( 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。 )  
8 0  Па р л ам е н т с ь к і  с л у х а н н я  “Про  фун к ц і о н у в а н н я  у к р а ї н с ь к о ї  мо в и  в  Укр а ї н і ” .  議事
録は Об е р ежн о  –  мо в а ! .  Па р л ам е н т с ь к е  в и д а в н и ц т в o ,  2 0 0 3 .として出版されている。
なお、二回目の「ウクライナにおけるウクライナ語の機能化」公聴会は 2 0 0 7 年 3 月 2 7 日
に行われたが、議事録によるとそこでは「リードナ・モーヴァ」という語はどの論者も用

いていない（Про  Р е к ом е н д а ц і ї  п а р л ам е н т с ь к и х  с л у х а н ь  "Про  фун к ц і о н у в а н н я  
у к р а ї н с ь к о ї  мо в и  в  Укр а ї н і " : h t t p : / / u a z a k o n . c o m / d o c u m e n t / f p a r t 9 3 / i d x 9 3 5 1 6 . h t m  
2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 ) 。  
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 [引用  4 ]  Хви лю в а н н я  в  ц ь ом у  в и п а д к у  –  ц е  в и я в  т у р б о т и  п р о  р і д н у  мо в у ,  

б аж а н н я  з а х и с т и т и  н а й д о р ож ч и й  с к а р б  н аш о ї  д у х о в н о с т і . 8 1  

（この場合不安材料は「リードナ・モーヴァ」に対する関心事の表出であり、それ

は我々の精神性の も大切な宝物を確かなものにしようとするものなのである。）  

 

[引用  5 ]  У  т о м у  ч и с л і  щод о  с п р и я н н я  н ашим  з е м л я к а м ,  я к і  жи в у т ь  з а  

м еж ам и  Ук р а ї н и ,  у  з б е р еж е н н і  і  р о з к в і т і  р і д н о ї  мо в и . 8 2  

（その中には、ウクライナ国外に住んでいるわれわれの同郷人が、「リードナ・モー

ヴァ」を守り、そして発展させることに対する支援も含まれている。）  

 

[引用  6 ]  Кр і м  т о г о ,  я кщ о  шко л и  з  у к р а ї н с ь к ою  мо в ою  н а в ч а н н я  т а  в ищ і  

н а в ч а л ь н і  з а к л а д и  в  ц і л о м у  з а б е з п е ч е н і  п і д р у ч н и к а м и  з  р і д н о й  мо в и ,  

л і т е р а т у р и ,  і с т о р і ї  Ук р а ї н и ,  т о  д е я к и х  і нш и х  д и с ц и п л і н  б р а к у є ,  і  н е г а т и в н о  

п о з н а ч а є т ь с я  н а  н а в ч а л ь н ом у  п р о ц е с і . 8 3  

（加えて、「リードナ・モーヴァ」や文学、ウクライナ史の教科書の完全な保障のも

とで、数学や物理といった科目のウクライナ語の教科書が欠乏しているなら、これ

が学習のプロセスの中で否定的に捉えられている）  

 

この公聴会の議事録では「リードナ・モーヴァ」はそのトピックゆえ「ウクライナ

語」を指して代用されており「国家語」や「国語」「民族語」であるウクライナ語を意味

するものが多く、非ウクライナ語である「少数民族語」を意味しうるものは皆無である

8 4。  

                                                        
8 1  Об е р ежн о  –  мо в а !  C . 2 7 ,  ウクライナ国立テレビラジオ情報政治委員会委員長 Чиж  І .С .の
発言。  
8 2  Об е р ежн о  –  мо в а !  C . 3 2 ,  ウクライナ国立テレビラジオ情報政治委員会委員長 Чиж  І .С .の
発言。  
8 3  Об е р ежн о  –  мо в а !  C . 2 7 ,  ウクライナ国立テレビラジオ情報政治委員会委員長 Чиж  І .С .の
発言。  
8 4  議事録によると公聴会で「リードナ・モーヴァ」は 5 0 回用いられていた。意味内容の内
訳は国勢調査等における質問項目としての「母語」が 1 8 回、教科としての「国語」が 3
回、ウクライナ語を言い換えた「国家語」や「民族語」が 2 9 回である。  
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 3 .4 .  マスメディアで用いられる「リードナ・モーヴァ」  

 

	 それでは政治という分野のみではなく、より広くマスメディアのテクストにおいては

どのような意味内容がみられるのであろうか。本節、次節では特に「オレンジ革命」前

後の時期に「リードナ・モーヴァ」がどのようにテクストで用いられているのかみるべ

く、 2 0 0 1 年から 2 0 0 7 年までの記事をみることにする。資料の中から特にインターネッ

ト上で閲覧可能である「ウクラインスィカ・プラヴダ」の記事 3 6 本とラジオ放送「ラジ

オ・スヴァボーダ」の要約記事 4 1 本を意味内容の概観のために用いる 8 5。  

 

 [引用  7 ]   

   ― “Чим  в а м  п о д о б а є т ь с я  у к р а ї н с ь к а  мо в а ? ”  –  п о ц і к а в и л а с ь  я  у  шко л я р о к .  

  ―Тому ,  що  ц е  н аш а  р і д н а  мо в а .  Б а т ь к и  мо ї  т еж  х о ч у т ь ,  щоб  я  з н а л а  н е  т і л ь к и  

р о с і й с ь к у ,  а  у к р а ї н с ь к у  мо в у . 8 6  

（―どうしてウクライナ語が好きなの？	 わたしはその生徒達にきいてみました。  

―だってそれは私達の「リードナ・モーヴァ」だから。両親もわたしがロシア語だけ

じゃなくウクライナ語もできるようにと望んでいるし。）  

 

[ 引 用 8 ]  Ск л а д н е  п и т а н н я  д л я  м е н е ,  т о м у  що  д л я  м е н е  о с о б и с т о  з р у ч н іш е  

п и с а т и  і  р о з м о в л я т и  н а  р о с і й с ь к і й .  Я  н а в ч а л а с я  в  р о с і й с ь к ом о в н і й  шко л і ,  

т о м у  м е н і  з р у ч н іш е  н а  р о с і й с ь к і й .  Т р е б а  з в и к а т и  д о  н аш о ї  д е рж а в н о ї  р і д н о ї  

мо в и ,  я  т а к  д ум аю . 8 7  

                                                        
8 5  “Укр а ї н с ь к а  Пр а в д а ”  h t t p : / / p r a v d a . c o m . u a /  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 ) ,  “Р а д і о  
Св о б о д а ”  ( h t t p : / / w w w . r a d i o s v o b o d a . o r g /  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )のアーカイブ ( 2 0 0 1 -
2 0 0 7 )で “ р і д н а  мо в а ”の単数・複数形の主格及び斜格を含む記事を選択し分析に用いた。こ
れらのマスメディアはどちらも右派左派の別にわけることはできないが、「客観的」であろう

とする立場という意味では同様である。  
8 6  “Тижд е н ь  Р е г і о н і в ” ,  “Р а д і о  Св о б о д а ” ,  1 7 . 0 1 . 2 0 0 4 .  Г а л и н а  Т е р ещ у к と Анн а の会
話。  
8 7  “Кон с т и т у ц і я  Укр а ї н и  і  мо в н і  п р а в а :  у к р а ї н ц і  –  н а ц і я  д е рж а в о т в о р ч а  ч и  н а ц і я  
п і д п і л ь н а ?  Як  г а рм о н і з у в а т и  п р а в о  н а ц і ї  і  п р а в о  о с о б и ? ” ,  “Р а д і о  Св о б о д а ” ,  
2 8 . 0 6 . 2 0 0 5 .  インタビューに応える彼女はロシア語で話しているため、要約記事はウクライ
ナ語に翻訳されたものである。ラジオで放送されたのは “Над о  п р и вы к а т ь  к  н ашой  
г о с у д а р с т в е н н о й  р і д н о ї  мови ”というロシア語の文章の中にウクライナ語を入れた表現で
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(わたしには難しい問題です、なぜなら個人的には書くのも会話するのもロシア語の方

が得意だから。わたしはロシア語学校で学んだし、だからロシア語のほうが得意なの

です。わたしたちの国家の「リードナ・モーヴァ」に習熟しないといけないと思いま

す。 )  

 

[ 引 用  9 ]  Ав т о р  н а р о д и в с я  у  К і р о в о г р а д і ,  жи в е  в  Ки є в і .  Ук р а ї н с ь к ою  в  

К і р о в о г р а д і  н е  р о з м о в л яю т ь ,  т о м у  з  “ р і д н ою  мо в ою ”  п р о б л е м и . 8 8  

（筆者はキロヴォグラードで生まれキエフに在住している。キロヴォグラードではウ

クライナ語は耳にしない。よって「リードナ・モーヴァ」 [の能力 ]に問題がある。）  

 

[引用  1 0 ]  “Т а к а  с и т у а ц і я  мож е  н е г а т и в н о  п о з н а ч и т и с я  н а  р е а л і з а ц і ї  п р а в  т а  

і н т е р е с і в  г р о м а д я н ,  я к і  і д е н т иф і к ую т ь  с е б е  з  у к р а ї н с т в о м ,  а  в і д т а к  м аю т ь  

п р а в о  с п р и йм а т и  і нш ом о в н у  к і н о п р о д у к ц ію  р і д н ою  мо в ою ” ,  п е р е к о н а н и й  

Ющен к о . 8 9  

（そのような状況は、ウクライナに自分を同一視する、つまり外国映画を「リード

ナ・モーヴァ」で観る権利を有する国民の権利や関心の実現にネガティブな影響を

与えるかも知れない、とユーシチェンコは述べている。）  

 

ここでも多くの場合において、「リードナ・モーヴァ」は公聴会議事録でみられたものと

同様に「ウクライナ語」を言い換えたものであり、「ウクライナ国家」や「民族としての

ウクライナ人」「ウクライナ語」を語る文脈で用いられることが多い 9 0。一方で引用 1 1

のように「少数民族語」という用いられ方もみられた。  

                                                                                                                                                                                        
あり、ロシア語の « р о д н о й  я зы к »を用いていないことから、ウクライナ語の « р і д н а  мо в а »が
ロシア語の « р о д н о й  я зы к »とは異なるものとして捉えられていると考えられる。  
8 8  В е л ь б о в е ц ь  С .  Об е р ежн о :  у к р а ї н с ь к а  мо в а !  / /  Укр а ї н с ь к а  Пр а в д а .  2 1 . 0 6 . 2 0 0 6 .  
8 9  Ющен к о  н а п и с а в  Ян у к о в и ч у  л и с т а  п р о  о з в у ч к у  / /  Укр а ї н с ь к а  Пр а в д а .  0 7 . 0 2 . 2 0 0 7 .  
9 0  “Укр а ї н с ь к а  Пр а в д а ”の対象記事における「リードナ・モーヴァ」の意味内容は、質問項
目としての「母語」を問うもの、回答するものが 1 6 回、教科としての「国語」が 0 回、ウ
クライナ語を言い換えた「国家語」「民族語」が 2 0 回、非ウクライナ語である「少数民族言
語」を意味するものが 7 回、ニュートラルな「第一言語」を意味するものが 5 回である。
“Р а д і о  Св о б о д а ”の対象記事では質問項目としての「母語」が 2 8 回、教科としての「国
語」が 8 回、ウクライナ語を言い換えた「国家語」「民族語」が 4 5 回、非ウクライナ語であ
る「少数民族言語」を意味するものが 4 回、ニュートラルな「第一言語」を意味するものが
2 1 回である。  
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[引用  1 1 ]  З а  й о г о  с л о в а м и ,  ц им  з а к о н о п р о е к т о м  п е р е д б а ч а є т ь с я ,  що  н а  б у д ь -

я к і й  т е р и т о р і ї  Ук р а ї н и ,  д е  н е  м е нш е  1 0 %  г р о м а д я н  в в аж аю т ь  р о с і й с ь к у  

мо в у  р і д н ою ,  р о с і й с ь к а  мо в а  о т р им а є  с т а т у с  р е г і о н а л ь н о ї . 9 1  

（この法案によると、 1 0％以上の住民がロシア語を「リードナ・モーヴァ」とするウ

クライナのいかなる地域もロシア語が地域語という地位を得ることになる。）  

 

ロシア語、クリミア・タタール語等に言及する際にみられるこの意味内容は、法文や判

決文でみられた「少数民族」の「第一言語」を保障する「個人的な」ものとは異なり、

「少数言語母語話者」を集団として扱っていることに注意が必要である 9 2。このように

「リードナ・モーヴァ」が個人のものではなく集団の、民族の、そして国家のものとし

て語られていることは、引用 7 のように「リードナ・モーヴァ」の前に「ナーシャ」

（我々の）ということばが用いられていることからもわかる。  

 

 3 .5 .  「スルジク」と「リードナ・モーヴァ」  

 

	 「リードナ・モーヴァ」をめぐってウクライナ語か非ウクライナ語かという観点から

では捉えきれない別の論点として、ウクライナ語を意味する「リードナ・モーヴァ」は

標準語化の度合いという視点から異なる意味を示しうるということに触れておきたい。

以下にマスメディアのテクストからいくつか例として引用してみよう。引用 1 2 の「リー

ドナ・モーヴァ」は標準ウクライナ語であるべき「国語」として捉えられ、それが崩れ

たものとして「スルジク」が位置付けられている 9 3。  

 

[ 引 用 1 2 ]  Ч а с т и н а  с у рж и к ом о в н и х  у к р а ї н ц і в  ц е н т р у  т а  с х о д у  Ук р а ї н и ,  я к і  

в и р іш и л и ,  що  ї м  п р о с т іш е  н е  в и п р а в л я т и  р і д н у ,  а  п е р е й т и  н а  р о с і й с ь к у  

мо в у . 9 4  

                                                        
9 1  “Р е г і о н и ”  з р о б л я т ь  р о с і й с ь к у  р е г і о н а л ь н ою  м а йж е  п о  в с і й  Укр а ї н і ?  / /  Укр а ї н с ь к а  
Пр а в д а .  2 4 . 1 1 . 2 0 0 6 .  Е в г е н и й  Кушн а р е в による発話の引用部分。  
9 2  同様の例は 2 0 1 2 年の「新言語法」制定以降顕著にみられるようになった。  
9 3  「スルジク」に関しては 1 . 3 . 2 .で前述。  
9 4  Г о н с ь к и й  В .  Мов а  я к  ч и н н и к  фо рм у в а н н я  люди н и  і  н а ц і ї  / /  Укр а ї н с ь к а  Пр а в д а .  
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(ウクライナ中部・東部のスルジク話者のウクライナ人は「リードナ・モーヴァ」を

正すよりロシア語で話すことを選ぶ方が容易なのだ。 )  

 

ここでの「リードナ・モーヴァ」は「矯正すべきもの」かつ「正しいもの」でなければ

ならないことから、文法規則にのっとりくせのないアクセントで発音される「標準ウク

ライナ語」に正されるべきものを意味している。この「標準ウクライナ語」を志向する

「リードナ・モーヴァ」はウクライナ国民が習得すべきものとして肯定的に語られ、同

時にそこで対比される「非標準語」である言語変種や「スルジク」に否定的なニュアン

スを付与するものとなる。  

一方、引用 1 3 の「リードナ・モーヴァ」は「非標準語」である「スルジク」を意味の

範疇に含むものである。  

 

[引用 1 3 ]  Т о б т о  п о к о л і н н я  в и р о с т а є  в  ц ь ом у  с е р е д о в ищ і ,  і  с у рж и к  д л я  н ь о г о  

с т а є  р і д н ою  мо в ою . 9 5  

(このような環境で世代交代が進むと、スルジクが彼らの「リードナ・モーヴァ」に

なる。 )  

 

「国語」である「標準ウクライナ語」には決して含まれることのないクレオール語であ

る「スルジク」が「リードナ・モーヴァ」が意味しうる範疇に入っているため、ここで

の「リードナ・モーヴァ」は言語習得理論や社会言語学で用いられる「第一言語」を意

味する言語学者の視点を反映している。しかし、このような「非標準語」を意味しうる

「リードナ・モーヴァ」を用いるのは言語学者に限定され、マスメディアのテクストで

は数例しかみられなかった。  

	 このように「リードナ・モーヴァ」はウクライナ語について言及する際に限って、「国

語」として発展させるべき「標準ウクライナ語」と「非標準語」である「スルジク」を

も容認しうる「第一言語」に下位分類が可能である（表 3 . 5 . 1 .）。この 2 つの下位分類も

「個人のもの」としての「第一言語」（＝非標準語であってもよい）と「集団のもの」で

                                                                                                                                                                                        
0 7 . 0 5 . 2 0 0 7 .  

9 5  “ 3 0  х в и л и н  у  р і з н и х  в им і р а х ” :  Су ржи к .  “Р а д і о  Св о б о д а ” ,  0 9 . 0 4 . 2 0 0 5 ,  社会言語学者
ラリサ・マセンコの発話。  
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ある「国語」（＝標準語）という議論につながる。  

 

表 3 . 5 . 1 . 	 ウクライナ語を示す「リードナ・モーヴァ」と標準語化の程度  

  標準語化の程度  

個人のもの  第一言語  言語変種、スルジクを含みう

るもので標準語に限定されな

い  

エスニック集団のもの  基幹民族語   

シヴィック集団のもの  国語	 国家語  標準語に限定される  

 

	 しかし、言語研究を除く多くのテクストにおける「リードナ・モーヴァ」の意味内容

は「標準ウクライナ語」にほぼ限定されるといえよう 9 6。  

 

 3 .6 .	 「リードナ・モーヴァ」の意味内容  

 

それぞれのテクストでみられた「リードナ・モーヴァ」の主な意味内容をまとめると

表 3 . 6 . 1 .のようになる 9 7。  

表 3 . 6 . 1 に示したように「リードナ・モーヴァ」は多義語であるが、その意味内容は

テクストにより限定されているといえる。法文や判決文においては非ウクライナ語を意

味する「少数民族」の「第一言語」という意味として用いられているが、公聴会の議事

録ではウクライナ語を言い換えた「国語」や「国家語」という意味で用いられていた。

これらの意味内容はそれぞれのテクストにおいて固定されており、これらのテクストで

用いられる「リードナ・モーヴァ」にはその具体的意味内容から表 3 . 6 . 2 .で示すように

                                                        
9 6  例えば公聴会議事録では次のような表現がみられた。  
“Со т н і  в к р а д е н и х  г о д и н  у  шко л і  п о т р і б н і  щоб  в и т р у ї т и  з  д и т я ч и х  г о л і в  р і д н е  
н а р і ч ч я  і  е т н ом о в н у  с т і й к і с т ь ,  н а т ом і с т ь  в б и т и  т у д и  с а м ож е р с ь к у  мо д у  т а  
к ом п л е к с  м е ншо в а р т о с т і .（学校で費やされる [国語教育の ]莫大な時間は現地語やエスノ言
語への傾倒を子供たちの頭から拭い去り、同時にマイノリティーへの献身的なムードや固定

観念をなきものにするために必要なのである）（Об е р ежн о  –  мо в а !  с .  9 5 ,  Р а д ч у к  В .Д .の発
言） ”   
太字で示した「現地語」「リ—ドネ・リーチャ」  は「リードナ・モーヴァ」と一語違いである
がそれは「リードナ・モーヴァ」とは異なるものであり、「国語」である「リードナ・モーヴ

ァ」が「現地語」とは異なる「標準語」でなければならないということを示す例であるとい

えよう。  
9 7  この表では省略したが、「リードナ・モーヴァ」の概念を考察する記事や、「国際母語の
日」に関する記述、また「リードナ・モーヴァ」という名前の書籍や出版社等もみられる。  
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対立する 2 つの対立するベクトルが認められると考えられる。一方は法文及び判決文に

みられるように「少数民族語」を「第一言語」とする者の言語権を国家に対し主張した

り国家がそれを補償しようとするものであるのに対し、他方は公聴会議事録でみられた

ように「ウクライナ」や「ウクライナ語」への帰属意識を高めるファクターとして用い

られるものである。  

 

表 3 . 6 . 1 . 	 実際の使用例における「リードナ・モーヴァ」の意味内容  

個人のもの  「第一言語」  個人的なものであり、各言語間の対立に関してニ
ュートラルな表現  

集団のもの   
 

エスニック

集団  

「基幹民族語」  
 
 
 

「少数民族語」  

ウクライナ民族の「母語」として権威づけられる

べき言語でウクライナ語を指すもの  
 
保障されるべき少数民族の「母語」として用いら

れ、ロシア語を含むウクライナ語以外の言語を指

すもの  

 
シヴィック

集団  

「国語」  
 
 

「国家語」  

小中等教育における科目名、標準ウクライナ語を

指すもの  
 
憲法をはじめとする法律で国家の言語として地位

が確立されているものでウクライナ語を指すもの  

 

表 3 . 6 . 2 . 	 言語政策に関するテクストでみられる「リードナ・モーヴァ」が有する対立

するベクトル  

 ウクライナ語を示すもの  非ウクライナ語を示すもの  

個人のもの  第一言語  第一言語  

エスニック集団のもの  基幹民族語  少数民族語  

シヴィック集団のもの  国語	 国家語  ―  

 

先述したようにアレルは “ m o t h e r  t o n g u e ”いわゆる「第一言語」に加え “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”「自分のナショナリティの言語」という概念を用いて「リードナ・モーヴ

ァ」を説明するが、この分類のみでは「リードナ・モーヴァ」が有するベクトルの対立

を捉えるところまで深めることはできない。「民族語」という意味の「リードナ・モーヴ

ァ」はウクライナ人にとってはウクライナ語でなければならないが、国内の少数民族に

とってのそれは自民族語であるべきであり、ウクライナ語とは対立する。法文や判決文

は保障されるべきものとしてのマイノリティーの「リードナ・モーヴァ」による言語権
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を唱える結果となっており、ここでは「国家」や「ウクライナ民族」とは反対のベクト

ルが働いているといえる。しかし、公聴会議事録における「リードナ・モーヴァ」は

「国家語」であり「国語」であるウクライナ語を保護し、これにより国を統治しようと

するものである 9 8。この「リードナ・モーヴァ」が有する 2 つのベクトルは、ウクライ

ナを含む旧ソ連・東欧地域で一般的に進行しているとされる少数言語の保護に代表され

る「言語状況の多言語化」と「国語」の保護、発展を目指す「一言語化」という矛盾し

た動きを示しているともいえるだろう。これらの国家では憲法、言語法により「国家

語」を制定し、基幹民族語の地位を確固たるものにする一方で「地域語少数言語欧州憲

章」や「民族的少数者保護のための枠組条約」を批准し、言語的な多様性を尊重しようと

している。しかしこの言語的多様性は「国家語」の地位を確固たるものにした状況下での

み許されるというものであり、小森がいうエストニアの状況「少数言語の保護が国語を脅

かしてはならないという立場」という表現に集約されよう 9 9。  

	 法文及び判決文の「リードナ・モーヴァ」は非ウクライナ語である「少数民族」の

「第一言語」、公聴会議事録ではウクライナ語である「国語」や「国家語」と限定された

意味内容がそれぞれのテクストにおいて固定され、これら 2 つの意味内容から「リード

ナ・モーヴァ」は対立するベクトルを内包しているとした。しかし、マスメディアのテ

クストで用いられる「リードナ・モーヴァ」は、言語政策に関わる文書でみられた「国

家語」であるウクライナ語と「第一言語」としての非ウクライナ語という限定的な対立

に留まるものではない。集団的な「少数言語話者」がその言語に「公用語」の地位を要

求するものであったり（引用 1 1）、「国家語」という地位を得ているウクライナ語を示す

「第一言語」があたかも言語権を要求するかのような文脈で用いられていたりするので

ある（引用 1 0）。  

	 マスメディアのテクストでみられる「リードナ・モーヴァ」という語をめぐる意味内

容の対立は、その「リードナ・モーヴァ」が個人のものであるとか国家のものであると

かいうことは殆ど問題にはならない。ここではあるテクストにおける「リードナ・モー

                                                        
9 8  安田は「国語」には「その歴史文化を体現するという大前提」があり、文化審議会国語分
科会答申では「『国語』の伝統を強調し、統合原理としての『国語』が強化されている」と論

じているが（安田敏明「『国語』とはなにか」 2 2 4 ページ）、「ウクライナ語の機能化に関する
公聴会」における「リードナ・モーヴァ」の語られ方はこの日本語の「国語」と何ら変わる

ところはない。  
9 9  小森宏美「E U 加盟を目指すエストニアにおける言語法改正とその背景」 1 2 2、 1 3 3 ペー
ジ。  
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ヴァ」の意味内容が別のテクストで用いられる「リードナ・モーヴァ」と対立するとい

うことは殆どなく、具体的に意味するものがウクライナ語であるか、非ウクライナ語で

あるか、という二項対立でしかない（表 3 . 6 . 3 .）。  

 

表 3 . 6 . 3 .  マスメディアのテクストでみられる「リードナ・モーヴァ」が有する対立する

ベクトル 1 0 0  

 ウクライナ語を示すもの  非ウクライナ語を示すもの  

個人のもの  第一言語  第一言語  

エスニック集団のもの  基幹民族語  少数民族語  

シヴィック集団のもの  国語	 国家語  ―  

 

法文や公聴会議事録でみられたように行政レベルではウクライナの言語問題は「国

語」であるウクライナ語の保護、発展と「少数民族」の「第一言語」の保護というもの

であった。他方マスメディアのテクストで用いられる「リードナ・モーヴァ」が意味し

うる意味内容は固定されていない。意味内容が多岐にわたるマスメディアにおける「リ

ードナ・モーヴァ」の用いられ方は、行政が目指す「国語の保護と発展」と「少数言語

の保護」とは別に、一般大衆の理解する言語問題として、単にウクライナ語とその多く

がロシア語であろう非ウクライナ語という大雑把な括りに議論を戻してしまっているこ

とを示唆しているといえよう。  

以上で分析した「リードナ・モーヴァ」が示しうる意味内容を表 3 . 6 . 4 .にまとめる。  

 

 

 

 
                                                        
1 0 0  ロシア語の  「ラドノイ・イズィーク」は「国語」が  「ラドナヤ・レーチ」という別の語
で表現されるため、ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」のように 2 つの明確なベクトル
を有するものではないと予想できる。ロシア国内で放送されている “ R a d i o  S b o v o d a ”のアー
カイブで  「ラドノイ・イズィーク」の単数複数の主格及び斜格を検索しそこでの具体的意味
内容を概観したところ、国内の少数民族の「母語」及びロシアを除く C I S 諸国におけるロシ
ア人の「母語」というものが多くみられ、マジョリティーの民族語として、また「国語」「国

家語」としてのロシア語という意味内容は稀であった。よって、その語の意味内容におい

て、同じ東スラブ諸語であるロシア語  「ラドノイ・イズィーク」にはみられない 2 つの相対
するベクトルを有するという点にウクライナ語「リードナ・モーヴァ」の特徴があると思わ

れる。  
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表 3 . 6 . 4 .「リードナ・モーヴァ」が示しうる意味内容の分類  

 

「リードナ・モーヴァ」というウクライナ語は表 3 . 6 . 4 .の A ~ G の全ての意味内容を包含

する一方で、特定のテクストや文脈においては細分化された限定的な意味を示しうる。

法文や判決文でみられる意味内容は非ウクライナ語の「第一言語」 ( F )に固定されていた

が、公聴会議事録ではウクライナ語を示す「国語」や「国家語」 ( C )であり、この 2 つの

意味内容の対立は「国語の保護」と「言語的多様性の保護」というウクライナにおける

言語政策を顕著に表すものと考えられる。これら言語政策に直接関わる文書において

「リードナ・モーヴァ」は、限定的でかつ固定的な意味で用いられるが、マスメディア

のテクストにおいては各文脈に応じて限定的な意味で用いられているとはいえ、テクス

ト全体を通してみると意味はむしろ流動的である。マスメディアのテクストでは「基幹

民族語」 ( B )や「国語」 ( C )、「標準語」 ( E )であるウクライナ語を表しているものが多く

みられ、それゆえ「リードナ・モーヴァ」は民族の、または国家のものとして語られ、

個人的なものというより社会的、政治的なものとして捉えられる傾向は否定できない。

一方で言語研究に関する文脈では「非標準語」を含みうる「第一言語」 ( D )というものも

みられた。日本語の訳語として用いられる「母語」や英語の “ m o t h e r  t o n g u e , ”更にはア

レルが用いた “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という術語では捉えきれない複雑な意味内容をウクライ

ナ語の「リードナ・モーヴァ」という語が有していることがわかった。  

 

 3 .７ .結論  

 

	 本章では実際に文中で用いられている「リードナ・モーヴァ」がアレルの下位分類

“ m o t h e r  t o n g u e , ”  “ n a t i v e  l a n g u a g e ”に加え “ n a t i o n a l  l a n g u a g e ”の意味内容も含んでい

ること、また標準化の程度という視点に立つと教科名称の「リードナ・モーヴァ」から

容易に想像できる「標準ウクライナ語」を意味するものもあれば、標準語に対して非標

準語、様々な言語変種を含みうる意味内容でも用いられていることを論じた。しかし

 ウクライナ語を示すもの  非ウクライナ語を  
示すもの  一般的な分類  標準語化の程度による分類  

個人のもの  「第一言語」  A  「第一言語（非標準語）」D  「第一言語」  F  

エスニック集団のもの  「基幹民族語」  B  ―  「少数民族語」  G  

シヴィック集団のもの  「国語」「国家語」  C  「標準ウクライナ語」  E  ―  
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「母語話者」数を測る指標としても用いられる「リードナ・モーヴァ」がこのような多

義にわたる意味内容を示しうるということは、術語として意味を限定しきれないという

問題につながり、これは国勢調査をはじめとする調査において設問として用いることの

妥当性にも直接関わっているといえる。  

ウクライナの人々による「リードナ・モーヴァ」解釈は第 5 章以降でみるが、解釈に

あたりこの語が示しうる多義性は見過ごせないものである。国勢調査で「リードナ・モ

ーヴァ」を問うことは、一様ではない解釈の危険性を無視し、この概念をめぐるある一

定の解釈が人々の間で共有されているということを前提としているともいえよう。それ

ゆえに、後の言語政策に少なからず影響を与えるであろう国勢調査の「リードナ・モー

ヴァ」という設問そのものが内包する政治性を今後も批判的に問う必要がある。  
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第 4 章	 ウクライナにおける政治と言語  

 

 4 .1 .  ウクライナにおける言語の法的地位  

 

ウクライナにおいて「言語問題は政治化される」といわれてきた。 1 9 8 9 年、当時まだ

ソビエト連邦の一構成国にすぎなかったウクライナ自治共和国議会は「ウクライナの言

語に関する法（以下「 8 9 年言語法」）」を採択した。 8 9 年言語法ではウクライナにおけ

る国家語としてウクライナ語のみを明記し、ロシア語の地位については「民族交流の言

語」といった曖昧な記述しかなされていなかった。ソ連崩壊を経た独立ウクライナで

1 9 9 6 年に採択されたウクライナ憲法においても 8 9 年言語法で付与されたウクライナ語

の「国家語」という地位はここでも再確認された。 2 0 1 2 年に地域党主導ですすめられた

「言語政策基本法」の採択まで、ウクライナにおいて確固たる法的地位を得ていたの

は、独自の憲法を持つクリミア自治共和国を除いては、ウクライナ語のみであった。  

一方で確固たる法的地位とは裏腹に、個人差、地域差は大きいものの実生活において

ウクライナ語が必ずしも必要とされないことさえあった。 2 0 0 4 年のオレンジ革命を経て

ウクライナ化、ウクライナ語化が進められたとはいえ、それらは主に行政、教育等の分

野で顕著なものであり、そのような場においても私的な場面ではロシア語が用いられる

ことも未だ多く見受けられる。ロシア語は話者数が多いだけではなく出版や放送をはじ

めとするマスメディアでもよく用いられており、「ロシア語話者」の間でのみではなく広

く普及している。  

このような背景のもと、憲法と 8 9 年言語法以外にも特にこのようなマスメディアに関

する法ではいくつかの修正においてその使用言語に言及されることが少なからずあり、

用いられる言語は「国家語」であるウクライナ語のみと規定されたり、テレビ、ラジオ

等におけるメディアのウクライナ語による放送時間のパーセンテージがノルマとして課

せられることもあった。「放送法」や「広告法」においても提供されるべきウクライナ語

による放送、広告等のノルマが規定されたりまた「放送法」においては子供向けの番組

は全てウクライナ語でなされるべきであると規定する修正もあった 1 0 1。このような複数

                                                        
1 0 1 	 「広告法」 h t t p : / / z a k o n 4 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 1 1 2 1 - 1 5 ( 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 ) ,  
「放送法」 h t t p : / / z a k o n 2 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 2 7 8 2 - 1 2  ( 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )                
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回にわたる言語にまつわる法の度重なる修正はその度にメディアで取り上げられ、反対

する人々の間でデモやストライキが起こり、人々の関心を集めてきた。  

2 0 0 4 年のオレンジ革命後政権の舵をとったユーシチェンコは親欧米路線をとる政治家

でありロシアと距離を置く政策をとったが、特に東部、南部のロシア語系住民からの反

発は避けられず、親欧米政策の反動として 2 0 0 6 年の議会選挙では東部南部住民から大

きな支持を得た親露路線の「地域党」が議席数を伸ばした。さらに続く 2 0 1 0 年の大統

領選挙では「オレンジ革命」でユーシチェンコの前に敗北を期した「地域党」党首のヤ

ヌコーヴィッチが「オレンジ革命」の立役者「ジャンヌ・ダルク」と呼ばれたユリア・

ティモシェンコを破り大統領に就任した。この親露路線への変更は当然ながら言語政策

にも影響を与えるものとなった。  

ウクライナ語のみに確固たる法的地位を認めていた「言語法」は、親ロシア志向が多

いロシア語系住民の支持層がメインの地域党にとっては望ましいものではなく、これま

でに「地域党」の議員たちが幾度となく改定の草案を提出してきたが正式に採択される

には及ばなかった。ヤヌコーヴィッチも当初は元大統領のクチマ同様、言語政策に関し

ては自身の支持者への公約「ロシア語の地位向上」を積極的に進めることはないものと

考えられてきたものの、 2 0 1 2 年新たに採択された「言語政策に関する基本法」案は地域

党の国会議員であるコレスニチェンコ、キヴァロフらによって議会に持ち込まれ、二回

にわたる投票を経て議会で採択され、 8 月 8 日には大統領のヤヌコーヴィッチの承認を

経て正式に施行された。この「新言語法」によりロシア語、また他の少数言語話者があ

る一定以上の割合にのぼる州や市ではその議会の承認を経て「国家語」であるウクライ

ナ語と同様に公的に用いることが可能となる「公用語」としてロシア語を含む他の言語

が用いられることが可能となった。  ロシア政府は本法の支持を表明し、表立った政策は

「ウクライナ化」一辺倒だった独立後の言語政策で初めて「少数言語話者・少数民族の

保護、その権利の認定」という名の下にロシア語に公的地位を与えることが可能となっ

た。  

 

 4 .2 .  言語問題と選挙キャンペーン  

 

2 0 1 2 年までウクライナ語が唯一の「公的に認められた」国家語であったという事実

は、全国的にウクライナ語が用いられる場面や機会を増やしただけではなくその話者数
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の増加にも貢献した。ロシア語話者の政治家も議会演説をはじめ国民に向かって話す時

はウクライナ語が必要となるゆえ、前大統領のヤヌコーヴィッチをはじめとする国会議

員たちはウクライナ語を学び、ロシア語優勢地域の出身で自らもロシア語話者であった

元大統領のクチマや元首相のユリア・ティモシェンコらのスピーチは時に間違いがみら

れたもののウクライナ語でなされた 1 0 2。  

前大統領のヴィクトル・ヤヌコーヴィッチも「個人的に不便は強いられつつも国の統

合に貢献する」ために 初は目立ったロシア語化への道のりは歩まないものと思われて

いた。しかし 2 0 0 6 年議会選挙のように彼の地域党が選挙戦で苦戦を強いられると、地

元である東部ウクライナでなされていた選挙公約を改めて遂行することを決定し、「ロシ

ア語を公用語に」という普及促進を提唱し始めた（次頁の写真 4 . 3 . 1 . 1）。これはヤヌコ

ーヴィッチ自身がロシア語支持者であるからという理由からではなく、さもしい政治的

決断であったとされる 1 0 3。  

こうして「国家言語政策基本法」の制定によりそれまでのウクライナ語寄りのものか

ら一転して新たな「ロシア化」が進むものと思われたが、 2 0 1 3 年 1 1 月の E U 連合協定

調印手続きの凍結に端を発する 2 0 1 4 年 2 月の「革命」はヤヌコーヴィッチ政権の事実

上の崩壊をもたらし、今後は再度新欧米路線を歩むものと予想され、「ロシア化」が進め

られていた言語政策の転換点ともなりうるものと予想される。  

 

 4 .3 .  主要政党とその「言語政策」スローガン  

 
	 このようにウクライナでは言語問題は極めて政治的な問題として捉えられる傾向にあ

る。よって本節ではウクライナの政治活動を担っている政党にはどのようなものがある

か、そしてそのような政治政党がどのような言語状況を理想としているのか、またどのよ

うな政策を必要とみなしまた現行の言語政策をどのように捉えているかみていこう。本節

では特に 2 0 1 2 年「新言語法」制定直後に実施された 高議会「ヴェルホーヴナ・ラー

                                                        
1 0 2  S t e v e n  P i f e r  a n d  H a n n a h  T h o b u r n ,  W h a t  U k r a i n e ’ s  N e w  L a n g u a g e  L a w  M e a n s  f o r  
N a t i o n a l  U n i t y  ( 1 2 / 0 8 / 2 0 1 2 : h t t p : / / w w w . b r o o k i n g s . e d u / b l o g s / u p -
f r o n t / p o s t s / 2 0 1 2 / 0 8 / 2 1 - u k r a i n e - l a n g u a g e - p i f e r - t h o b u r n  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )  
1 0 3  S t e v e n  P i f e r  a n d  H a n n a h  T h o b u r n ,  2 0 1 2 .  
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ダ」の選挙キャンペーンで用いられた各政党のマニフェストから、ウクライナ国内の言語

問題についてどう語られているか見ていく。  

	 まずウクライナの主要政党として次のようなものがあげられる。  

 

 4 . 3 . 1 .  地域党  

 

	 地域党は 2 0 1 0 年以降 2 0 1 4 年 2 月に議会により弾劾による罷免まで大統領職に就い

ていたヤヌコーヴィチ率いる与党で、親ロシア路線を掲げ、ウクライナ東南部地域を主

な支持基盤としている。 1 9 9 7 年 1 0 月 2 6 日、ウクライナ第 2 代大統領レオニード・ク

チマを支援するための政治組織として創設され、 2 0 0 2 年の議会選挙では政治連合「統

一ウクライナ」に加わった。現総裁は首相のミコラ・アザロフで、ウクライナにおける

ロシア人・ロシア語話者を保護し、ウクライナ語とともにロシア語を「国家語」にする

という公約を掲げている。  

写真 4 . 3 . 1 . 1『ロシア語を地域語から第 2 の国家語に』 1 0 4  

 

	 地域党は独立後ウクライナでとられた「ウクライナ化」の中でロシア系住民、またロシ

ア語話者に寄り添う立場をとり、 2 0 1 2 年議会選挙における「地域」党の選挙公約でも、
                                                        
1 0 4  h t t p : / / r u . t s n . u a / v y b o r y _ 2 0 1 2 / r e g i o n a l y - a g i t i r u y u t - z a - s e b y a - o b e s c h a n i y a m i - s d e l a t -
r u s s k i y - g o s u d a r s t v e n n y m - y a z y k o m . h t m l  ( 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )  
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「地域党はロシア語に第二国家語の地位を与える事に賛同する。そのためには国会におけ

る絶対的多数の議席が必要である。我々は『二つの言語、一つの民族』というスローガン

の確固たる支持者である。」と明記されている 1 0 5。 2 0 1 2 年議会選挙では全 4 5 0 議席中

1 8 6 議席を獲得し第一党となった。  

写真 4 . 3 . 1 . 2 .地域党議員によるロシア語話者の危機的状況を訴える看板『ウクライナでロ

シア語学校の 7 0％が閉校してしまった』 1 0 6  

 

	 4 . 3 . 2 .  『バシキウシチナ』（全ウクライナ連合『祖国』）  

 

	 「バチキウシチナ」は 1 9 9 9 年に創立され、 2 0 1 4 年 2 月まで収監されていた元首相の

ユリア・ティモシェンコを中心としたウクライナの自由主義の政党で、親欧米派の路線を

とっている。 2 0 1 2 年ウクライナ 高議会選挙では全ウクライナ連合「自由」と連携し、

1 0 1 議席を獲得した。  

	  

                                                        
1 0 5  以下に原文を示す。  
       Ми  -  з а  н а д а н н я  р о с і й с ь к і й  мо в і  с т а т у с у  д е рж а в н о ї  мо в и .  Дл я  ц ь о г о  н е о б х і д н а  
с т і й к а  б і л ьш і с т ь  у  В е р х о в н і й  Р а д і .  Ми  –  п о с л і д о в н і  п р и х и л ь н и к и  г а с л а :  «Дв і  мо в и  
-  о д и н  н а р о д ! »   
( h t t p : / / w w w . u n i a n . u a / n e w s / 2 0 6 2 8 2 - p e r e d v i b o r c h a - p r o g r a m a - p a r t i j i - r e g i o n i v . h t m l  2 0 1 4
年 3 月 1 5 日閲覧 )  
1 0 6 h t t p : / / c e n s o r . n e t . u a / p h o t o _ n e w s / 2 2 7 5 7 9 / v _ j i t o m i r e _ r e g i o n a l a _ k o l e s n i c h e n k o _ z a b r o s
a l i _ s i n e y i _ k r a s k o y i _ f o t o  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
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写真 4 . 3 . 2 . 1 .『バチキウシチナ』が作成したウクライナ語保護を呼びかけるポスター『ウ

クライナ語保護のために友人たちに話しなさい！共に力となるのです！』 1 0 7  

 

「バチキウシチナ」の 2 0 1 2 年議会選挙マニフェストには言語政策に関するものとして

は、「ウクライナ国家でも、ウクライナの政治的民族でもない一つの文化空間を創造す

る。ウクライナ語を外交や芸術、 新の舞台や技術の分野で用いられる言語とし、唯一の

国家語とする、一方で同時にウクライナの他の民族言語の発展の可能性も考慮に入れた言

語政策を実現する。更にテレビ、ラジオをはじめとする情報媒体において、社会広告を用

い、社会生活のあらゆる場面で個々人のコミュニケーションのための強力な媒体であるべ

きウクライナ語についてその高い使用率を実現する」 1 0 8とウクライナ語の保護、発展を

謳ったものとなっている。  

                                                        
1 0 7  h t t p : / / v k . c o m / c l u b 4 1 9 3 6 9 9 6 ? w = w a l l - 4 1 9 3 6 9 9 6 _ 2 % 2 F a l l  
1 0 8  以下に原文を示す。  
      Б у д е  с т в о р е н о  є д и н и й  к у л ь т у р н и й  п р о с т і р ,  п о з а  я к им  н ем ож л и в а  а н і  у к р а ї н с ь к а  
д е рж а в н і с т ь ,  а н і  у к р а ї н с ь к а  п о л і т и ч н а  н а ц і я .  
      Ми  р е а л і з у є м о  п о л і т и к у ,  я к а  у т в е р д и т ь  у к р а ї н с ь к у  мо в у ,  є д и н у  д е рж а в н у ,  я к  
мо в у  д и п л ом а т і ї  і  в и с о к о г о  ми с т е ц т в а ,  н а й с у ч а с н іш о ї  е с т р а д и  і  н а й н о в іш и х  
т е х н о л о г і й ,  і ,  в о д н о ч а с ,  д а с т ь  з м о г у  р о з в и в а т и с я  і нш им  мо в ам  н а р о д і в  Укр а ї н и ;  в с і  
б аж аюч і  в ч и т и  у к р а ї н с ь к у  мо в у  о т р им аю т ь  д л я  ц ь о г о  п о в н о ц і н н і  можли в о с т і .  
      З а б е з п е ч им о  в и с о к и й  р і в е н ь  п р и с у т н о с т і  у к р а ї н с ь к о ї  мо в и  в  н а ц і о н а л ь н ом у  
і н ф о рм а ц і й н ом у  п р о с т о р і ,  з о к р ем а ,  н а  т е л е б а ч е н н я  т а  р а д і о .  З а с о б ам и  с о ц і а л ь н о ї  
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 4 . 3 . 3 .  『ウダール』  

 

	 ウクライナを代表するプロボクサーのビタリー・クリチコが結成した政党で、正式名称

は「改革を目指すウクライナ民主連合 (Укр а ї н с ь к и й  Демо к р а т и ч н ий  Аль я н с  з а  

Р ефо рми )」。正式名称の略語を「パンチ」を意味するウクライナ語「ウダール

(УДАР )」とかけている。党首であるクリチコの人気にあやかり、ウクライナの西部、中

部、北部および首都キエフを支持母体の中心としている。汚職撲滅を訴え都市部や若年層

を中心に高い支持を得ている。対ロシア、対 E U という面では欧州連合への加盟をめざす

親欧路線を標榜しており、 2 0 1 2 年ウクライナ 高議会選挙では 4 0 議席を獲得した。  

	 「ウダール」の 2 0 1 2 年議会選挙のマニフェストでは文化・言語政策として「国家語と

してのウクライナ語の役割を強化し、かつウクライナにおけるあらゆる言語共同体の権利

の保護とその発展という戦略的な目的を考慮に入れた調和のとれた言語政策を実現する。

そして少数民族言語の広範囲における使用を目指しつつ、唯一の国家語という原則を固持

する。」と記されていた 1 0 9。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
р е к л ам и  п о п у л я р и з у в а т им ем о  у к р а ї н с ь к у  мо в у ,  я к а  м а є  с т а т и  п о т ужн им  з а с о б ом  
м іж о с о б и с т і с н о г о  с п і л к у в а н н я  в  у с і х  сф е р а х  с у с п і л ь н о г о  жи т т я .  
C . 2 4 .  «ДУХОВНО  бАГАТЕ ,  КУЛЬТУРНО  РОЗВИНЕНЕ  СУСП ІЛЬСТВО » ,  ПРOГРАMА  
ОБ `ЄДНАНО Ї  ОПОЗИЦ І Ї .  『バチキウシチナ』の H P より引用。  
h t t p : / / f r o n t z m i n . u a / m e d i a f i l e s / p d f / Z A _ p r o g . p d f 	 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
1 0 9  以下に原文を示す。  
     З д і й с ню в а т и  в и в аж е н у  мо в н у  п о л і т и к у  в  Укр а ї н і ,  в р а х о в ую чи  с т р а т е г і ч н у  м е т у  
п о с и л е н н я  р о л і  д е рж а в н о ї  у к р а ї н с ь к о ї  мо в и  т а  з а х и с т у  п р а в  і  р о з в и т к у  в с і х  мо в н и х  
с п і л ь н о т  в  Укр а ї н і .  До т р им у в а т и с я  п р и н ц и п у  є д и н о ї  д е рж а в н о ї  мо в и  з  р о зши р е н им  
в и к о р и с т а н н ям  мо в  н а ц і о н а л ь н и х  м е ншин .  «Ку л ь т у р н а  т а  мо в н а  п о л і т и к а »  
h t t p : / / k l i c h k o . o r g / u a / a b o u t / p r o g r a m m a / k u l t u r n a - t a - m o v n a - p o l i t i k a  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲
覧。  
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写真 4 . 3 . 3 . 1 .（左上）	 ウダールが「自由」連合とともに出した「新言語法」に対する反

対運動のポスター『ウクライナ語を守るべき時がやってきた！』 1 1 0  

写真 4 . 3 . 3 . 2 .（右上）  ウダールの支持者たちによって掲げられているプラカード『ポル

タワはウクライナ語に賛成！』 1 1 1  

 

	 4 . 3 . 4 .  ウクライナ共産党  

 

	 1 9 9 3 年に結成された左派政党でヤヌコーヴィッチ政権下で地域党とともに与党政党で

あった。歴史的には、 1 9 1 8 年にロシア共産党の一派として創立されソビエト連邦共産党

の支部として 1 9 9 1 年にウクライナが独立を勝ち取るまでソ連時代は一貫してウクライ

ナ・ソビエト社会主義共和国の政権を独占していた。ソ連崩壊後の 1 9 9 3 年に再び創立さ

れ、ウクライナの東部・南部を支持層の中心としている。社会主義に加えロシア連邦との

協力やロシア語の国家語化などを提唱している。同じく親露路線をとっていた地域党と連

合し与党となると、 2 0 1 2 年ウクライナ 高議会選挙では 3 2 議席を獲得した。	 2 0 1 2 年

                                                        
1 1 0  h t t p : / / w w w . s w o r d - u a . o r g / 2 0 1 2 / 0 9 /  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
1 1 1  h t t p : / / k l i c h k o . o r g / u a / n e w s / n e w s / u d a r - p r o v o d i t - p o - v s i y - u k r a y i n i - a k t s i y i - p r o t e s t u -
p r o t i - m o v n o g o - z a k o n u #  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
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議会選挙における「共産党」の選挙公約の中で言語政策に関するものとしては「国民投票

を経てロシア語に第二国家語の地位を付与する」ことが記載されていた 1 1 2。  

 

 

写真 4 . 3 . 4 . 1 .  共産党支持者の主張『ロシア語に国家語の地位を』 1 1 3  

 

4 . 3 . 5 .  『スヴォボダ』 (全ウクライナ連合「自由」 )  

 

	 1 9 9 5 年に結成されたウクライナ民族主義の政党で、かつてはウクライナ社会民族党

（Соц і а л -н а ц і о н а л ь н а  п а р т і я  Укр а ї н и）という名称であったが 2 0 0 4 年に現在の党名

「自由」を意味する「スヴォボダ」に改名した。 2 0 1 3 年 3 月 1 9 日には議会でロシア語

で演説していた与党地域党議員に「ウクライナ語を話せ !」と野次を飛ばしたことを発端

に「自由」の議員たちと与党議員たちが殴り合いとなる乱闘を起こすなど、ウクライナ民

族主義、親欧米路線をとる政党の中でも急進的といえる。  

                                                        
1 1 2  原文は  «Над а н н я  ч е р е з  р еф е р е н д ум  р о с і й с ь к і й  мо в і  с т а т у с у  д р у г о ї  д е рж а в н о ї » .  
( h t t p : / / v l a d o m e t r . o r g / p o s t / 3 8 /  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )  
1 1 3  h t t p : / / w w w . u n i a n . u a / p o l i t i c s / 8 4 4 9 2 8 - u - k p u - v v a j a y u t - s c h o - d i t i - m a y u t - v i v c h a t i -
r i d n i - m o v i - u k r a j i n s k u - t a - r o s i y s k u . h t m l  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
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	 2 0 1 2 年議会選挙における「自由」連合の選挙公約では、「『ウクライナ語保護法』を

制定する。言語政策に関する国家委員会を創設する。国家公務員、候補者や選挙で当選し

た者に対するウクライナ語の必修試験を導入する。国家公務員に対し、職務中また公務中

にウクライナ語の使用を義務づける。ウクライナ語の出版物、オーディオ、ビデオのソフ

トウェアに対する課税を取り消す。外国の出版物、オーディオ、ビデオ製品に対する輸入

関税を引き上げる。」更には「ウクライナ人の数に応じ、 低でも印刷された紙面と放送

時間の 7 8％以上とするウクライナ語使用を規定する。」等の具体策を講じつつウクライ

ナ語の保護、発展の重要性を謳っている 1 1 4。 2 0 1 2 年議会選挙では「自由」連合は 3 7 議

席を獲得した。  

 

	 このようなマニフェストを表明しつつ「新言語法」制定直後に戦われた 2 0 1 2 年議会選

挙は結果として親ロシア派の与党である地域党が第一党となったものの、一方ではティモ

シェンコ前首相陣営を中心とする連合「バチキウシチナ」や元プロボクサーであるクリチ

コの「ウダール」、民族主義政党の「自由」など親欧米派の野党も健闘した。  

 

 

 

                                                        
1 1 4  以下に原文を示す。  
Ух в а л и т и  З а к о н  "Про  з а х и с т  у к р а ї н с ь к о ї  мо в и " .  С т в о р и т и  Де рж а в н и й  к ом і т е т  
мо в н о ї  п о л і т и к и .  
З а п р о в а д и т и  о б о в ' я з к о в и й  і с п и т  з  у к р а ї н с ь к о ї  мо в и  д л я  д е рж с л уж б о в ц і в  т а  
к а н д и д а т і в  н а  в и б о р н і  п о с а д и .  З о б о в ' я з а т и  в с і х  д е рж с л уж б о в ц і в  вжи в а т и  
у к р а ї н с ь к у  мо в у  н а  р о б о т і  т а  п і д  ч а с  п у б л і ч н и х  в и с т у п і в .                                       
Ск а с у в а т и  о п о д а т к у в а н н я  н а  у к р а ї н ом о в н е  к н и г о в и д а н н я ,  а у д і о -  т а  
в і д е о п р о д у к ц ію ,  п р о г р ам н е  з а б е з п е ч е н н я .  З б і л ьши т и  в в і з н е  ми т о  н а  і н о з е м н у  
п о л і г р аф і ч н у ,  а у д і о -  т а  в і д е о п р о д у к ц ію .  З а п р о в а д и т и  п о д а т о к  н а  р е т р а н с л я ц ію  
і н о з е м н и х  р а д і о -  т а  т е л е п р о г р ам ,  т и р аж у в а н н я  т а  п р о к а т  му з и ч н о ї  і  к і н о п р о д у к ц і ї .                                            
Сп р ям у в а т и  к ожн у  шо с т у  г р и в ню  з  п р и б у т к у  в і д  п р о к а т у  і н о з е м н о ї  к і н о п р о д у к ц і ї  
н а  р о з в и т о к  в і т ч и з н я н о ї  к і н о і н д у с т р і ї .                                                                                                                                                            
Р е г л ам е н т у в а т и  вжи в а н н я  у к р а ї н с ь к о ї  мо в и  у  ЗМ І  в і д п о в і д н о  д о  к і л ь к о с т і  
у к р а ї н ц і в  –  н е  м е нш е  н іж  7 8 %  в і д  д р у к о в а н о ї  п л ощ і  т а  еф і р н о г о  ч а с у .                                                                                                                                    
З о б о в ' я з а т и  у с і  ЗМ І  і н ф о рм у в а т и  г р ом а д я н  п р о  в с і х  с в о ї х  в л а с н и к і в  ( д л я  п р е с и  –  у  
к ожн ом у  н ом е р і ;  д л я  ТБ  т а  р а д і о  –  щод е н н о  в  еф і р і ) .                                                                                                                                                               
На л а г о д и т и  в і т ч и з н я н е  в и р о б н и ц т в о  у к р а ї н ом о в н о г о  п р о г р ам н о г о  з а б е з п е ч е н н я  д л я  
д е рж а в н и х  у с т а н о в ,  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д і в  і  в і л ь н о г о  п р о д аж у .  З о б о в ' я з а т и  бюдж е т н і  
у с т а н о в и  к о р и с т у в а т и с я  л иш е  у к р а ї н с ь к им  п р о г р ам н им  п р о д у к т ом .  
( h t t p : / / w w w . s v o b o d a . o r g . u a / d o k u m e n t y / i n s h i / 0 3 1 8 2 3 /  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )『スヴォボ
ダ』H P より。  
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写真 4 . 3 . 5 . 1 .  『一つの言語、一つの民族	 ーそれはウクライナ』 1 1 5  

 

 4 .4 .  政治活動で用いられる「リードナ・モーヴァ」  

 
	 第 3 章では「リードナ・モーヴァ」という語が様々な文脈に応じ一様ではない語義を

有していることを明らかにした。その「リードナ・モーヴァ」は時に政党のマニフェスト

や政治活動の場でも頻繁に用いられている。そこで『リードナ・モーヴァ』という語が政

党による政治活動、及びそれらを報道するメディアでどう用いられているかみてみよう。  

	 まず、与党の地域党及び共産党の政治活動で用いられた例をみてみよう。  

	 2 0 1 2 年 1 2 月、新言語法制定とそれに続くロシア語の地域語化が各地で続く中、共産

党の党首シモネンコはロシア語がウクライナ人の「リードナ・モーヴァ」となっているこ

とを指摘した上で、ウクライナの子どもたちは彼らの「リードナ・モーヴァ」で、つまり

ウクライナ語に加えてロシア語でも、学ぶ権利があることを主張している 1 1 6。これを報

                                                        
1 1 5  h t t p : / / n e w s . v i n . c o m . u a / n o d e / 2 2 5 8  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
1 1 6  Симо н е н к о  з а я в и в ,  що  р о с і й с ь к а  мо в а  є  р і д н ою  д л я  у к р а ї н ц і в  
( h t t p : / / w w w . u n i a n . u a / p o l i t i c s / 7 3 4 3 6 8 - s i m o n e n k o - z a y a v i v - s c h o - r o s i y s k a - m o v a - e -
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道する記事は「シモネンコはウクライナ人にとってロシア語は『リードナ・モーヴァ』で

あると述べた」とするタイトルで始まる。  

写真 4 . 4 . 1 .『ラドノイ・イズィークで聴こう、歌おう！ 1 1 7  

 

	 また地域党はウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」ではなくロシア語で「母語」を意

味する「ラドノイ・イズィーク」を用い、「ラドノイ・イズィークで聴こう、歌おう！」

と題する C D を制作したことがある 1 1 8。勿論ここで歌われているのはロシア語の歌で、

あえてロシア語で書かれた「ラドノイ・イズィーク」がロシア語を示しているということ

は明らかである。しかしこれを報道するウクライナ語の記事では「ラドノイ・イズィー

                                                                                                                                                                                        
r i d n o y u - d l y a - u k r a j i n t s i v . h t m l  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧 )  Ус і х  н е б а й д ужи х  д о  д о л і  р і д н о ї  
мо в и 	 з а п р о с и л и  н а  м і т и н г .  
1 1 7  h t t p : / / m o l b u k . u a / u k r a i n e / 5 0 1 1 2 - s o f y a - r o t a r u - t a - v o - b o b u l - s p v a t i m u t - r o s y s k o y u - z a -
p r . h t m l  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧。  
1 1 8  Па р т і я  р е г і о н і в  в и п у с т и л а  д и с к  і з  п і с н ям и  й  с в о єю  с им в о л і к ою  з а  н а з в ою  
"Сл у х а єм о  й  с п і в а є м о  р і д н ою  мо в ою ! »  だが、題名  «Соф і я  Р о т а р у  т а  І в о  Б о б у л  
с п і в а т им у т ь  р о с і й с ь к ою  з а  ПР »が示すように、この「リードナ・モーヴァ」はロシア語を
示していることは明らかである。 ( h t t p : / / m o l b u k . u a / u k r a i n e / 5 0 1 1 2 - s o f y a - r o t a r u - t a - v o -
b o b u l - s p v a t i m u t - r o s y s k o y u - z a - p r . h t m l  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧 )  
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ク」は「リードナ・モーヴァ」と訳され、「地域党は『リードナ・モーヴァ』で聴こう！

歌おう！」と題する C D を発効した」と報じられた。  

	 このように与党、親ロシア路線を掲げる政党の政治活動で用いられる、またそれを報道

するところで用いられる「リードナ・モーヴァ」は彼ら個人、またその支持者自身の個人

的な「第一言語」を意味するもので、ロシア語を間接的に意味するものとして用いられて

いる。  

	 一方で野党連合側では「新言語法」の制定とロシア語の公用語化に際し、それに対する

反対運動としてウクライナ語の保護を求める活動が活発になった。ポルタワで「新言語

法」制定直前に開かれた野党連合のミーンティングで掲げられているプラカードをみてみ

よう。  

写真 4 . 4 . 2 .  『一つの民族、一つの国家語	 —ウクライナ [民族／語 ]』 1 1 9  

 

	 このミーティングを報じている記事では「『リードナ・モーヴァ』に無関心な全ての

人々に問いを投げかけた」の題名のが示すように「リードナ・モーヴァ」はウクライナ基

幹民族語であるウクライナ語を意味するものとして用いられている。  

	 また「自由」連合が作成した「国際母語の日（ 2 月 2 1 日）」のポスターでは、「国際

『リードナ・モーヴァ』の日」には「ウクライナ語で話そう」と、言語的多様性と個人の

「第一言語」を尊重するのが「国際母語の日」の本来の目的であるが、ここではウクライ

                                                        
1 1 9  Ус і х  н е б а й д ужи х  д о  д о л і  р і д н о ї  мо в и  з а п р о с и л и  н а  м і т и н г  
h t t p : / / w w w . p o l t a v a . p l . u a / n e w s / 1 7 0 8 2 /  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧。  
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ナ国民、ウクライナ民族の「基幹民族語」や「国語」という意味に置き換えられているこ

とが明らかである。  

写真 4 . 4 . 3 .  「国際母語の日」のポスター『ウクライナ語で話して！	 それがウクライナ

への贈り物』 1 2 0  

 

	 第 3 章でみたのと同様に、政治活動、またそれを報じる文章においても「リードナ・

モーヴァ」は全く異なる内容、つまり「国語」を意味するウクライナ語としてもまた「少

数民族言語」、個人の「第一言語」を意味するロシア語としても、それぞれの文脈に応じ

て用いられていることがここでも確認できた。  

 

 4 .5 .  「言語政策の基本法」とその施行  

 

「 国 家 言 語 政 策 基 本 法 （ З а к о н  Ук р а ї н и  п р о  з а с а д и  д е рж а в н о ї  мо в н о ї  

п о л і т и к и）」はワジム・コレスニチェンコ、セルギイ・キヴァロフの国会議員二人によ

り起草され議会に提出されたもので、 2 0 1 2 年 6 月 5 日、 2 3 4 人の賛成をもって第１回目

                                                        
1 2 0  h t t p : / / t y z h d e n . u a / N e w s / 7 2 9 2 6  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
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の承認がなされ、 7 月 3 日には 2 4 8 人の賛成票を得て正式に採択された 1 2 1。この法はウ

クライナにおいて「地域語」を使用する権利を保障するものであり、国勢調査において

該当する行政地域内でその人口の 1 0％以上の「母語話者」がいる言語に適用されうる。

この法の施行により該当する地域においては「地域語」が国家語のウクライナ語と同等

に裁判所、学校、他の行政施設において用いられることが可能となった。一方でウクラ

イナ語は「新言語法」の中でも唯一のウクライナ全土で用いられる公用語であると再確

認された。法案は国会の中での殴り合いという状況下で採択され、 8 月 8 日に大統領ヤ

ヌコーヴィッチがこの法に署名し 8 月 1 0 日に施行された。本法を基にロシア語が主と

して東部、南部の市議会や地方議会により公用語として採択された以外に、ハンガリー

語、モルドヴァ語およびルーマニア語にも地域語の地位が付与された地域があるという

ことも特筆すべきであろう。  

同法の施行後、ほどなく 1 3 日には南部のオデッサ市議会は当地におけるロシア語に公

的な地域語の地位を付与べきか否かの投票が行われ、１週間後にはハルキウにおいても

同様の投票が行われた。一方でウクライナ語、クリミア・タタール語とともにロシア語

の使用が正式に認められているクリミア自治共和国では、民族少数者であるクリミア・

タタール人の言語であるクリミア・タタール語の地位がクリミア憲法で確立されている

のに触れ 1 2 2、マイノリティーであるウクライナ語話者が当地におけるウクライナ語に地

域語という新たな公的地位を付与することを目指す運動を始めた。これまでに新たに地

域語が制定された州、地方自治体を図 4 . 5 . 1 及び表 4 . 5 . 2 に示す。図 4 . 5 . 1 は 2 0 1 3 年夏

の時点での「地域語」制定状況である。 2 0 0 1 年国勢調査の結果によると、 2 7 のうち 1 3

の州、特別自治区であるキエフ、セバストーポリが「地域語」としてロシア語をはじめ

とする少数民族言語を位置づけることが可能とされている。この地図では、その言語の

話者数の該当地域における人口中の割合から、ロシア語を「地域語」とすることが可能

であるキエフとセバストーポリを含む 1 3 の地域はブルーで表示され、うち、ロシア語を

すでに「地域語」とした東南部の各州は濃いブルーで示されている。同様にハンガリー

語を「地域語」とするザカルパチアは黄色で、ルーマニア語に公的地位を与えることが

できるチェルニフツィは黄土色で表示されている。  

                                                        
1 2 1  h t t p : / / z a k o n 4 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 5 0 2 9 - 1 7  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。  
1 2 2  h t t p : / / w w w . r a d a . c r i m e a . u a / b a s e s - o f - a c t i v i t y / k o n s t i t u c i y a - A R K  1 9 9 8 / 1 0 / 2 1 2 0 1 4
年 3 月 1 5 日閲覧。  
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図 4 . 5 . 1 .  地域語の地位を得た言語とその地域 1 2 3  

 

オデッサ、ハルキウ、ヘルソン、ミコライフ、ザポリージャ、セヴァストポル、ドニ

プロペトロウシク、ルハンスク、クラスニイ・ルチの市議会で、またオデッサ（ 4 . 4 . 1 .

の地図では青 7）、ザポリージャ (青 4 )、ドネツィク (青 3 )、ヘルソン (青 1 0 )、ミコライ

フ ( 6 )、ドニプロペトロウシク (青 2 )の州議会でロシア語に地域語の地位を付与すること

が公布された。またザカルパチア ( 1 4 )のベレホヴェ町ではハンガリー語が、チェルニフ
                                                        
1 2 3  出典は h t t p : / / w w w . i t a r - t a s s . c o m / g 5 9 / 2 8 5 8 . h t m l ( 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )で 2 0 1 2 年 8
月 2 1 日時点での「地域語化」された件数。キエフ市、セバストーポリ市を含む 2 7 の行政区
のうち、その話者数の人口中の割合から、キエフとセバストーポリを含む 1 3 の地域でロシア
語を「地域語」とすることが可能である（薄いブルーの地域）。うち、ロシア語をすでに

「地域語」とした州は濃いブルーで示されている。この地図ではニコラエフ州は赤丸で示さ

れ話者数は 1 0％を越えているもののまだロシア語を「地域語」としていない地域となってい
るが、これよりひと月足らずでロシア語が「地域語」と認定された。  
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ツィ ( 1 5 )のタラスィフチ村ではモルドヴァ語が、またザカルパチアのヴィラ・ツェルク

ヴァではルーマニア語が地域語となった（次頁の表 4 . 5 . 2）。一方、首都キエフではロシ

ア語に「地域語」という地位を与えるための根拠となる「ロシア語母語話者数」は存在

するものの、この法に準じてロシア語を「地域語」として二言語使用を推進しようとす

る動きは今のところみられてはいない (赤 1 2 )。また同様にウクライナ唯一の自治共和国

であるクリミア自治共和国においても特にこの法の制定後ロシア語を地域語とする動き

はみられなかった。というのも独自のクリミア憲法を有し、「国家語」のウクライナ語に

加えロシア語とクリミア・タタール語が「公用語」とする」と既に規定されているため

であり、「新言語法」により新たにロシア語を「地域語」とする必要はなかったのである

(赤 1 )。  

 

表 4 . 5 . 2 . 	 地域語の地位を得た言語と該当州・地方自治体  

日時  自治体名  「地域語」とされた言語  

2 0 1 2 / 8 / 1 5  
2 0 1 2 / 8 / 1 6  
2 0 1 2 / 8 / 1 6  
2 0 1 2 / 8 / 1 6  
2 0 1 2 / 8 / 1 7  
2 0 1 2 / 8 / 1 7  
2 0 1 2 / 8 / 1 7  
2 0 1 2 / 8 / 3 0  
2 0 1 2 / 9 / 7  
2 0 1 2 / 9 / 1 3  
 
2 0 1 2 / 1 1  
 
2 0 1 2 / 1 2  
2 0 1 2 / 1 2 / 2 1  
2 0 1 2 / 8 / 1 4  
2 0 1 2 / 9 / 7  
2 0 1 2 / 9 / 1 8  
2 0 1 2 / 1 2  
2 0 1 3 / 3 / 2 5  

オデッサ州  
セバストーポリ市  
ザポロージェ州  
ドネツィク州  
ルハンスク州  
ドニプルペトロウスク州  
ヘルソン州  
ハルキウ州  
ニコラエフ州  
タラソフツァ（チェルノヴィツキー州）  
 
ストロジネツキー、ニーニェ・ペトロフツィ（チェ

ルノヴィツキー州）  
ゲルツァエフスキー（チェルノヴィツキー州）  
ザカルパチア州  
ラホフスキー地区、ベーラヤ・ツェルコヴィ（ザカ

ルパチア州）  
ベレコヴォ市（ザカルパチア州）  
ベレコヴォ地区（ザカルパチア州）  
ヴィノグラドフスキー地区（ザカルパチア州）  
ヴォロコフスキー、ヨルダネシツキー、オプリシェ

ンスキー、チュジェイスキー、マハリャンスキー

（チェルノヴィツキー州）  

ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ロシア語  
ルーマニア語  
（モルドヴァ語）  
ルーマニア語  
 
ルーマニア語  
ルーマニア語、ロシア語  
ルーマニア語  
ハンガリー語  
ハンガリー語  
ハンガリー語  
ルーマニア語  
（モルドヴァ語）  

 

「言語政策基本法」に対する反応には地域差が大きく、ウクライナ語話者が多数を占
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めるウクライナ西部のイヴァノフランコ、リヴィウ、テルノーポリ、リヴネン、フメリ

ニツキーの州議会は法案に反対しているが、他方のロシア語話者が多数派であるウクラ

イナ東部のルハンスク、ハルキウ、ドネツィク州議会は支持を表明した。本法に対する

反応に関する社会調査結果においても地域差がみられ、R e s e a r c h  a n d  B r a n d i n g  G r o u p

による調査では「言語政策基本法」採択に肯定的であると回答したのが全国民の 3 6 %、

一方否定的に捉えているのが 3 5 %であった。東南地域においては 5 5 %の被験者に支持さ

れている一方で、ウクライナ西部地域においては 6 6 %の被験者に否定的に捉えられてい

る 1 2 4。ウクライナにおいてロシア語の地位向上に繋がる「新言語法」制定というトピッ

クは、当然ながらその捉えられ方が地域により大きく異なる。  

 

4 .6 .  結論  

 
全般的にウクライナ人は言語問題についてかなり現実的であるといわれ、それゆえこ

の「問題」は選挙キャンペーンで際立たせられてきた。親欧米路線を標榜する政党も親

露路線を掲げるものもそれぞれの支持基盤となっているロシア語優勢地域、ウクライナ

語優勢地域と住人に対し、言語問題への言及はそれぞれのカラーをより明確に表現する

手段となっている。一方でこのような地域差が目立ったものになると分離志向が高まる

ことも否めず、中央政権は常に難しい舵取りを迫られている。  

政策を語る中で政党により用いられている「リードナ・モーヴァ」の意味内容はその

主要な支持者の「リードナ・モーヴァ」であり、具体的な意味内容は政党により異なる。

「基幹民族語」や「国語」を意味しうる「リードナ・モーヴァ」はウクライナ語話者の

支持者が多い政党によりウクライナ語の保護発展という文脈で用いられ、ロシア語話者

やロシア系住民を支持基盤とする政党は彼らの身近な「第一言語」という意味内容で

「リードナ・モーヴァ」を用いている例がみられた。これは「ウクライナ」と結びつく

民族や国家を連想させる以上に、個人にとっても「親しみをもつ」分ちがたいことばを

表現するのに「リードナ・モーヴァ」という語がロシア語話者にとっても有用であると

いうことを示しうるものであろう。このような「リードナ・モーヴァ」の用いられ方は

                                                        
1 2 4  Б о л е е  т р е т и  у к р а и н ц е в  п о з и т и в н о  о ц е н и в аю т  з а к о н  о  я зы к а х  -  о п р о с  
(Р и а н о в о с т и ,  2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 :  h t t p : / / u a . r i a n . r u / p o l i t i c s / 2 0 1 2 0 8 2 0 / 7 9 1 4 9 0 1 5 . h t m l  2 0 1 4 年 3
月 1 5 日閲覧 )  
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この語を用いて測られる話者数に応じその言語に公的地位を与えることを可能とする

「新言語法」制定以降より一般的にみられるようになった。  

2 0 1 2 年のヤヌコーヴィッチ政権の「新言語法」採択がナショナリストを憤慨させ、民

族言語間の反目を際立たせることは必至であった。言語法の制定から 2 ヶ月後の 2 0 1 2

年 1 0 月に実施されたの議会選挙の前には、オレンジ革命の旗手として有名な元首相ユリ

ア・ティモシェンコの投獄という決定と共に、地域党に自ら掘った墓穴を更に深める結

果をもたらすことしかできない、と当初は予測されていた。この議会選挙では結果的に

地域党は第一党として勝利をおさめたものの、ヤヌコーヴィッチが進めたロシア寄りの

政策は 2 0 1 3 年 1 1 月の E U 連合協定調印手続きの無期限延期を発端とし 2 0 1 4 年には

「革命」となり、国家としての方向性は親欧米路線に回帰しようとしているようにもみ

える。親露志向、親欧米志向の間で国家の分裂が現実的に危ぶまれる状況下において新

政権にはロシア離れ、ウクライナ化を強行するのではなく、ロシア系、ロシア語話者を

はじめとする国民に理解を示しつつ、今後の方向を模索する必要があろう。  
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第５章	 国勢調査、社会調査からみるウクライナにおける言語状況  

 

 5 .1 .  国勢調査と「ラドノイ・イズィーク」、「リードナ・モーヴァ」  

 

	 前章ではウクライナで言語問題が政治化される機会として、各政党候補者による選挙

キャンペーンの例を挙げたが、もうひとつ、全国的な民族・言語状況を「客観的に」窺

い知る絶好かつ唯一の機会でもある国勢調査が挙げられる。帝政ロシア、ソ連時代に用

いられたロシア語の「ラドノイ・イズィーク」 1 2 5およびウクライナ語の「リードナ・モ

ーヴァ」は個人の “ m o t h e r  t o n g u e ”というよりも自民族の言語である “ n a t i v e  l a n g u a g e ”

として解釈される傾向にあることは先述したが、アレルはこのような「リードナ・モー

ヴァ」カテゴリーに「第一言語」の “ m o t h e r  t o n g u e ”ではなく自民族の言語 “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”を回答することで、回答者は「投票」していると論じている。さらにこの設

問に回答する側もさせる側も現実の言語状況ではなく、言語政策の意思決定のひとつの

ツールとして「リードナ・モーヴァ」への回答が「投票」という意味を持つことを認識

し、用いているという。  

	 この「投票」は帝政ロシア時代にさかのぼる。 1 8 9 7 年の初めての国勢調査では「ラド

ノイ・イズィーク」という設問は人々の「ナショナリティ」に関する情報を得るために

設けられ、その回答された言語から被験者の「ナショナリティ」が判断された。ソヴェ

ト連邦時代に 1 9 2 6 年、 3 9 年、 5 9 年、 7 0 年、 7 9 年、 8 9 年と 6 回実施された調査にお

いては直接「ナショナリティ」を問う「ナツィオナーリナスチ」という問いが「ラドノ

イ・イズィーク」とは別個に設けられた。国勢調査で問われるこれら、「ラドノイ・イズ

ィーク」や「ナツィオナーリナスチ」は異民族間の子どもであっても一つの言語、民族

名を回答することが求められ、「ラドノイ・イズィーク」と「ナツィオナーリナスチ」は

「ナツィオナーリナスチ」がロシア人の人がロシア語を「ラドノイ・イズィーク」と回

答するというように同じものを回答することが期待されていた。  

	 これまで、特にセンサス・データの結果が示すもの、またその取り扱いに関し、「民族

的自意識」と訳される「ナショナリティ」や「母語」概念について、パスポートの交付

                                                        
1 2 5  2 0 0 2 年ロシア連邦国勢調査では問われなかったものの、ロシア連邦として第 2 回目とな
った 2 0 1 0 年度の国勢調査ではロシア語能力、他の言語能力とともに「ラドノイ・イズィー
ク」が問われている。  
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やソ連崩壊後の「市民」概念と関連させて論じられてきた。特に塩川や他の多くの論者

が指摘するように「ラドノイ・イズィーク」「リードナ・モーヴァ」としては「民族語が

維持されている度合いが公式統計では過大評価されている可能性が高い」といわれ 1 2 6、

ウクライナにおける「リードナ・モーヴァ」もその可能性は極めて高いといえるが、ま

ずはこのセンサスの結果からみえてくる民族・言語状況をみてみよう。  

 

 5 .2 .  2001 年度全ウクライナ国勢調査からみる言語状況  

 

ここで 1 . 2 .でも引用した中井の分類に従い、 2 0 0 1 年に実施されたウクライナ国勢調査

から各地域における言語状況を概観してみよう。本論はセンサス・データが「客観的」

で「正しい」ものであるとする立場ではないゆえ、ここでその調査結果を資料として用

いてウクライナの言語状況を考察することは大きな矛盾になるが、本節ではまず「ウク

ライナ国勢調査の結果から見えてくる言語状況」を概観すべく、結果をデータの一つと

して提示する。特に独立後ウクライナで実施された調査は 2 0 0 1 年の一度のみで調査時

から 1 0 年以上が経過しており、現状をみるためのデータとしては決してふさわしいもの

ではない。よって前々回の 1 9 8 9 年ソ連センサスの結果との比較により 1 9 8 9 年からの変

遷を示すものとして、また 2 0 0 1 年時のウクライナ国内における地域差を示すものとし

て用いる。  

2 0 0 1 年全ウクライナ国勢調査の結果は部分的にしか出版されておらず、「言語」項目

については未出版であるものの、インターネット上で公開されている 1 2 7。ここでは

1 9 8 9 年ソ連時代のセンサスの対応項目と比較しながら「リードナ・モーヴァ」 1 2 8  と

「ナショナリティ」 1 2 9のデータを簡単に分析する。ウクライナ国勢調査の結果は当初メ

ディアによって大々的に「ウクライナ化」が取り上げられたものの、それは何を根拠に

                                                        
1 2 6  塩川伸明『民族と言語	 （多民族国家ソ連の興亡 Ⅰ）』2 1 6 ページ。  
1 2 7  「ウクライナ 2 0 0 1 年度センサス」ホームページ  h t t p : / / w w w . u k c e n s u s . g o v . u a /  (ウクラ
イナ語、ロシア語、英語で公開されている。 2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。 )  

1 2 8  ウクライナ･センサスのホームページの解説によると、センサスで問われる「リードナ・
モーヴァ」とは「自分で『リードナ・モーヴァ』と考えている言語を呈示する。まだ話せ

ない子供、幼児の母語は両親によって決められる」ものである。

（ h t t p : / / w w w . u k c e n s u s . g o v . u a / r u s / i n f o r m a t i o n / d e f i n i t i o n  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧。）  
1 2 9  「民族的な自己認識」のことを指すと思われる。「ナショナリティー」についても「リー
ソナ・モーヴァ」同様公式の解釈が示されておらず、民族的な自己認識を回答するものか

ら、国籍を回答するものまでばらつきがあるものと予想される。  
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したものであるか、基になった状況を確認しておく。  

 

5 . 2 . 1 . 	 ウクライナ国勢調査の調査概要	  

 

	 2 0 0 1 年ウクライナ国勢調査は 2 0 0 1 年の 1 2 月にウクライナ全国で実施された。ウク

ライナ国勢調査は回答者本人が調査票に記入し提出する日本の国勢調査とは異なり、調

査員が回答者の回答を調査票に記入する対面式でなされている 1 3 0。  

	 2 0 0 1 年ウクライナ国勢調査の結果、ウクライナの全人口は 4 8 , 4 5 7 , 1 0 0 人でうち「ナ

ショナリティ」をウクライナ人とした回答者は全体の 7 7 . 8％で、 8 9 年の 7 2 . 7％から全

体の中での割合という意味では増加している。言語についてはウクライナ語「母語話

者」は 8 9 年の 6 4 . 7％から幾分増加し、 6 7 . 5％になっている。ロシア語「母語話者」は

2 9 . 6 %で 8 9 年調査時より 3 . 2％減少した。「ナショナリティ」がウクライナ人のうち、

ウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」としているのは 8 5 . 2％、ロシア語が「リード

ナ・モーヴァ」と回答した人が 1 4 . 8％だった。  

 

5 . 2 . 2 . 	 センサスによる地域別民族言語状況  

 

	 全国レベル、また各地域レベルごとに 1 9 8 9 年ソ連国勢調査の数字と比較しながら簡

単に 2 0 0 1 年調査時におけるウクライナの地政学的民族・言語状況を以下に述べる。  

 

5 . 2 . 2 . 1 .  スロビツカ・ウクライナ、ドン地域  

 

	 東部のドネツィクでは人口 4 8 4 万 1 0 0 0 人のうち「ナショナリティ」がウクライナ人

であるのはは 5 6 . 9％で 8 9 年の 5 0 . 7％から増加し、ロシア人は 3 9 . 2％であった。言語に

ついては「ウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」とする回答者が 2 4 . 1％と低く、ロシ

ア語とする回答者は 7 4 . 9％に上る。ウクライナ人のウクライナ語「母語話者」は 4 1 . 2％

で 8 9 年と比較すると 6 . 5％減少している。対するロシア語「母語話者」は 5 8 . 7％で 8 9

                                                        
1 3 0  以下のデータは全て全ウクライナ国勢調査のホームページを参照
( h t t p : / / 2 0 0 1 . u k r c e n s u s . g o v . u a  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )。  
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年と比較すると 7 . 2％増加している。ドネツィクでは、民族、言語の双方でウクライナ

化が進んでいる他の地域とは大きく異なり、民族構成では「ウクライナ化」が進んでい

るものの言語的には明らかなロシア語志向がうかがえ、「ロシア化」が進んでいたといえ

る。  

	 ウクライナ第二の都市である東部のドニプロペトウシクでは人口 3 5 6 万 7 6 0 0 人のう

ち、「ナショナリティ」がウクライナ人であるのが 2 8 2 万 5 8 0 0 人で「リードナ・モーヴ

ァ」として 6 7 %の回答者がウクライナ語を、 3 2 %がロシア語を回答している。「ナショ

ナリティ」がウクライナ人でウクライナ語「母語話者」なのは 2 3 3 万 1 7 0 0 人にのぼ

り、ロシア語「母語話者」が 4 9 万 5 0 0 人、「ナショナリティ」がロシア人で「リード

ナ・モーヴァ」をロシア語とするものは 5 8 万 8 3 0 0 人、ウクライナ語「母語話者」が 3

万 7 9 0 0 人であった。  

	 ウクライナ東部の学術都市であるハルキウでは、人口 2 9 1 万 4 2 0 0 人のうち、「ナショ

ナリティ」がウクライナ人であるのは 7 0 . 7％で 8 9 年の 6 2 . 8％より大幅に増加し、ロシ

ア人は 2 5 . 6％と 8 9 年調査時の 3 3 . 2％から減少した。「リードナ・モーヴァ」について

はウクライナ語という回答が 5 3 . 8％で前回調査より 3 . 3 ポイント増加し、ロシア語とい

う回答は 4 4 . 3％で 2 . 8％減少した。「ナショナリティ」がウクライナ人のもののうち「リ

ードナ・モーヴァ」がウクライナ語であるとしたものは 7 4 . 1％、ロシア語が 2 5 . 8％であ

り、また「ナショナリティ」がロシア人のもののうち「リードナ・モーヴァ」がウクラ

イナ語と回答したものは 4 . 3 %でロシア語が 9 5 . 6  %であった。  

 

5 . 2 . 2 . 2 .  中部地域  

 

	 ウクライナの首都であるキエフ市は、ウクライナ色の強い西部とロシア化された東部

や元ロシア領であった南部に対し、地理的にも文化的にも中間的な存在と位置づけられ

る。今回のセンサスでも民族･言語構成が 5 . 2 . 1 .で言及した全人口における全国平均にも

のに も近い。人口 2 6 1 万 1 3 0 0 人に占める「ナショナリティ」がウクライナ人である

回答者の割合は 8 2 . 2％で、「ウクライナ語母語」回答者は 7 0 . 5％、「ロシア語母語」回答

者は 1 1 . 7％であった。  

 

5 . 2 . 2 . 3 .  北部地域  
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	 ルーツクを州都とするヴォルニイ州は 1 5 世紀にリトアニア大公国の支配下にあり、 1 6

世紀にはポーランド王国、 1 8 世紀に末にロシア帝国の支配下に入った地域である。ロシ

ア革命後のウクライナ内戦時にはポーランドに組み込まれていたが、 1 9 3 9 年ソビエト連

邦ウクライナ共和国に併合された。しかしポーランド人や反ソのウクライナ人は流刑に処

され、 1 9 4 1 年にはナチスドイツの侵攻によりユダヤ人のホロコーストがあり、民族的ウ

クライナ人率が極めて高い地域となっている。  

	 人口 1 0 6 万人中ウクライナ人は 1 0 2 万人にのぼり、 9 7％を占める。人口比はロシア人

が 2 . 4 %、ベラルーシ人 0 . 5 %、ポーランド人は 0 . 9 %で、 9 7 . 3 %の人がウクライナ語を

「リードナ・モーヴァ」とし、ロシア語は 2 . 5 %、他の言語話者はわずか 0 . 2 %であっ

た。  

	  

5 . 2 . 2 . 4 .  「新ロシア」南部地域  

 

	 ウクライナ唯一の自治共和国であるクリミアは、 1 5 世紀前半に成立したクリム・ハー

ン国においてクリミア・タタール民族の形成が進み、 1 7 8 3 年にロシア帝国に併合されロ

シア領となった地域である。 1 9 5 4 年フルシチョフによってロシア共和国からウクライナ

共和国に移管され、ソ連解体後はクリミアの帰属をめぐりロシアとウクライナが対立した

ものの 1 9 9 7 年にウクライナ領であることが両者の間で確認された。 1 9 9 6 年のウクライ

ナ新憲法においてクリミアはウクライナ唯一の自治共和国と明記された。当地において

「ナショナリティ」がウクライナ人であるのは 2 4 . 4％（ 8 9 年 2 6 . 7％）、ロシア人が

5 8 . 5％（ 8 9 年 6 5 . 6％）、クリミア・タタール人が 1 2 . 0％を占める。言語的に特徴的なの

はウクライナ人のうちロシア語を「リードナ・モーヴァ」とするものが 5 9 . 5％にのぼ

り、ウクライナ語とする 4 0 . 4％より多いということである。クリミア全体ではクリミ

ア・タタール人の帰還に際し、民族構成が 1 9 8 9 年調査時時とは大きく変わっているもの

の、 1 9 8 9 年の国勢調査では全人口のうちロシア語を「リードナ・モーヴァ」とする人は

1 5 . 7％であったが、 2 0 0 1 年全ウクライナ・センサスでは 7 7 . 0％に上り、ウクライナ語を

「リードナ・モーヴァ」とするものが 1 0 . 1％、クリミア･タタール語が 1 1 . 4％であり、

言語的にはかなりロシア化が進んでいるといえる。  

	 もう一つの南部の大都市オデッサでは人口 2 4 6 万 9 0 0 0 人のうち、「ナショナリティ」



79 

がウクライナ人の回答者は 6 2 . 8％、全人口のうち「リードナ・モーヴァ」がウクライナ

語であるとしたのが 4 6 . 5 %で前回調査から 5 . 1％増加し、ロシア語という回答は 4 1 . 9％

で前回調査より 5 . 2％減少した。ウクライナ人のうち「リードナ・モーヴァ」がウクラ

イナ語であるという回答は 7 1 . 6％、ロシア語は 2 8 . 2％であった。ロシア人のうちロシア

語「母語話者」が 9 8％、ウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」としているのが 2 . 7％

であった。  

 

5 . 2 . 2 . 5 . 	 「ハリチナ」地方、西部  

 

	 ウクライナ西部に位置するリヴィウは 1 1 世紀以降ポーランド領、 1 8 世紀にはポーラ

ンド分割によりオーストリア領となり、 1 9 世紀半ばには自治が認められウクライナ文化

の中心地となっていた。第一次大戦下にはオーストリア・ハンガリー領となり、 1 9 2 0 年

代には再びポーランド領となった。第二次大戦後ウクライナ共和国に組み入れられたた

め、他の地域とは異なる文化、政治的発展を遂げており、ウクライナでもっとも「西欧

的」な地域であるとも、ウクライナ色の強い地域であるともいわれている。 2 0 0 1 年国勢

調査では人口 2 6 2 万 6 5 0 0 人のうち「ナショナリティ」がウクライナ人であるとした者

の割合は 9 4 . 8％で 8 9 年の 9 0 . 4％から増加し、言語についてもウクライナ語を「リード

ナ・モーヴァ」とするものが全体の 9 5 . 3％で 8 9 年の 9 0 . 1％より増加している。 3 . 8 %の

回答者がロシア語を「リードナ・モーヴァ」としていた。「ナショナリティ」がウクライ

ナ人の「リードナ・モーヴァ」は 9 9 . 6 %がウクライナ語である。特筆すべきは、ここで

は他の地域にほとんどみられないウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」としていると

いう「ナショナリティ」がロシア人の回答者がみられ、ロシア人の 1 2 . 1％がウクライナ

語「母語話者」である。  

 

5 . 2 . 3 .  センサス結果による言語状況の傾向  

 

	 以上簡単に概観したように 2 0 0 1 年全ウクライナ国勢調査の結果は、 8 9 年のソ連時代

のものと比較すると全体的にはわずかではあるがウクライナ人が増加しており、ロシア

人が減少している。言語的にも「リードナ・モーヴァ」に関する回答ではロシア語より

もウクライナ語が比較的多数を占め、 8 9 年の値と比較しても増加傾向にある。メディア
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ではこの全体的なウクライナ化のみが大々的に取り上げられた 1 3 1。アレルはこの変動を

ソ連崩壊、ウクライナ独立に伴う人口の移動に加え、独立ウクライナの「アイデンティ

ティ」に好都合な社会的変化によるものと捉えている。 1 . 2 .でみたようにウクライナは

東西、また自治共和国であるクリミア等歴史的にも民族的にも大きな地域差があるとい

うことはいわれていることであるが、自治共和国であるクリミアの例を除くと、 2 0 0 1 年

調査の結果で目立つのは東ウクライナのドネツィクで全国的なウクライナ化に逆行する

形で言語面でのロシア化が進んでいることであり、 2 0 0 1 年国勢調査における 1 つの特徴

である。だがこの地域差についてはメディアではほとんど触れられなかった。  

	 このように 2 0 0 1 年国勢調査の結果が示しているものは、全体的なウクライナ化のみ

ではない。東部、南部においては未だロシア人、ウクライナ語「母語話者」が水増しさ

れる傾向にある国勢調査の結果をもってしてもロシア語が数多く、ドネツィクにおいて

は民族的にはウクライナ化が若干進んでいるものの言語的にはロシア化が進んでいると

いう興味深い事実を示している。このことは、ドネツィクと隣接し同じ東部地域ではあ

るものの、センサス結果では民族的にも言語的にもウクライナ化しているハルキウと比

較すると明らかであるように、同じ東部地域とひとくくりにして論じることはできない

複雑で込み入った地域差を示しているといえよう。ウクライナの社会言語学者ラリサ・

マセンコはドネツィクにおける「ロシア語化」の理由として、ハルキウにはハルキウ大

学をはじめとする多くの高等教育機関があり有識者が多く、文化・学術面ではキエフと

並んでウクライナの中心をなしているため、工業地域であるドネツィクと比べると、同

じ東部地域であってもハルキウはウクライナ化されやすい状況であると述べている 1 3 2。  

	 このように、 2 0 0 1 年国勢調査時においては一口に全国的に「ウクライナ化」している

と報道されていたものの、各地域によりその状況は異なり、決して一様ではないことに

注意を払わなければならない。また本論では詳述することはしないが、各州においても

都市部と農村部では勿論民族構成、言語状況ともに大きな隔たりがみられる。  

	  
                                                        
1 3 1  8 0 年代後半にみられたウクライナ化運動、ウクライナ語を唯一の国家語とする言語法の
制定、ナショナリズムの昂揚、ソ連邦の崩壊とウクライナ独立の過程でより「ウクライナ

化」された現状が結果として表れているとみえるというもの。  
1 3 2  筆者が行ったラリサ・マセンコへのインタビュー（ 2 0 0 5 年 3 月 1 7 日、キエフ・モヒラ
アカデミーにて）から。ウクライナにおける社会言語学者、特に言語問題をテーマに据え

る研究者は特定の言語擁護、政策の支持等自身の立場を明確にしていることが多い。マセ

ンコはウクライナ語擁護の立場である。  
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 5 . 3 .	 各種機関による言語状況に関する調査結果  

 
ウクライナ独立後、唯一の国家語であるウクライナ語は国家により使用が推進され、

またロシア語をはじめとする「外国語」の脅威に対し保護されてきたことは既にのべ

た。一方のロシア語は 2 0 1 2 年の「国家言語政策基本法」制定に至るまでは具体的な法

的地位は規定されてこなかった。 2 0 0 1 年国勢調査ではこのようなウクライナ語を中心に

据えた調査がデザインされている可能性は否めず、ウクライナにおける「母語話者」の

地域差をみるにはそれなりに意味があるものの、人々の実際の言語使用状況を計るもの

としては不十分であるといわざるをえない。また、調査時から 1 0 年以上が経過してお

り、現在の言語状況を知るための情報として用いるにはかなり信憑性が薄い。そこで、

特にロシア語とウクライナ語という二言語状況をみるにあたり、これまで発表されてい

る調査結果をみてみよう。次節 5 . 3 . 1 .及び 5 . 3 . 2 .では社会調査基金が実施した調査結果

を国勢調査ではわからない言語状況を垣間みるのに用いることとし、必要に応じて適宜

他の調査結果を補助的に用いる。  

 

5 . 3 . 1 .  言語使用状況  

 

「ウクライナ社会調査基金」により実施された 2 0 0 9 年 2 月の調査結果では日常コミ

ュニケーション言語が問われ、ロシア語を選んだ人が全体の過半数を占め 5 1％、ウクラ

イナ語が 4 3％、ウクライナ語とロシア語の混合が 6％であった 1 3 3。 2 0 0 7 年のデータで

はウクライナ語が 4 8％、ロシア語が 4 7％、中部地域に限るならウクライナ語が 6 7％ロ

シア語が 2 6％だった。この結果のみから推測すると、 2 0 0 7 年から 2 0 0 9 に至るまでは

ゆるやかにロシア語化が進んでいたかのようにみえる。しかし国勢調査同様にこの「社

会調査基金」が実施したようなロシア語かウクライナ語か、そして混合語かという選択

肢の中から一言語を選ぶ調査からは二言語使用状況は見えてこない。そこで、データは

少し古いものの 2 0 0 6 年に「リサーチアンドブランディング」が実施した調査結果をみ

                                                        
1 3 3  Фон д  "Обще с т в е н н о е  мн е н и е "  ( 2 0 0 9 )  調査期間は 2 0 0 9 年 2 月 2 ~ 1 1 日、対象者は 1 8
歳以上の 2 0 0 0 人 ( h t t p : / / b d . f o m . r u / r e p o r t / m a p / u k r a i n / u k r a i n _ e o / d u 0 9 0 2 2 5  2 0 1 4 年 3 月
3 0 日閲覧 )。  
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てみよう。この結果は人々のバイリンガル状況をある程度反映しているといえよう 1 3 4。   

 

表 5 . 3 . 1 . 1 .  インフォーマントによる言語習熟度評価（％）  

 自由に話せる

レベル  
ある程度十分な

レベル  
十分では

ない  
習得していな

い  
どちらとも言えな

い  

ウクライナ語  5 7  2 9  1 1  3  -  

ロシア語  6 8  2 4  5  1  2  

 

	 ここではウクライナ語に比べロシア語の方が得意である人が多いということが明らかに

されているということと共に、ウクライナの人々のかなり高い割合がバイリンガルである

ことがわかる。あまりに高いバイリンガルの比率から、ビラニュークは特にウクライナ語

能力が過大評価され申告されているかもしれない可能性を指摘している 1 3 5。この結果か

らは地域別のバイリンガルの様相はわからないものの、これまでロシア語有力地域とされ

てきたウクライナ東部や南部のみではなく、それ以外の地域においてもエスニックロシア

人やロシア語母語話者以外にも多数の「ロシア語使用者」がかなり存在するということを

示しているといえる。  

 

5 . 3 . 2 .  言語意識  

 

次に個々人による言語使用とは別に彼らが言語に対して抱いている意識についてみてみ

よう。  

まず「ウクライナ社会調査基金」の結果から地域党が提唱するロシア語に第二国家語の

地位を与えようとする動きに関するウクライナの人々による賛否を概観しておきたい。ロ

シア語の第二国家語化に対する賛同不賛同の結果と同調査で問われたコミュニケーション

言語の結果を照らし合わせると、コミュニケーション言語として 4 4％の人がウクライナ

語を、 4 9％の人がロシア語をあげていたのに対し、ロシア語の第二国家語化については

5 5％が賛同しており、中部地域に限定するとコミュニケーション言語として 6 0％がウク

                                                        
1 3 4  R e s e a r c h  a n d  B r a n d i n g  ( 2 0 0 6 )   調査期間は 2 0 0 6 年 1 1 月 5 日 − 1 5 日、対象者は 1 8 歳
以上の 2 2 1 5 人 ( h t t p : / / r b . c o m . u a / u p l o a d / 5 1 8 2 . p d f  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧 )。  

1 3 5  B i l a n i u k  L .  a n d  M e l n y k  S . ,  A  t e n s e  a n d  S h i f t i n g  B a l a n c e :  B i l i n g u a l i s m  a n d  
E d u c a t i o n  i n  U k r a i n e  p p .  3 4 6 - 3 4 7 .   
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ライナ語をあげ、 3 2％がロシア語をあげているがロシア語の国家語化に賛同していたの

は 4 1％であった 1 3 6。話者であるから支持する、話者でないから支持しない、というもの

ではないのは当然ともいえるが、この「ロシア語話者」数と「ロシア語支持者」数の違い

に留意したい。  

	 ロシア語の地位、もしくはロシア語使用の制限がロシア語優勢地域に限った問題ではな

いことを、外国映画のウクライナ語吹き替えについての例でみてみよう。海外映画のウク

ライナ語への吹き替えは 2 0 0 6 年から 2 0 0 8 年はじめにかけて目立って議論の俎上に上が

ったトピックである。ウクライナ語推進者、ウクライナ語擁護者らは外国映画が専らロシ

ア語による字幕、吹き替え上映されていたことに対し苦情を呈し、ロシア語吹き替え映画

に対するボイコット運動を展開し、更には配給会社にウウクライナ語の吹き替え、字幕の

作成を嘆願したりしていた。これを受け、 2 0 0 7 年 1 2 月 2 0 日、ウクライナ憲法裁判所は

「キネマトロギー法（映画法）」の解釈をめぐり、全ての外国語の映画をその配給の前に

ウクライナ語で字幕もしくは吹き替え作成を義務づける判決を下した。これに対しロシア

外務省はこの判決が「地域言語または少数言語のための欧州憲章」に反しているという声

明を発表した。   

憲法裁判所の判決に対し、ウクライナの人々がどのように考えているか、いくつかの調

査結果で明らかにされている。判決を受けて 2 0 0 7 年 1 2 月に実施された「ファースト・

ムーヴィーズ・インターナショナル」の調査では 1 3 7、 1 1％の住民のみが字幕や吹き替え

のウクライナ語化に反対しているという結果であるが、「社会調査基金」の調査結果は大

きく異なり、憲法裁判所の判決に賛成していると回答したのは 2 8％にすぎず、反対が過

半数の 6 2％、どちらともいえないとしたのが 1 0％だった。  

	 この「社会調査基金」の調査で問われた日常的なコミュニケーション言語の回答は、ウ

クライナ語より１％多い 4 7％の回答者がロシア語と答え、ウクライナ語としたのは

4 6％、ウクライナ語とロシア語の混合語としたのが７％であった。憲法裁判所の判決に

は過半数が反対であったウクライナ中部にかぎっていうと、 6 4％の人が日常的なコミュ

ニケーションにウクライナ語を用いると回答している。ここで、「ロシア語有力地域」の

                                                        
1 3 6  Фон д  "Обще с т в е н н о е  мн е н и е "  
( h t t p : / / b d . f o m . r u / r e p o r t / m a p / u k r a i n / u k r a i n _ e o / d u 0 8 0 8 0 1  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧 )   
1 3 7  « O n l y  1 1 %  o f  U k r a i n i a n s  o p p o s e d  t o  m o r e  f i l m s  d u b b e d  i n  U k r a i n i a n  –  p o l l »  
0 5 . 0 2 . 2 0 0 8 ,  U N I A N   ( h t t p : / / a r c h i v e . i s / 6 4 n Y G  2 0 1 4 年 3 月 1 5 日閲覧 )  
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東部や南部とはまた違った中部地域におけるロシア語に関する疑問が生じる。かなり多く

の人がウクライナ語とロシア語のバイリンガルであるとはいえ、「ウクライナ語話者」が

多数を占めるにも関わらず外国映画のウクライナ語吹き替え等ウクライナ語の排他的使用

を進める政策に反対する者の数が大幅に上回るというユニークな特徴が見られる。同様の

傾向はロシア語第二国家語に関する賛否と使用言語でもみられ、首都キエフを含むウクラ

イナ中部では特に自己提示した使用言語とその言語の使用機会の拡大や排他的使用を進め

る政策に対する意識の間に乖離があることに注意しなければならない。  

 

 5 .4 .  行政、教育、マスメディアと使用言語  

 

	 2 0 1 2 年「国家言語政策の基盤法」制定以前は、憲法、言語法で規定された唯一の「国

家語」であったウクライナ語が行政、裁判等の公的場面、また大学教育における言語で

あった。よって国会議員は国民に対しウクライナ語で演説することが求められ、大学入

試もウクライナ語が必須であった。特に独立以降、行政機関をはじめとする公的場面で

ウクライナ語の使用が必要とされたため、多くの「ウクライナ語表現マニュアル」が出

版された。  

	 一方、小中等教育においてはウクライナ語で教授するウクライナ語学校のみでなく、

ロシア語学校も選択肢に含まれており、ロシア語で教育を受けることも可能である。と

はいえ、近年ロシア語学校の数は減少し、ロシア語学校は首都のキエフでは 7 校、ロシ

ア語クラスを設けている学校は 1 2 校に留まっているという 1 3 8。  

	 ウクライナにおけるマスメディアについては 2 0 0 4 年のオレンジ革命に続き、体制の

転換によりメディアの自由度は大幅に拡大され、結果的に内容的には体制側に対しより

批判的なものとなっている。だが入手できるリソースということになると、流通してい

る部数という意味ではロシア語優位であるという状態に変わりはない。表 5 . 4 . 1 .が示す

ように、ウクライナで も読まれている新聞は『ファクトゥィ』『セヴォードニャ』とい

ったロシア語紙であることがわかる。ウクライナ語紙では 3 位に『スィリスィキ・ヴェ

スチ』が入っているものの、発行部数を鑑みるとウクライナ国内で読まれている新聞の

過半数はロシア語であることが理解できよう。  
                                                        
1 3 8   «Си т у а ц и я  с  р у с с к им  я зы к ом  н а  Укр а и н е  о ч е н ь  т яж е л а я »  2 6 . 0 5 . 2 0 1 3  
( h t t p : / / i z v e s t i a . r u / n e w s / 5 5 0 9 5 0  2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧 )  
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表  5 . 4 . 1 . 	 ウクライナ国内の発行部数上位 1 2 位までの新聞とその使用言語 1 3 9  

名称  使用言語     発行部数  

“Фак т и ”『ファクティ』  ロシア語  6 0 0 , 0 0 0 -  
6 2 3 , 0 0 0  

“Се г о д н я ”『セヴォードニャ』  ロシア語  7 0 0 , 0 0 0 -  
1 5 0 , 0 0 0  

“С і л ь с ь к і  в і с т і ”  
『スィリスィキ・ヴェスチ』  ウクライナ語  5 0 0 , 0 0 0 -  

2 9 7 . 9 0 0  

“Веч е р н и е  в е с т и ”  
『ヴェチェルニェ・ヴェスティ』  

ロシア語	  
ウクライナ語  

5 0 0 , 0 0 0 -  
1 1 5 , 0 0 0  

“Го л о с  Укр а ї н и ”  
『ホロス・ウクライヌィ』  

ロシア語	  
ウクライナ語  

1 7 0 , 0 0 0 -  
1 5 0 , 0 0 0  

“Ар г ум е н ты  и  фа к ты  в  Укр а и н е ” 	  
『アルグメントィ・イ・ファクトゥィ・

ヴ・ウクライネ』  
ロシア語  1 7 0 , 0 0 0 -  

2 0 7 , 5 0 0  

“Укр а ї н а  мол о д а ”『ウクライナ・モロダ』  ウクライナ語  1 6 3 , 0 0 0 -  
1 6 3 , 6 5 0  

“Ки е в с к и е  в е д ом о с т и ”  
『キエフスキエ・ヴェドマスチ』  

ロシア語	  
ウクライナ語  

1 4 8 , 0 0 0 -  
1 6 2 , 0 0 0  

“Уря д о в и й  к у р ’ є р ”  
『ウリャドヴィイ・クルエル』  ウクライナ語  1 3 0 , 0 0 0 -                   

6 0 , 5 9 3  

“Ден ь ”  
『ジェーニ /デニ』  

ロシア語	  
ウクライナ語  

6 2 , 0 0 0 -  
6 5 , 4 0 0  

                                                        
1 3 9  Б е с т е р -Д і л ь ґ е р  А .  Мовн а  п о л і т и к а  т а  мо в н а  с и т у а ц і я  в  Укр а ї н і :  а н а л і з  і  
р е к ом е н д а ц і ї ,  c . 2 4 4 の表を元に筆者が作成。発行部数については情報源により若干の差が
見られた。  
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名称  使用言語     発行部数  

“Г а з е т а  п о - у к р а ї н с ь к и ”  
『ガゼタ・ポ・ウクラインスキ』  ウクライナ語  6 0 , 0 0 0 -  

4 7 7 , 7 8 0  

	 	 	 	 “Д з е р к а л о  т и ж н я /   
З е р к а л о  н е д е л и ”  

『ゼルカロ・ティジニャ /  
ゼルカラ・ニジェリ』  

ウクライナ語	  
ロシア語  

5 3 , 0 0 0 -  
4 8 , 0 0 0  

 

	 テレビの「ウクライナ語放送」に至っては、それを明確に取り決める時間数をカウン

トすることは容易ではない。特に情報番組や視聴者参加型の番組では話者によって言語

が切り替わることが頻繁にみられ、「ウクライナ語」のみで放送されている番組は多くは

ない。「放送法」の改正で全放送時間中のウクライナ語放送が占めるべきノルマが取り決

められた際も、ロシア語放送にウクライナ語の字幕が付けられたものが「ウクライナ語

放送」とカウントされたることもよくみられた。  

	 マスメディアと使用言語という問題に関しては、各メディアでどの言語が用いられて

いるかのみには留まらず、近年その内容に注目した研究も発表されている。クリクはメ

ディアにおいてどの言語に関するどのようなイベントがニュースとして取り上げられる

か、どう報道されるか分析している 1 4 0。クリクによると各メディアにおいて、ウクライ

ナ語は国の機能や関心の言語としてのみではなく社会の言語「陳腐なナショナリズム」

の生産に貢献するような「基幹民族語」という役割を担っているという。  

	 国語の使用促進に関する公式声明や政策の進展は通常はコメントなしに報道されてい

るが、「ハリー・ポッター」のウクライナ語吹き替え版の公開や、ロシア語学校がその教

授言語をウクライナ語にシフトする、といったウクライナ語に関わる社会・文化イベン

トのトピックは「ニュース」に値するものとして、ロシア語をはじめとする他の言語に

関するものよりは多く取り沙汰されているとしている。一方で、ウクライナ語の発展が

危ぶまれるようなトピック、例えばウクライナ語で出版された書籍発行部数がロシア語

のそれと比して少数であるなどという内容のものは常態を逸脱するかのような重大な問

                                                        
1 4 0  前述のマセンコとは対照的に、ヴォロディミル・クリクはウクライナにおけるロシア語擁
護、ロシア語の推進を唱えようとする立場を明確にしている。K u l i k ,  I d e o l o g i e s  o f  
l a n g u a g e  u s e  i n  p o s t - S o v i e t  U k r a i n i a n  m e d i a ,  p p . 8 9 - 9 2 .  
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題として提示されているというのだ。  

	 このようなメディアの論調はクリクが名付けるところのこの「中道派のイデオロギ

ー」を国中に適応させることに大きな貢献をしている 1 4 1。彼のいう「中道派のイデオロ

ギー」とは、まずウクライナ語が唯一の主要な「国家語」であり社会的な言語であるこ

と、更に同時にウクライナ語とロシア語という 2 つの主要な言語を受け入れる、という

2 つの役割の常態を生み出し確固たるものとすることで、現在ウクライナで放映される

ニュースの多くがこれらを同時に可能にしているという 1 4 2。  

	 書籍出版に関しては、 2 0 1 3 年時点の現代ウクライナにおいてはロシア語出版物の数が

増加しつつあるといわれている 1 4 3。 2 0 1 3 年 8 月 1 日時点で  国内においてウクライナ語

によるものは 1 4 , 3 1 8 , 8 0 0 点、ロシア語によるものは 1 2 , 9 8 3 , 4 0 0 点にのぼった。今年出

版された書籍名称数は 1 3 , 6 5 3 点、全発行部数は 3 5 , 2 3 1 , 0 0 0 にのぼり、 4 8 7 点のウクラ

イナ語ロシア語二言語の書籍が出版された。ロシア語出版物の増加は 2 0 1 0 年頃にみら

れ、当時は上半期のみでウクライナ語の出版物が 7 , 7 9 1 , 1 0 0 であったのに対し、ロシア

語によるものは 7 , 9 6 3 , 7 0 0 にのぼった。 2 0 1 1 - 1 2 年にかけては全般的にウクライナ語の

出版数はロシア語のものをわずかに上回っていたという。  

 

 5 .5 .  結論  

 
	 国勢調査の結果をみると、ウクライナ国内における「ナショナリティ」がウクライナ

人、「リードナ・モーヴァ」がウクライナ語であるという国民は多数派であるということ

になるが、より現実に即した調査結果や統計の結果に鑑みるならば、国勢調査の結果は

必ずしもウクライナ社会の現実を示しているものとはいえない。民間団体、組織による

調査結果が示しているのは「ナショナリティ」であれ「リードナ・モーヴァ」であれ日

常の「コミュニケーション言語」であれウクライナ人かロシア人か、ウクライナ語かロ

シア語かという二者択一では捉えきれない複雑なウクライナ社会の様相である。その結

果の中でも特にウクライナ語の「話者数」とその言語の肯定的措置となる言語政策に対

                                                        
1 4 1  K u l i k ,  “ I d e o l o g i e s  o f  l a n g u a g e  u s e  i n  p o s t - S o v i e t  U k r a i n i a n  m e d i a ”  p p . 8 9 - 9 2 .  
1 4 2  K u l i k ,  “ I d e o l o g i e s  o f  l a n g u a g e  u s e  i n  p o s t - S o v i e t  U k r a i n i a n  m e d i a , ”  p p . 8 9 - 9 2 .  
1 4 3  “В  Укр а и н е  с т р ем и т е л ь н о  р а с т у т  т и р аж и  к н и г  н а  р у с с к ом  я зы к е , ”  Укр а и н с к и й  
Би з н е с  Р е с у р с ,  2 0 1 3 年 8 月 2 日  h t t p : / / u b r . u a / u k r a i n e - a n d - w o r l d / s o c i e t y / v - u k r a i n e -
s t r e m i t e l n o - r a s t u t - t i r a j i - k n i g - n a - r u s s k o m - i a z y k e - 2 4 3 8 6 8  
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する賛同者数が大きく異なるという事実は特筆すべきであろう  

	 また様々なデータを用い明らかになった人々を取り巻く状況は行政、教育でウクライ

ナ語がロシア語よりも用いられている傾向が伺えたものの、それ以外の人々を取り巻く

環境ではロシア語が優位であり、例えばウクライナ国内の書籍出版数ではその数はロシ

ア語とウクライナ語の出版物の数は拮抗していたものの、そこにロシアからの「輸入

品」を考慮に入れると新聞と同様にロシア語の出版物が多数を占めていることが容易に

想像できよう。  

	 次章では、まずこのような地域、また場面によって一様ではない言語状況が存在する

ウクライナの一都市として、首都であるキエフ市で 2 0 0 6 年に実施したパイロット調査

を基に考察をすすめる。 5 . 2 . 2 . 2 .でみたようにキエフ市はセンサスにおける民族・言語

構成が比較的全国平均に近くまた首都であるため、当地の言語使用状況および言語意識

を 1 つの指標として用いることは可能であると考えた。パイロット調査の結果を踏ま

え、更に 2 0 1 0 年にウクライナの 5 つの地域で実施した本調査の結果を用いて言語状況

および言語意識を概観し、「新言語法」で地域住民中の話者数に応じ「地域語」という地

位を与える根拠となっている「リードナ・モーヴァ」の解釈について考察する。  
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第 6 章	 「リードナ・モーヴァ」の解釈  

 

 6 .1 .「リードナ・モーヴァ」解釈の可能性  

 

ソヴェト時代から現代に至るまでこれまで多くの研究者が文化や言語について語ると

きに用いられる「ナショナリティ」や「ラドノイ・イズィーク」また「リードナ・モー

ヴァ」の術語としてのあいまいさ、またそのような設問に回答する際に生じる誤解の可

能性を指摘している。国勢調査の結果や機関が実施した調査結果から「実際の言語使用

や能力ではなく精神的なよりどころ」、また「理想化された回答」であることはよく知ら

れている。前述の、塩川は民族語を「母語」とする者は公式統計では水増しされている

傾向があることを指摘しており 1 4 4、全体としてこのような傾向は確かであろうと推測さ

れる。一方で、日常的にどの言語を使用し、どのような言語意識を有する被験者がどの

言語を「リードナ・モーヴァ」として選択し、回答しているかということについては未

だ十分な研究はなされていない。言語使用に関する個人の趣向や選択のみではなく、「リ

ードナ・モーヴァ」の選択の可能性も含め今後より詳細に明らかにされるべきである。  

本章では筆者が 2 0 0 6 年キエフ大学で実施したパイロット調査及び 2 0 1 0 年にキエフ、

ハルキウ、ドニプロペトロウシク、オデッサ、リヴィウで実施したアンケート本調査の

結果をもとに、どのような言語的バックグラウンドを有する被験者が「リードナ・モー

ヴァ」を含む設問に対しどのような解釈をしているか、また被験者から得られる回答の

選択にどのような傾向がみられるか分析を試みる。  

 

 6 .2 .  パイロットスタディ概要と結果  

 

2 0 0 6 年 9 月初旬にキエフ大学東洋学部及び生化学部の学生、教員を対象にパイロット

調査を実施した。調査票はウクライナ語で作成し一部を除き回答者による自由記述式と

し、 1 8 4 人から回答が得られた。うち「ナショナリティ」がウクライナ人であるとした

のは 1 6 9 人、全体の 8 割を女性が占め、約半数がキエフ市出身であり、 1 9 8 0 年前後に

生まれた学生が大部分を占めている。本論ではインフォーマントのうち「ナショナリテ

                                                        
1 4 4
	 塩川伸明『民族と言語』 1 5 2 - 1 5 7 ページ。         
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ィ」がウクライナ人である 1 6 9 人を分析の対象とし、ここでその結果を概観しておく

1 4 5。  

 

6 . 2 . 1 .  「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”  

 

ウクライナ人 1 6 9 人のうち、「リードナ・モーヴァ」がウクライナ語であるとしたのは

1 2 7 人（ 7 5 . 1％）、ロシア語であるとしたのは 3 4 人（ 2 0 . 1％）、またウクライナ語とロ

シア語の両方が「リードナ・モーヴァ」であるとしたのは 8 人（ 4 . 7％）であった 1 4 6。

インフォーマントによる「リードナ・モーヴァ」の解釈を分析するため、別にスクトゥ

ナブ・カンガスが m o t h e r  t o n g u e の解釈としてあげている「幼少期の言語」 1 4 7「両親と

話す言語」 1 4 8「 もよくできる言語」 1 4 9という項目を設けた。「幼少期の言語」をウク

ライナ語と回答したのは 6 2 人（ 3 6 . 7％）、ロシア語であると回答したのは 7 9 人

（ 4 6 . 7％）、ウクライナ語とロシア語両方が 2 7 人（ 1 5 . 9％）、その他の言語とするもの

が 1 人であった。「リードナ・モーヴァ」をウクライナ語とする結果と比べウクライナ語

を「幼少期の言語」とする者はかなり少なく、ロシア語、またウクライナ語とロシア語

の両方をあげたものが多くみられた。また設問「両親と話す言語」の結果も「リード

ナ・モーヴァ」の結果とは異なるものであり、「両親と話す言語」としてウクライナ語の

みをあげた人は 7 4 人（ 4 3 . 8％）、ロシア語のみをあげたのが 8 2 人（ 4 8 . 5％）、ウクライ

ナ語とロシア語の両方であるとしたのが 1 3 人（ 7 . 7％）であった。そして設問「 もよ

                                                        
1 4 5  大学という場である以上、留学生を含む「外国人」は少なからずみられたが、パイロット
スタディでは「ナショナリティー」とは別に「国籍」を問う項目は設けなかったことを付記

しておく。  
1 4 6  調査票における質問は “Як у  мо в у  Ви  в в аж а є т е  р і д н ою ? ”  本調査は記述式のため、一言
語しか選択できない国勢調査の結果と比較することはできないものの、参考に 2 0 0 1 年ウク
ライナ国勢調査のキエフ市における結果をあげると、ウクライナ人（全体の 8 2 . 8％を占め
る）のうちウクライナ語「母語話者」は 7 0 . 5％であり、ロシア語を「母語話者」が 1 1 . 7％と
2 0 0 6 年時のパイロット調査結果の方がウクライナ語「母語話者」が多い。  
1 4 7  調査票における質問は “Як ою  мо в ою  Ви  р о з м о в л я л и  в  д и т и н с т в і  ? ”  
これはスクトゥナブ・カンガスによる “ m o t h e r  t o n g u e ”解釈のうち “ o r i g i n ”「初めて話した言
語」に相当するものとして作成した。  
1 4 8  調査票における質問は “Як ою  мо в ою  Ви  р о з м о в л я є т е  з  б а т ь к ам и ? ”  
これは も身近なコミュニケーションに用いるという意味でスクトゥナブ・カンガスによる

“ m o t h e r  t o n g u e ”解釈のうち “ f u n c t i o n ”「機能・使用」に相当するものとして作成した。  
1 4 9  調査票における質問は “Як ою  мо в ою  Ви  в о л о д і є т е  н а й к р ащ е ? ”  
  スクトゥナブ・カンガスによる “ m o t h e r  t o n g u e ”解釈のうち “ c o m p e t e n c e ”「駆使能力」に
相当するものとして作成した。  
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くできる言語」としてウクライナ語のみをあげた人は 6 0 人（ 3 5 . 5％）、ロシア語のみを

あげたのは 6 2 人（ 3 6 . 6％）、ウクライナ語とロシア語の両方をあげたのは 4 0 人

（ 2 3 . 7％）であり、また「 もよくできる言語」を「スルジク」とする回答が一例あっ

た。「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」のいずれの結果も「リー

ドナ・モーヴァ」を質問したときの結果とは明らかに異なるものであった。  

	 「リードナ・モーヴァ」として自認している言語を「幼少期の言語」としていない者

や「両親と話す言語」としていない者、また「 もよくできる言語」としていない回答

者が存在することから、「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」と

「リードナ・モーヴァ」の関連性の強弱を明らかにする必要がある。そこでインフォー

マント全員の回答結果を用いてこれらの設問におけるクラメール連関係数 V を算出した

1 5 0。  

 

表 6 . 2 . 1 . 1 .  2 0 0 6 年調査における「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる

言語」「リードナ・モーヴァ」のクラメール連関係数 V  

 全回答を含め

た場合  
回答をウクライナ語と  
ロシア語に限定した場合  

「幼少期の言語」と「両親と話す言語」  0 . 6 2 2 5 3 3 2  0 . 9 4 4 6 0 8 7  

「幼少期の言語」と「 もよくできる言語」  0 . 5 3 2 8 1 5 8  0 . 8 5 4 9 1 7 6  

「両親と話す言語」と「 もよくできる言語」  0 . 4 6 8 9 8 2 7  0 . 8 6 3 5 0 3 9  

「幼少期の言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 3 9 7 5 1 8 3  0 . 5 1 1 6 9 4 2  

「両親と話す言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 4 3 1 6 2 3 8  0 . 5 5 0 6 5 4 4  

「 もよくできる言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 3 9 9 0 8 4 8  0 . 5 1 8 1 3 1 8  

 

全ての被験者の回答を用いて算出すると「幼少期の言語」と「両親と話す言語」の関

連性が も強く、続いて「幼少期の言語」と「 もよくできる言語」、「両親と話す言

語」と「 もよくできる言語」が続く。「リードナ・モーヴァ」と「幼少期の言語」、「リ

ードナ・モーヴァ」と「両親と話す言語」、「リードナ・モーヴァ」と「 もよくできる

言語」もやや強い相関があるものの、「リードナ・モーヴァ」を除く設問結果の関連の強

度に比べれば若干弱いものといえる。各設問の回答をウクライナ語とロシア語に限定し

                                                        
1 5 0  クラメール連関係数は関連性の強弱を明らかにするもので 0 (関連性無し )－ 1 (完全に一
致 )の間で表される。  
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再度クラメール連関係数を算出するとその差はより明確であり、「幼少期の言語」「両親

と話す言語」「 もよくできる言語」のそれぞれの連関係数は 0 . 8 5 以上で非常に強い関

連性が認められるものの、「リードナ・モーヴァ」とそれ以外の設問結果の連関係数は

0 . 5 ほどである。  

	 このクラメール連関係数の結果は、回答者の多くが「幼少期の言語」と「両親と話す

言語」、「 もよくできる言語」として同一の言語を回答する傾向にあるものの、一方の

「リードナ・モーヴァ」は “ m o t h e r  t o n g u e ”と同一の言語が回答されないということを

示すものである。  

	 「リードナ・モーヴァ」として「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる

言語」とは異なる言語が回答される可能性は、ウクライナ語「母語話者」数が多数を占

めていても「幼少期の言語」や「両親と話す言語」「 もよくできる言語」の設問でウク

ライナ語を回答する者が「母語話者」と比較して少ないことからも示唆されていた。こ

のような理由から「リードナ・モーヴァ」と「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 も

よくできる言語」の関連度はその「リードナ・モーヴァ」とする言語に応じて異なると

考えられる。そこでウクライナ語「母語話者」とロシア語「母語話者」の「幼少期の言

語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」の結果を対比して分析しておきたい。  

 

表 6 . 2 . 1 . 2 . 	 2 0 0 6 年調査における「リードナ・モーヴァ」の言語と「幼少期の言語」  

「幼少期の言語」  	 ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語  
ロシア語  

ウクライナ語とロシア語  

6 1 人	 （ 4 8 . 3％）  
4 2 人	 （ 3 3 . 0％）  
2 3 人	 （ 1 8 . 1％）  

1 人	 （ 2 . 9％）  
3 0 人  （ 8 8 . 2％）  
3 人	 （ 8 . 8％）  

 

表 6 . 2 . 1 . 3 . 	 2 0 0 6 年調査における「リードナ・モーヴァ」の言語と「両親と話す言語」  

「両親と話す言語」  	 ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語  
ロシア語  

ウクライナ語とロシア語  

7 4 人	 （ 5 8 . 3％）  
4 4 人	 （ 3 4 . 6％）  

9 人	 （ 7 . 1％）  

0 人  
3 3 人	 （ 9 7 . 0％）  

1 人	 （ 2 . 9％）  
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表 6 . 2 . 1 . 4 . 	 2 0 0 6 年調査における「リードナ・モーヴァ」の言語と「 もよくできる言

語」  

「 もよくできる言語」  	 ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語  
ロシア語  

ウクライナ語とロシア語  

5 9 人	 （ 4 6 . 5％）  
3 1 人	 （ 2 4 . 4％）  
3 1 人	 （ 2 4 . 4％）  

2 人	 （ 3 . 9％）  
2 8 人	 （ 8 2 . 4％）  
4 人	 （ 1 4 . 3％）  

 

表 6 . 2 . 1 . 2 . - 6 . 2 . 1 . 4 .からウクライナ語は「リードナ・モーヴァ」として多くのインフ

ォーマントに選ばれているが、そのウクライナ語を必ずしも「幼少期の言語」とみなし

ているわけでもなければ、 も近い存在である両親とのコミュニケーションに使用され

ているわけでもなく、「 もよくできる言語」がウクライナ語であるというわけでもな

い。逆にいうなら、ウクライナ語は「幼少期の言語」でなくとも、両親とのコミュニケ

ーションに用いなくとも、「 もよくできる言語」ではなくとも、「リードナ・モーヴ

ァ」になりうるのである。これはウクライナ語「母語話者」の「リードナ・モーヴァ」

観念の特殊性に由来するものと思われる。すなわち先行研究で論じられてきたウクライ

ナ語「母語話者」の水増しとも捉えられるもので、アレルの二分類に当てはめるならば、

「 個 人 の も の 」 で あ る “ m o t h e r  t o n g u e ” で は な く 「 集 団 の も の 」 で あ る “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”として「リードナ・モーヴァ」が理解されていることを示している。  

	 確かにアレルはウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」には “ n a t i v e  l a n g u a g e ”の意味

で解釈されやすい傾向があることを論じてはいるが、他方の “ m o t h e r  t o n g u e ”がどのよ

うに存在しているのかについては具体的に示してはいない 1 5 1。本調査結果で明らかにな

った「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」の強い関連性はこれら

をひとつのものとして解する捉え方、すなわちアレルのいう “ m o t h e r  t o n g u e ”という概

念が、ウクライナ人の解する「リードナ・モーヴァ」とは必ずしも同一ではない言語を

提示するものとして受け入れられるという素地を示すものといえよう。また「リード

ナ・モーヴァ」が何語であるかに関わらず「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよ

                                                        
1 5 1  子供時代から話している言語も もよくできる言語もロシア語であってもロシア人ではな

いので「リードナ・モーヴァ」はウクライナ語とするキエフの大学生らの「リードナ・モー

ヴァ」が “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈されない例をあげるにとどまっている ( A r e l ,  I n t e r p r e t i n g  
“ N a t i o n a l i t y ”  a n d  “ L a n g u a g e ”  i n  t h e  2 0 0 1  U k r a i n i a n  C e n s u s ,  p . 2 4 0 )。  
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くできる言語」がほぼ一致していることから、この “ m o t h e r  t o n g u e ”は「リードナ・モ

ーヴァ」から独立した概念として存在しうるものと考えられる。  

一方、既にウクライナ人ロシア語「母語話者」は「リードナ・モーヴァ」を「個人の

もの」であるこの “ m o t h e r  t o n g u e ”と捉えている。彼らの「リードナ・モーヴァ」解釈

は「集団のもの」である国家やウクライナ民族への帰属を示す “ n a t i v e  l a n g u a g e ”から自

由であることから、これまで指摘されてきた “ n a t i v e  l a n g u a g e ”とは別に「リードナ・モ

ーヴァ」を “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈するインフォーマントにも注意を向ける必要があ

る。言語態度を問う調査項目において「リードナ・モーヴァ」をロシア語とする回答者

は「ウクライナ人であるならばウクライナ語は義務的である」という項目に賛同しない

傾向がみられたことから 1 5 2、彼らは意識的に自民族の言語であるウクライナ語を「リー

ドナ・モーヴァ」とすることを避け、個人の言語使用に立脚して「リードナ・モーヴ

ァ」を “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈しているといえよう。  

 

6 . 2 . 2 .  2 0 0 6 年パイロット調査における言語使用と言語意識  

 

	 パイロット調査では言語的属性、使用を問うもののみに留まらず、彼らが抱く意識に就

いても質問項目を設けた。ここで結果を概観してみよう。  

 

表 6 . 2 . 2 . 1 .テレビを見る言語、インターネットで使用する言語  

 ロシア語  ウ、ロ両言語  ウクライナ語  
テレビ番組を見る   2 3  ( 1 2 . 5 % )    1 2 6  ( 6 8 . 5 % )    3 1  ( 1 6 . 8 % )  
インターネットで用いる   6 2  ( 3 3 . 7 % )   8 4  ( 4 5 . 7 % )    1 8  ( 9 . 8 % )  

 

                                                        
1 5 2  殆どのインフォーマントがウクライナ語を「ウクライナ人であるならば義務的な言語」で

あるとしている（ 1 4 3 人 ( 8 4 . 6 % )が肯定的に回答）ゆえ、これを選ばなかったインフォーマン
トは非常に興味深い傾向を示すものとなりうる。選ばなかったインフォーマントを「リード

ナ・モーヴァ」別にみると、ウクライナ語「母語話者」が 1 2 人（ウクライナ語「母語話者」
の 9 . 4％）、ロシア語「母語話者」が 1 1 人（ロシア語「母語話者」の 3 2 . 4％）であった。ロ
シア語「母語話者」の方がウクライナ語「母語話者」よりも「ウクライナ人であるならばウ

クライナ語は義務的である」ということに否定的であるという傾向は、カイ自乗検定で確認

したところ（ p - v a l u e  =  0 . 0 1 1 4 7＜ 0 . 0 5）統計的に有意なものであった。「ウクライナ人であ
るならばウクライナ語を話せなければならない」というのは、「母語」を “ n a t i v e  l a n g u a g e ”
と解釈し「民族語」を回答するということに近いものである。よってここでもロシア語「母

語話者」が「リードナ・モーヴァ」解釈をめぐって “ n a t i v e  l a n g u a g e ”のイデオロギー性から
自由であることが示された。  
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表 6 . 2 . 2 . 2 .  混合語と「スルジク」の使用  

 1  2  3  4  5  平均値  
混合語を使用する  
いつも使用する ( 1 ) -決して使用しない ( 5 )  

3  2 1  6 2  5 9  3 4  3 . 5 5 7 0 6 5  

混合語使用に対し肯定的 ( 1 ) -否定的 ( 5 )  0  1 0  1 6  5 6  1 0 0  4 . 3 5 2 4 5 9  
スルジク使用に対し肯定的 ( 1 ) -否定的 ( 5 )  1  4  9  3 5  1 3 2  4 . 6 1 8 7 8 5  

 

表 6 . 2 . 2 . 3 .  言語意識  

 ウクライナ語  ロシア語  
仕事に必要  7 5  ( 4 0 . 7 6 % )  2 6 ( 1 4 . 3 % )  

高等教育に必要  6 6  ( 3 5 . 8 7 % )  4 5  ( 2 4 . 4 6 % )  
権威ある言語  2 6  ( 1 4 . 1 3 % )  2 2  ( 1 1 . 9 6 % )  
都市の言語  2 8  ( 1 5 . 2 2 % )  4 3  ( 2 3 . 3 7 % )  
田舎の言語  1 3  ( 1 3 . 0 4 % )  2  ( 1 . 0 9 % )  

自由に話せる言語  7 4  ( 3 9 . 1 9 % )  1 3 4  ( 7 2 . 8 3 % )  
ウクライナ人であるなら  
話せなければならない  

1 5 7  ( 8 5 . 3 3 % )   – 1 5 3  

 

	 表 6 . 2 . 2 . 3 のようなそれぞれの言語に対する意識はどのようなインフォーマントによ

りもたらされるのか分析するため、ウクライナ語、ロシア語に対する個々人の意識とイ

ンフォーマントの言語的属性との関連をみた。すると、「ウクライナ語が大学教育に必要

である」という項目の選択は「両親と話す言語」、また「 もよくできる言語」の選択と

関連があり、ウクライナ語のみで両親と話したり、 も良くできる言語としてウクライ

ナ語のみを挙げたインフォーマントはその他のインフォーマントに比べ、大学教育にウ

クライナ語が必要であるとしている 1 5 4。ウクライナ語が仕事に必要であるという項目の

選択は もよくできる言語の選択と関連があり、興味深いことにロシア語のみを もよ

くできる言語としてあげた人が他の人よりもウクライナ語が仕事に必要であるとする傾

向がみられた 1 5 5。  

                                                        
1 5 3  ロシア語に関するこの質問は問われなかった。  
1 5 4  両親と話す言語との関連では X - s q u a r e d = 1 0 . 4 5 4 6 , d f = 3 , p v a l u e = 0 . 0 1 5 7 9 で p < 0 . 0 5 で有
意な差が認められ、 もよくできる言語との関連も X - s q u a r e d = 1 4 . 0 8 5 5 , d f = 5 , p -
v a l u e = 0 . 0 1 5 0 8 で p < 0 . 0 5 で有意な差が認められた。  
1 5 5  ウクライナ語が仕事に必要という項目に対する選択と もよくできる言語の選択というこ

とに関しカイ自乗検定の結果、X - s q u a r e d  =  6 . 5 1 9 2 ,  d f  =  2 ,  p - v a l u e  =  0 . 0 3 8 4 で有意な差
が認められた。  
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	 メディアにおける言語使用に関し、テレビとインターネットにおける言語選択に注目

すると、テレビを見る際はウクライナ語がより多く選択され、インターネットではロシ

ア語が選択される傾向が明らかである 1 5 6。テレビをどの言語でみるかという選択と も

良くできる言語の選択に関連がみられ、ウクライナ語が もよくできるというインフォ

ーマントはウクライナ語の番組を視聴していると回答している（ p < 0 . 0 5） 1 5 7。ウクライ

ナ語意識との関連では、ウクライナ語がウクライナ人であるなら義務的とした人や権威

があるとした人はそうでない人よりもウクライナ語番組を視聴する傾向がみられ 1 5 8、逆

にウクライナ語が田舎っぽいとしたインフォーマントはロシア語で視聴する傾向がみら

れた 1 5 9。またロシア語意識との関連では、仕事に必要であるという項目の選択と関連が

みられ、ロシア語が仕事に必要とした人はそうでない人よりもロシア語で視聴する傾向

がみられた 1 6 0。テレビを視聴する際の言語とインターネットを使用する際の言語選択の

差は、インターネットの言語がテレビのように制限されていないことに加え、視聴とい

う受動的なものに留まらずインターネットが有するよりコミュニカティブで能動的な使

用の可能性に由来すると考えられる。インターネットでの言語使用と関連がみられたの

は「リードナ・モーヴァ」と混合語使用に関する意識で、両方の言語を「リードナ・モ

ーヴァ」としている人は他の人よりも比較的ウクライナ語でインターネットを使用する

傾向にあり、ロシア語を「リードナ・モーヴァ」とした人はロシア語で使用する傾向が

みられた 1 6 1。  

	 混合語の使用に対する意識に関し、インターネットで使用する言語としてウクライナ

語のみを挙げたインフォーマントはそうではない者に比べ混合語使用について否定的に

                                                        
1 5 6  ウィルコクソンの符号順位検定から W  =  1 8 6 2 2 ,  p - v a l u e  =  1 . 3 9 7 e - 0 6、テレビと比較
し、インターネットではロシア語が選択される傾向があるといえる。  
1 5 7分散分析の結果  F = 4 . 1 8 9 7 , n u m  d f = 2 . 0 0 0 , d e n o m  d f = 1 0 9 . 3 4 8 ,  p - v a l u e = 0 . 0 1 7 6 5 となり
有意な差が認められた。  
1 5 8分散分析の結果 F = 6 . 8 6 7 4 ,  n u m  d f = 1 . 0 0 0 ,  d e n o m  d f = 3 2 . 2 1 ,  p -  v a l u e = 0 . 0 1 3 2 8 で
p < 0 . 0 5 から有意な差が認められた。ウクライナ語が権威あるという項目との関連では
F = 9 . 0 3 9 9 ,  n u m  d f = 1 . 0 0 0 ,  d e n o m  d f = 3 7 . 4 4 7 ,  p - v a l u e = 0 . 0 0 4 5 9 8 で p < 0 . 0 1 から有意な差が
認められた。  
1 5 9  ウクライナ語が田舎っぽいという項目との関連は F = 5 . 5 9 4 6 ,  n u m  d f = 1 . 0 0 0 ,  d e n o m  
d f = 4 6 . 1 7 3 ,  p - v a l u e = 0 . 0 2 2 2 7 で p < - 0 . 0 5 から有意な差が認められた。  
1 6 0分散分析の結果  F = 4 . 3 0 1 3 ,  n u m  d f = 1 . 0 0 0 ,  d e n o m  d f = 1 2 6 . 5 4 5 ,  p - v a l u e = 0 . 0 4 0 1 1 が得ら
れ、有意な差が認められた。  
1 6 1分散分析の結果  F = 5 . 6 1 8 7 ,  n u m  d f =  2 . 0 0 ,  d e n o m  d f = 1 8 . 3 6 ,  p - v a l u e = 0 . 0 1 2 4 8 で有意な
差が認められた。  
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捉えている傾向がみられた 1 6 2。また、ウクライナ語とロシア語を混ぜて話すことがある

か、という質問の回答と「リードナ・モーヴァ」の選択で関連がみられ、両方の言語を

「リードナ・モーヴァ」とした人は他の人に比べ混ぜて話すことは少ないと回答してい

る 1 6 3。同様に両親と話す言語との関連もみられ、ロシア語で両親と話すと回答した人は

混ぜて話すことが他の人より多い傾向がみられる 1 6 4。  

	 また混合語の使用に対する意識に関し、両親と話す言語としてロシア語のみを挙げた

インフォーマントは他の被験者に比べ混合語使用について肯定的に捉えている傾向がみ

られた。  

	 混合語に対する意識と両親と話す言語、また他の言語的属性のに加え、ロシア語への

意識に関するいくつかの項目の選択と関連がみられた。ロシア語が大学教育に必要と考

えている人はそうでない人と比較し混ぜて話すことは少ないと回答している 1 6 5。同様に

ロシア語が仕事に必要だと考えている人とそうでない人でも混ぜて話す傾向が異なり、

ロシア語が仕事に必要だと考えている人は混ぜて話すことは少ない傾向が見られた 1 6 6。  

	 以上の関連を踏まえ、次節ではパイロット調査結果からインフォーマントの言語使

用、意識そして「リードナ・モーヴァ」解釈に関する考察を試みよう。  

 

6 . 2 . 3 .  2 0 0 6 年パイロット調査結果の考察  

 

	 まず「リードナ・モーヴァ」と言語的属性、言語イメージから明らかなのは、キエフ

における学生たちには大学教育や仕事といった公的場面ではウクライナ語の必要性が認

識され、ウクライナ語習得およびその使用に対する義務感を感じ、「リードナ・モーヴ

ァ」としてウクライナ語があげられるものの、「幼少期に話していた言語」や「両親と話

す言語」また「友人と話す言語」ではロシア語が選ばれ、テレビとは異なり言語的な選

                                                        
1 6 2分散分析により F = 3 . 5 2 8 7 , 	 n u m  d f = 2 . 0 0 ,  d e n o m  d f = 5 6 . 1 9 ,  p - v a l u e = 0 . 0 3 6 0 1 から有意
な差が認められた。  
1 6 3  F = 3 . 7 3 0 7 ,  n u m  d f = 2 . 0 0 0 ,  d e n o m  d f = 1 8 . 9 4 2 ,  p - v a l u e = 0 . 0 4 3 0 5  
1 6 4分散分析の結果 F  =  3 . 4 1 3 2 ,  n u m  d f  =  2 . 0 0 ,  d e n o m  d f  =  3 8 . 8 6 ,  p - v a l u e  =  0 . 0 4 3 0 9 で有
意な差が認められた。  
1 6 5分散分析の結果、 F  =  4 . 2 6 7 4 ,  n u m  d f  =  1 . 0 0 0 ,  d e n o m  d f  =  3 3 . 9 3 2 ,  p - v a l u e  =  0 . 0 4 6 5 6
で有意差が認められた。  
1 6 6 	 分散分析の結果、  F  =  4 . 0 1 8 9 ,  n u m  d f  =  1 . 0 0 0 ,  d e n o m  d f  =  7 9 . 0 4 3 ,  p - v a l u e  =  
0 . 0 4 8 4 2 で有意な差がみられた。  
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択の幅がより広いインターネットというメディアとの関わりにおいてはロシア語が選択

される傾向があるということだ。調査人数が少ないゆえ断定はできないものの、 2 0 0 6 年

の調査時においてキエフの学生の言語使用は公的場面ではウクライナ語、私的場面では

ロシア語が優勢となるダイグロシアであったという可能性がある。これはテレビとイン

ターネットにおける言語使用の差から、何らかの規制がなされている分野ではウクライ

ナ語が、規制がない場ではロシア語が好んで用いられていた、とも考えられる。  

	 混合語の使用、それに対する意識ではロシア語意識やロシア語話者との関連で有意な

差がみられたものが多くあったことから、分析結果を論拠とし、 5 . 3 . 2 .の「社会調査基

金」の調査結果で明らかになっていた「ウクライナ語話者」が多数を占めるにも拘ら

ず、海外映画のウクライナ語への吹き替えの義務化に反対するものも同時期の同機関に

よる調査であるのにこちらも多数を占めていたというウクライナにおける「ロシア語話

者」と「ロシア語擁護者」の不一致を以下で考えてみよう。  

	 パイロット調査の結果明らかになったのは、  

 

1 )ウクライナ語のみをインターネットで使用する人は混合語使用に対し比較的否定的。  

2 )両親とロシア語のみで話す人は混合語を比較的使用しない一方、混合語使用に対し比

較的寛容。  

3 )  「リードナ・モーヴァ」としてウクライナ語とロシア語の両方をあげた人は混合語を

比較的使用しない。  

4 )  「両親と話す言語」としてウクライナ語とロシア語の両方をあげた人は混合語を比較

的使用する一方で、混合語使用に関しては否定的。  

5 )ロシア語が大学教育に必要であると回答した人は混合語を比較的使用する。  

6 )ロシア語が仕事に必要であると回答した人は混合語を比較的使用する。  

 

ということであった。  

	 両親とロシア語のみで話す人は混合語を比較的使用しない一方でそれに対する意識は

寛容であった。一方で  「両親と話す言語」としてロシア語とウクライナ語の両言語をあ

げた人は混合語使用に関し も否定的であるが、比較的使用すると回答している。両言

語を「リードナ・モーヴァ」とする人は混合語使用が少ないと回答しており、これらの

インフォーマントは両親とロシア語のみで話すが、ウクライナ語を義務的と感じている
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人たちであり、両言語で両親と話すインフォーマントをほとんど含んでいなかった。ま

たロシア語の公的場面における必要性を感じている人は混合語を比較的使用していると

回答しており、ロシア語話者（特にロシア語を両親と話す言語としてロシア語をあげて

いるインフォーマント）と公的場面におけるロシア語の必要性を感じている者との混合

語使用に関し少なからず差がみられる。よって少なくとも 2 0 0 6 年パイロット調査のイ

ンフォーマントの間では公的場面におけるロシア語の必要性を感じているロシア語の擁

護者とロシア語話者は混合語の使用とそれに対する意識において違いがみられる、とい

うことになる。  

	 ウクライナ語が大学や仕事に必要であるか否かという選択は使用言語（「両親と話す言

語」）や言語能力（「 もよくできる言語」）と関連がみられたが、ロシア語に関しては有

意な差はみられなかった。これはウクライナ語の公的使用はウクライナ語話者により支

持されているのに対し 1 6 7、ロシア語の公的使用を後押しするのがロシア語使用者に限定

されないということであり、ロシア語の公的使用は混合語を比較的使用する人たちによ

り支持され、それは「ロシア語話者」とイコールではないということを示唆している。

ウクライナ語に関しては「リードナ・モーヴァ」をウクライナ語とする者が必ずしもウ

クライナ語使用者ではないことが指摘されているが、ロシア語に関してはその擁護者、

もしくは公的場面における必要性を感じている人が必ずしもロシア語使用者であるとい

うわけではなく、それはウクライナ語「母語話者」が多くカウントされたり、ウクライ

ナ語能力が過大に自己申告されることの裏返しとして、必然的に生じたウクライナ語話

者を自認しつつウクライナ語の義務化に反対したりロシア語の公的使用を支持する層が

存在するゆえ、ということになる。これは 5 . 3 . 2 .でみたようなある言語の「話者数」と

その言語に対する肯定的な政策の支持者数の乖離を説明しうるものである。  

	 ウクライナにおけるバイリンガル話者の数が多いことは前述したが、本調査でもほぼ

全てのインフォーマントが複数の設問により両言語を用いていることが判明した。この

ような二言語の使用が言語の混合の危険性を増すことは否定できない。しかし実際に混

合語を比較的使用する傾向があるという結果になったのは、両親と二言語で会話する、

のように特定のある場面で、また特定のある相手に対し二言語を用いている場合である

                                                        
1 6 7  例えばウクライナ語が「権威ある」としたインフォーマントは、幼少期にウクライナ語の
みで話していたインフォーマントに多いという傾向がみられ、カイ自乗検定の結果有意な差

が認められた。  
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ことが考えられる。興味深いことに、上記の混合語を比較的使用しない「両親とロシア

語で話し」「『リードナ・モーヴァ』としてウクライナ語とロシア語の両方をあげる」被

験者は重複している。つまり彼らはロシア語で両親と話すが「リードナ・モーヴァ」と

してロシア語と「ウクライナ人だから」ウクライナ語を同時にあげているのであり、ド

メインによってはウクライナ語が用いられるものの（例えば大学の先生と話す言語等）

限られた範囲内に留まり言語使用はロシア語優位で安定していると考えられる。  

	 一方、両親と二言語で話す、というようにある一つの決まった場面、特定の相手に対

し二言語を用いる人は日常的に二言語を用いているため、場面による使い分けが完全で

はないと予想される。それが結果的に比較的混合が起こりやすいという傾向に繋がった

のではないだろうか。パイロット調査の項目「あなたが自由に話せる言語」として、一

般市民より高いウクライナ語能力が期待されるキエフ大学の学生にとってもロシア語の

方が多く「習得されている」と回答されていることから、ウクライナ語よりもロシア語

の習得度が高いと考えられ、混合語を比較的使用する傾向にある人はこの「より習得さ

れている」と予想されるロシア語の使用機会を奪われることに敏感であると考えられ

る。このような層の存在が 5 . 3 . 2 .でみたロシア語第二国家語化や外国映画のウクライナ

語吹き替えというような議論の際に、結果的に「ロシア語話者」数を上回る「ロシア語

支持者」の数として表出するものと考えられる。  

	 パイロット調査はその調査対象がウクライナ語での受験を経てかつ入学後も主として

ウクライナ語が使用されるキエフ大学の学生であるため、ウクライナ語能力の過大自己

申告は他の調査で心配されるほどではないと考えられる。一方で他の調査で明らかにさ

れている「ロシア語話者」数を上回るロシア語の公的使用の支持者やウクライナ語の独

占的な地位への反対者の存在に関し、言語の混合使用と人々の言語意識からその理由を

導きだしたことに変わりはない。  

	 ロシア語の地位や第二国家語化が議論の俎上に上がるとき、 2 0 1 2 年の「言語政策基本

法」制定以前にはウクライナの法基準ではまず「ロシア語話者」数を拠り所とするので

はなく、民族的ロシア人のパーセンテージが論拠とされ持ち出されてきた。さらに「ロ

シア語話者」という基準に至ったとしても多くの場合「母語話者」がカウントされるこ

とになり、ウクライナにおいては「ウクライナ語話者」が水増しされることを考慮に入

れると、「ロシア語話者」は相対的に少なく数えられていた。軽蔑的なタームとして認識

されている「スルジク」に象徴されるように、二言語の混合は嫌われ、正確さやその標
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準変種の使用に注意をはらう傾向は対話者と異なる言語で話す「ノン・アコモデーショ

ン・バイリンガリズム」とよばれる現象を生み、日常生活のみならずメディアや公的場

面でも広くみられるようになっている 1 6 8。  

	 正しいウクライナ語と正しいロシア語を志向する風潮にはウクライナ語かロシア語

か、という二者択一式の調査方法は適しているともいえ、例えば不十分な言語能力や混

合語使用を隠すのには役立つともいえよう。一方でパイロット調査の結果でみられた

「両親と両言語で話す」という回答のように場や相手に依存しない二言語使用は言語の

混合の可能性と密接に関わり、結果的に「ロシア語話者」ではない「ロシア語支持者」

となって現れる可能性が考えられる。 5 . 3 . 2 .で言及したウクライナ中部地域でみられた

ウクライナ語話者が過半数を超えるのにウクライナ語の字幕に関する判決に過半数が反

対するような現象は、パイロット調査の結果を踏まえるとウクライナ語化が進められれ

ばすすめられるほど、また言語の標準や正しさへの志向がされればされるほど過小に申

告される「ロシア語話者」とそれに釣り合わない数を占めるロシア語擁護者として今後

も顕著に現れてくると予想される。  

 

6 . 2 . 4 . 	 「リードナ・モーヴァ」と「矛盾回答」  

 

	 ウクライナの言語問題を研究対象に据え、使用言語、実施地域、回答者数に違いはあ

るものの、これまで本論文で扱うパイロット調査及び本調査を含め 2 0 0 4 年から 2 0 1 0 年

にかけウクライナ国内において 3 度アンケート調査を実施してきた。いずれの調査にお

いてもその主要目的は彼らの「リードナ・モーヴァ」とその解釈であったが、いずれの

調査においても「リードナ・モーヴァ」という語の解釈に矛盾が見られる回答がいくら

かみられた。このような「リードナ・モーヴァ」に関わる回答を本論文では「矛盾回

答」とし、インフォーマントの一様ではない「リードナ・モーヴァ」解釈を見る一端と

して分析の対象とする。  

	 アンケートでは「あなたのリードナ・モーヴァは何語ですか」という直接「リード

ナ・モーヴァ」を問う設問の他に「リードナ・モーヴァ以外に使用できる言語」 1 6 9を問

                                                        
1 6 8  B i l a n i u k ,  “ L a n g u a g e  i n  t h e  b a l a n c e :  t h e  p o l i t i c s  o f  n o n - a c c o m m o d a t i o n  o n  
b i l i n g u a l  U k r a i n i a n – R u s s i a n  t e l e v i s i o n  s h o w s , ”  p p .  1 0 5 - 1 0 7 .  
1 6 9 	 調査票の質問は  “Як ою  мо в ою  Ви  в о л о д і є т е  к р і м  р і д н о ї  мо в и ? ”  
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う項目を設けた。これは「リードナ・モーヴァ」として回答した言語以外の言語能力を

問うものであるが、間接的に「リードナ・モーヴァ」を再び問うことになり、この設問

の回答は結果的にインフォーマントによる「リードナ・モーヴァ」解釈の曖昧さを露呈

するものとなっている。  

	 インフォーマントの大部分は言語使用領域、また受動的か能動的かという点において

若干の違いはあるものの、日常生活でウクライナ語とロシア語の両方を使用するバイリ

ンガルである 1 7 0。しかし「リードナ・モーヴァ」としてウクライナ語のみを提示したイ

ンフォーマントが「リードナ・モーヴァ以外に使用できる言語」としてロシア語をあげ

なかったり、ロシア語を「リードナ・モーヴァ」とするインフォーマントが「リード

ナ・モーヴァ以外に使用できる言語」にウクライナ語をあげないという現象がみられ

た。これは質問の文脈が異なれば「リードナ・モーヴァ」ということばの捉えられ方が

異なるということを示唆するもので、本論文ではこのような例を「リードナ・モーヴ

ァ」解釈に矛盾が見られた回答という意味で「矛盾回答」と呼ぶことにする。「矛盾回

答」の多くは「リードナ・モーヴァ以外に使用できる言語」という質問で用いられる

「リードナ・モーヴァ」には単に「リードナ・モーヴァ」を直接問う場合には提示しな

い言語も含まれてしまった結果として起こるものであると考えられる。この「矛盾回

答」は通常の分析過程においては「無効」となる回答であるが、このような回答数がかな

り多く、この「矛盾」をする回答者はあるカテゴリーに偏っている傾向が見出されたため

「無効」とはせず分析対象に用いることとする。  

	 ここで「矛盾回答」が起こりうる要因として、次の 4 点が考えられる。  

 

	 1）ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」という語が “ m o t h e r  t o n g u e ”も “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”も示しうる多義性を有しており、文脈により一様ではない解釈が可能と

なっている  

   2）個人の言語アイデンティティそのものに曖昧さがみられ、「リードナ・モーヴァ」

を回答する際にその曖昧さが露呈する  

                                                        
1 7 0  アンケート調査では「両親と話す言語」の他、「友人と話す言語」「先生と話す言語」「お
祈りする言語」「何語でテレビを見るか」「何語でインターネットを使用するか」という項目

を設けた。その結果、インフォーマントのほぼ全員が何らかの形でウクライナ語とロシア語

を使用していた。  
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3）「スルジク」を初めとする混合語等、ウクライナ語なのかロシア語なのか、回答と

してどの言語を挙げるのが適切なのかわからない  

4）ウクライナ語、ロシア語のうち「リードナ・モーヴァ」ではない他方の言語を使用

はしているが「使用できる、習得している」とは提示したくない  

以上の要因を踏まえ、 2 0 0 6  年のキエフでのパイロット調査結果をみてみよう。  

	 調査地がキエフ市ではあるものの、出身地や民族言語的背景が多岐にわたり、かつウ

クライナ語の知識は必須である大学生というある意味特殊なカテゴリーが対象であった

ことを考慮に入れるならば、上記「矛盾回答」の要因のうち 1）及び 2）が主だった原因

であることが予想される。  

	 パイロット調査では全回答者 1 8 4 人中 5 4 例の「矛盾回答」がみられた。うち「ナシ

ョナリティ」がウクライナ人である 1 6 9 人のインフォーマント中の「矛盾回答」 5 1 例に

限定し、分析を試みた。まず矛盾を有する回答をしたインフォーマントがどのように自

己の「リードナ・モーヴァ」を回答しているかに注目し分類すると表 6 . 6 . 1 .のようにな

る 1 7 1。  

 

表 6 . 2 . 4 . 1 	 2 0 0 6 年調査における「矛盾回答」と「リードナ・モーヴァ」  

「リードナ・モーヴァ」  ウクライナ語  ロシア語  両方  

矛盾回答数  3 2（ 2 5 . 9％）  1 7（ 5 0％）  2（ 2 5％）  

 

ここから、ロシア語「母語話者」に顕著に高い割合で「矛盾回答」が見出されることが

わかる 1 7 2。  

	 しかし、これまでの調査結果からも明らかなように、ウクライナ語「母語話者」の

「リードナ・モーヴァ」は必ずしも「幼少期の言語」や「両親と話す言語」「 もよくで

きる言語」と一致するのもではなかった。よってウクライナ語「母語話者」のこれらの

下位分類を含めた「矛盾回答」数の分類を表 6 . 2 . 4 . 2 - 6 . 2 . 4 . 4 に示す。  

 

                                                        
1 7 1
	 括弧内の数字は「矛盾回答」数を該当の「母語」話者数で割ったものである。  

1 7 2  ロシア語「母語」話者に「矛盾回答」が多いという傾向は、「矛盾回答」をしたインフォ
ーマントの「母語」をウクライナ語とロシア語に限定しカイ二乗検定を行った結果 p - v a l u e  
=  0 . 0 4 8 4 が得られ、 p＜ 0 . 0 5 から統計的に有意なものである。  
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表 6 . 2 . 4 . 2 	 2 0 0 6 年調査における  矛盾回答と「幼少期の言語」  

「リードナ・モーヴァ」  ウクライナ語  ロシア語  両方  

幼少期の言語  ウクライナ語  ロシア語  両方  ―  ―  

矛盾回答数  8 ( 1 3 . 1 % )  1 6 ( 3 8 . 9 % )  8 ( 3 4 . 7 8 % )  1 7 ( 5 0 % )  2 ( 2 5 % )  

 

表 6 . 2 . 4 . 3 . 	 2 0 0 6 年調査における  矛盾回答と「両親と話す言語」  

「リードナ・モーヴァ」  ウクライナ語  ロシア語  両方  

両親と話す言語  ウクライナ語  ロシア語  両方  ―  ―  

矛盾回答数  1 0（ 1 3 . 5％）  2 0 ( 4 5 . 5 % )  2（ 2 2 . 2％）  1 7 ( 5 0％ )  2 ( 2 5 % )  

 

表 6 . 2 . 4 . 4 . 	 2 0 0 6 年調査における  矛盾回答と「 もよくできる言語」  

「リードナ・モーヴァ  ウクライナ語  ロシア語  両方  

もよくできる言語  ｳ ｸ ﾗ ｲ ﾅ語  ロシア語  両方  その他  ―  ―  

矛盾回答数  7 ( 1 1 . 9 % )  1 4 ( 4 5 . 1 % )  7 ( 2 2 . 6 % )  4 ( 6 6 . 7 % )  1 7 ( 5 0％ )  2 ( 2 5 % )  

 

上の表から明らかなように、ウクライナ語「母語話者」であっても「幼少期の言語」

や「両親と話す言語」「 もよくできる言語」としてロシア語のみを回答している場合、

ウクライナ語のみを回答する場合に比べ、矛盾回答が生じやすい傾向がみられる 1 7 3。こ

のような「矛盾回答」は、決して大きくはない規模のパイロット調査でもかなりの頻度

でみられたことから、おそらく一般的にもかなりの確率でみられるものであろうと予想

できる。一方で、ロシア語を「リードナ・モーヴァ」とするインフォーマント、またロ

シア語を  “ m o t h e r  t o n g u e ”とする者により高い頻度で矛盾回答がみられたという結果

                                                        
1 7 3  「幼少期の言語」をロシア語と回答したインフォーマントに多く「矛盾回答」がみられる
という傾向が統計的に有意なものであるか検証すべく、「矛盾回答」をしたインフォーマント

の「幼少期の言語」をウクライナ語とロシア語に限定しカイ二乗検定を行った。結果 p -
v a l u e  =  0 . 0 1 7 9 6 が得られ、 p＜ 0 . 0 5 から統計的に有意であるといえる。また「両親と話す言
語」をロシア語と回答したインフォーマントに多く「矛盾回答」が見られるという傾向が統

計的に有意なものであるか検証すべく、「矛盾回答」をしたインフォーマントの「両親と話す

言語」をウクライナ語とロシア語に限定しカイ二乗検定を行った。その結果 p - v a l u e  =  
0 . 0 0 1 5 1 8 が得られ、 p＜ 0 . 0 5 からは統計的に有意であるといえる。更に「 もよくできる言

語」としてロシア語のみをあげたインフォーマントに「矛盾回答」が多く見られるという傾

向が統計的に有意なものであるか検証すべく、「 もよくできる言語」をウクライナ語とロシ

ア語に限定カイ二乗検定を行った。結果として p - v a l u e  =  0 . 0 0 2 2 7 9 が得られ、 p＜ 0 . 0 5 から
統計的に有意であるといえる。  
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は、ウクライナにおけるロシア語話者とウクライナ語話者では「リードナ・モーヴァ」

解釈のなされ方が一定ではなく、異なるものである可能性があることを示唆していると

いえよう。ロシア語話者に多く「リードナ・モーヴァ」解釈の不安定さ、ゆらぎがみら

れるという結果から、ロシア語話者が多い地域において「矛盾回答」が多くみられるの

ではないか、更には地域の言語状況の差異はその地域の人々の「リードナ・モーヴァ」

解釈にも影響を与えているのではないか、という仮説が立てられる。この仮説を実証す

べく、本調査を次に示すようにウクライナ国内の異なる 5 つの地域で実施した。  

 

 6 .3 .  本調査概要  

 

	 本調査は 2 0 1 0 年 5 月 1 8 日から 6 月 9 日にかけ、首都のキエフ、東部地域ハルキウ及

びドニプロペトロウシク、南部のオデッサ及び西部のリヴィウで実施した 1 7 4。調査目的

の一つがロシア語の「ラドノイ・イズィーク」ではなくウクライナ語の「リードナ・モ

ーヴァ」解釈を問うことであったこと、また調査対象が大学生であり、ウクライナ語を

習得しているという前提の下で調査票はウクライナ語でのみ作成した 1 7 5。回答者の中に

はウクライナ語の質問にロシア語で回答した者も少なからずあった。本調査はウクライ

ナ国内の 5 つの各地域で実施したものの、その結果は限定的なものであり、地域別言語

状況やその差を論ずるものとしてはふさわしくない。よって本論文ではこの調査結果を

用い、多様なバックグラウンドを有するインフォーマントがどのような「リードナ・モ

ーヴァ」解釈を行っているか、そこに居住地域という要因がどう関わっているかという

視点で分析を試みるものとする。  

	 被験者は 5 4 9 人で、うち 5 4 5 人がウクライナ国籍を有し、 5 0 0 人が自身の「ナショナ

リティ」としてウクライナ人であると回答した。「ナショナリティ」がロシア人であると

回答したものは 2 3 人、加えて 3 人がウクライナ人でもありロシア人でもあると回答し

ている。インフォーマントの性別に関しては、調査を実施したのが文系学部であったこ

                                                        
1 7 4  調査地の選定に関しては、当初の希望調査地域全てにおいて実施できたわけではなく、現

地の協力者が得られずやむなく断念した地域もあるため、サンプルとしての偏りは否めな

い。キエフでは 2 0 1 0 年 5 月 3 1 日にキエフ大学の学生 8 8 人から、ハルキウでは 6 月 9 日ハ
ルキウ教育大学の 9 8 人の学生から、オデッサでは 5 月 2 7 日にオデッサ大学の学生 9 0 人か
ら、ドニプロペトロウシク大学で 5 月 2 6 日に 1 2 4 人の学生から、そしてリヴィウではリヴ
ィウ大学及びリヴィウ工科大学の 1 4 9 人の学生から回答が得られた。  
1 7 5  アンケート調査票およびその日本語訳は巻末の添付資料を参照のこと。  
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とも関係し、約 8 0％が女性と偏っている。また 8 2％以上のインフォーマントは 1 9 9 0 年

代初頭生まれであった。  

 

 6 .4 .  2010 年調査における「リードナ・モーヴァ」  と“mothe r  tongue”  

 

3 4 9 人（全体の 6 3 . 5 7 %）の回答者がウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」と回答し

ている一方で、 1 6 2 人が（ 2 5 . 9％）「リードナ・モーヴァ」がロシア語であるとしてい

る。そして 2 7 人の回答者がウクライナ語とロシア語の両言語を自身の「リードナ・モー

ヴァ」であるとしている。パイロット調査と同様にスクトゥナブ・カンガスの “ m o t h e r  

t o n g u e ”の定義に沿って「リードナ・モーヴァ」以外に「幼少期のの言語」「両親と話す

言語」及び「 もよくできる言語」という設問を設けた。「幼少期の言語」については

2 3 2 人（ 4 2 . 2 5％）がウクライナ語のみ、もしくはウクライナ語が主であったと回答し、

2 3 3 人（ 4 2 . 4 4％）がロシア語のみ、もしくはロシア語が主であったとする一方、 7 4 人

の被験者はウクライナ語とロシア語が同程度であったと回答し、残り 1 0 人はそれ以外の

言語を用いていたと回答している。  

「両親と話す言語」の結果もほぼ同様であり、 2 3 2 人（ 4 2 . 2 5％）がウクライナ語のみ

か主にウクライナ語、 2 4 3 人（ 4 4 . 2 6％）がロシア語のみもしくは主としてロシア語と回

答した。ウクライナ語とロシア語を同程度用いていると回答したのは 1 0 人（ 1 . 8 2％）

だった。  

更に 2 6 8 人（ 4 8 . 8 1％）の被験者が自身の「 もよくできる言語」としてウクライナ

語を挙げており、 2 1 1 人（ 3 8 . 4 3％）がロシア語と回答している。 6 0 人（ 1 0 . 9 2％）がこ

の設問の回答としてウクライナ語とロシア語の両方を挙げている。本調査においても、

「リードナ・モーヴァ」として回答者の過半数はウクライナ語を挙げているものの、他

方では「幼少期の言語」や「両親と話す言語」、「 もよくできる言語」では「リード

ナ・モーヴァ」でみられたほど「ウクライナ語」という回答は多くはない。アレルをは

じめとする多くの先行研究で言われ尽くされて来た「リードナ・モーヴァ」、ロシア語

の「ラドノイ・イズィーク」を問うとその民族語の話者数は調査者が意図する「実際

の」ネイティブ・スピーカー数としては水増しされること、また「リードナ・モーヴ

ァ」と第一言語である “ m o t h e r  t o n g u e ”が必ずしも一致しないということが本調査でも

確認できた。  
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「リードナ・モーヴァ」の解釈のされ方をみるにあたりそのサブカテゴリー “ m o t h e r  

t o n g u e ”  を得るための質問の 1 つとして、本調査では新たにビラニュークがいう「ノ

ン・アコモデーション・バイリンガリズムの言語」を含めた。前述したように「ノン・

アコモデーション・バイリンガリズム」とは、話し相手と言語やスタイルを合わせよう

とするアコモデーションをあえて避け、互いに「自分の言語」で話し続けコミュニケー

ションが続けられる状況で用いられることを指し、これは話し手にとってそのドメイン

において「 も身近な」もしくは「都合の良い」言語であるといえる。調査票では「話

し相手と異なる言語で話を続ける状況があるかどうか」を問い、「ある」と回答した被

験者には更に「自分が話す言語」と「相手が話す言語」を質問した。  

分析にあたりパイロットスタディと同様に、「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  

t o n g u e ”の言語を定義するのに用いる「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよく

できる言語」および「ノン・アコモデーション・バイリンガリズム」という設問から得

られた回答言語の関連をみてみよう 1 7 6。被験者の中で「国籍」がウクライナ人である、

とした被験者、また「ナショナリティ」がウクライナ人であるとした者の「リードナ・

モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”の関連は次のようであった。  

 

表  6 . 4 . 1 .  ウクライナ「国籍」保有者の「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくで

きる言語」「ノン・アコモデーション・バイリンガリズム ( N A B )」「リードナ・モーヴ

ァ」のクラメール連関係数 V  

  
全回答を含めた

場合  

回答をウクライナ語と  
ロシア語に限定した場合  

「幼少期の言語」と「両親と話す言語」  0 . 7 2 4 2 7 6  0 . 9 4 4 9 9 5  

「幼少期の言語」と「 もよくできる言語」  0 . 5 0 9 7 2 0 3  0 . 8 6 0 0 7 3 6  

N A B の言語と「幼少期の言語」  0 . 5 1 0 6 3 2 4  0 . 7 8 9 8 2 3 2  

「両親と話す言語」と「 もよくできる言語」  0 . 6 4 7 6 1  0 . 8 8 0 9 3 7 4  

N A B の言語と「両親と話す言語」  0 . 5 4 3 0 2 0 9  0 . 8 2 6 7 8 4 3  

N A B の言語と「 も良くできる言語」  0 . 5 1 3 0 6 6  0 . 7 5 6 5 5 7  

                                                        
1 7 6  ノン・アコモデーション・バイリンガリズムの言語に関し、「そのような状況を経験した
ことが無い」という回答は連関係数を算出するにあたって他の設問に対する回答としてみら

れた「両言語」と同様に扱い、「ウクライナ語」「ロシア語」という回答とは別のものとして

扱った。  
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「幼少期の言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 5 9 0 7 6 9  0 . 6 9 0 9 7 8 8  

「両親と話す言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 6 5 2 1 4 9 4  0 . 7 2 2 3 6 5 4  

「 もよくできる言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 4 4 4 0 3 3 5  0 . 7 3 3 8 0 0 9  

N A B の言語と「リードナ・モーヴァ」  0 . 4 1 6 8 6 2 2  0 . 5 9 1 2 7 8 8  

 

表  6 . 4 . 2 .  「ナショナリティ」がウクライナ人である被験者の「幼少期の言語」「両親と

話す言語」「 もよくできる言語」「ノン・アコモデーション・バイリンガリズム ( N A B )」

「リードナ・モーヴァ」のクラメール連関係数 V  

  
全回答を含めた

場合  

回答をウクライナ語と  
ロシア語に限定した場合  

「幼少期の言語」と「両親と話す言語」  0 . 7 2 0 2 9 2 6  0 . 9 5 0 3 3 7 4  

「幼少期の言語」と「 もよくできる言語」  0 . 5 7 0 6 8 2 7  0 . 8 5 2 5 5 5 3  

N A B の言語と「幼少期の言語」  0 . 4 9 8 0 0 4 2  0 . 7 8 1 3 1 3 5  

「両親と話す言語」と「 もよくできる言語」  0 . 5 9 8 0 7 8 2  0 . 8 5 4 9 4 6 4  

N A B の言語と「両親と話す言語」  0 . 5 3 6 0 7 5 9  0 . 8 2 1 8 6 2 9  

N A B の言語と「 も良くできる言語」  0 . 5 0 5 7 3 8 6  0 . 7 5 4 1 2 2  

「幼少期の言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 4 8 6 4 4 8 8  0 . 6 7 7 1 9 9 7  

「両親と話す言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 4 8 8 5 7 7 3  0 . 7 0 0 1 6 7  

「 もよくできる言語」と「リードナ・モーヴァ」  0 . 5 9 8 0 7 8 2  0 . 8 5 4 9 4 6 4  

N A B の言語と「リードナ・モーヴァ」  0 . 3 9 5 4 2 2 9  0 . 5 6 8 5 5 5 6  

 

	 表 6 . 4 . 1 と 6 . 4 . 2 は、「幼少期の言語」と「両親と話す言語」の連関係数が他の組み合

わせと比較し も高く、「幼少期の言語」と「両親と話す言語」の相関性の高さを示して

いる。加えて「 もよくできる語」と「幼少期の言語」、また「 もよくできる語」と

「両親と話す言語」の連関係数も高い。これらの結果は多くのインフォーマントが「幼

少期の言語」、「両親と話す言語」、「 もよくできる言語」として同一の言語を挙げてい

るということである。対して、「リードナ・モーヴァ」と他の設問の連関係数はどの組み

合わせにおいても高くはない。特に設問の回答として「ウクライナ語」もしくは「ロシ

ア語」という回答をしたインフォーマントに絞って分析すると、「リードナ・モーヴァ」

を含む組み合わせと “ m o t h e r  t o n g u e ”に関する設問の組み合わせにおいて、連関係数の

差はより明確なものとなる。「幼少期の言語」と「両親と話す言語」、また「 もよくで

きる言語」の連関係数はかなり強い関連性を示す 0 . 8 5 以上であるが、「リードナ・モー
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ヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”に関わる他の設問の連関係数は 0 . 6 7 - 0 . 7 3 に留まっている。  

	 更に、２つの表を比較すると、「ナショナリティ」がウクライナ人と回答したインフォ

ーマントによる「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”に関わる設問の連関係数の

方が、「ウクライナ国籍保有者」のものよりも低いということがわかる。換言すると、

「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”という設問に対する回答言語の不一致は、

ウクライナ人以外の他の「ナショナリティ」を含む「ウクライナ国籍保有者」よりも

「ナショナリティ」がウクライナ人であるインフォーマントにより多く見られた、とい

うことである。  

	 これらの結果は、パイロット調査の結果と同様にインフォーマントは「リードナ・モ

ーヴァ」を問われた時と “ m o t h e r  t o n g u e ”に関する設問に回答する時とでは異なる言語

を提示し、また「幼少期の言語」、「両親と話す言語」や「 もよくできる言語」といっ

た “ m o t h e r  t o n g u e ”に関わる設問に対しては、同一の言語を回答するという傾向を示唆

しており「リードナ・モーヴァ」について “ m o t h e r  t o n g u e ”に関わる設問とは異なる解

釈をしていることが垣間見える。「ナショナリティ」がウクライナ人であるインフォーマ

ントは、「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”に関わる設問の連関係数が「ウクラ

イナ国籍所有者」と比較するとより低い傾向にあり、よって本調査では「ナショナリテ

ィ」がウクライナ人であるインフォーマントが特に「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  

t o n g u e ”に関わる設問における回答として異なる言語を挙げる傾向にあったと考えるこ

とができる。以下の表ではウクライナ語、ロシア語、それぞれの「母語話者」達が「幼

少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」として「リードナ・モーヴァ」

とは異なる言語を挙げてことがわかる。  

 

表	 6 . 4 . 3 . 	 「リードナ・モーヴァ」の言語と「幼少期の言語」   

「幼少期の言語」  ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語のみ  
主としてウクライナ語  
ウクライナ語とロシア語  
主としてロシア語  
ロシア語のみ  

1 9 6  
5 3  
4 4  
2 9  
2 5  

0  
4  

1 9  
2 8  

1 0 9  
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表	 6 . 4 . 4 . 	 「リードナ・モーヴァ」の言語と「両親と話す言語」   

「両親と話す言語」  ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語のみ  
主としてウクライナ語  
ウクライナ語とロシア語  
主としてロシア語  
ロシア語のみ  

1 8 5  
4 2  
5 2  
4 2  
2 7  

0  
1  
5  

2 5  
1 3 1  

 

表	 6 . 4 . 5 . 	 「リードナ・モーヴァ」の言語と「 もよくできる言語」   

「幼少期の言語」  ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語のみ  
ウクライナ語とロシア語  

ロシア語のみ  

2 5 8  
3 1  
5 6  

6  
1 3  

1 4 1  

 

表 6 . 4 . 6．「リードナ・モーヴァ」の言語と「ノン・アコモデーション・バイリンガリズ

ム」の言語  

「ノン・アコモデーション・  
バイリンガリズム」の言語  

ウクライナ語  
「リードナ・モーヴァ」  

ロシア語  
「リードナ・モーヴァ」  

ウクライナ語のみ  
多くの場合ウクライナ語  

ロシア語のみ  
多くの場合ロシア語  
そのような状況は無い  

1 0 9  
1 1 3  
2 6  
6 7  
3 4  

2  
7  

5 8  
7 4  
2 1  

 

	 パイロットスタディの結果と同様に、表 6 . 4 . 3− 6 . 4 . 6 が示しているのは、多くのイン

フォーマントがウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」と回答している一方で、彼らに

とってウクライナ語が「幼少期の言語」でも「両親と話す言語」でもなければ「 もよ

くできる言語」でもない、ということがあるという事実であろう。 2 . 2 .でも触れたよう

にロシア語の「ラドノイ・イズィーク」同様、ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」

も個人の「母語」とされる “ m o t h e r  t o n g u e ”や「第一言語」いうものよりも「基幹民族

語」や更には「国語」という意味内容を含みうるより広い語義で捉えられてきた。この

傾向は本調査においても、「ナショナリティ」がウクライナ人であるインフォーマントは
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「リードナ・モーヴァ」としてウクライナ語が「幼少期の言語」や「両親と話す言語」

や「 もよくできる言語」ではなくともウクライナ語を回答する傾向があるという結果

に表れている。  

	 アレルが指摘しているように、ウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」やロシア語の

「ラドノイ・イズィーク」は “ m o t h e r  t o n g u e ”というよりはむしろ “ n a t i v e  l a n g u a g e ”を

意味するものであるという。一方でアレルをはじめとする先行研究では旧ソ連圏におい

て他方の “ m o t h e r  t o n g u e ”が人々にどのように理解されているか、また理解されていな

いかということについては論じられてこなかった。パイロット調査の結果と同様に、こ

こでもクラメール連関係数の結果認められた「幼少期の言語」「両親と話す言語」および

「 もよくできる言語」の設問に対する回答言語の強い関連性が確認できた。よってイ

ンフォーマントが「リードナ・モーヴァ」とは別に “ m o t h e r  t o n g u e ”という概念を受容

する余地があることを示していると考えられる。  

	 このような状況のもと、ウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」とみなす解釈が主流

ともいえる中で 1 6 2 人のインフォーマントがロシア語を「リードナ・モーヴァ」として

回答している。アレルの分類に従うならば、彼らは「リードナ・モーヴァ」として

“ n a t i v e  l a n g u a g e ”ではなく “ m o t h e r  t o n g u e ”を提示していることになる。それゆえ、彼

らは「リードナ・モーヴァ」を回答する際、その語が有するイデオロギー的側面である

“ n a t i v e  l a n g u a g e , ”換言するならばウクライナ人「ナショナリティ」の言語、またウク

ライナ国家への帰属意識というようなものに左右されない、と解釈することが可能であ

ろう。彼らは「リードナ・モーヴァ」を「個人の」 “ m o t h e r  t o n g u e ”と解しているので

ある。このようなロシア語を「リードナ・モーヴァ」とする彼らに特徴的な傾向とし

て、キエフにおけるパイロット調査の結果でも明らかであるように「ウクライナ人であ

るならばウクライナ語を習得しなけらばならない」という設問に他のインフォーマント

と比べ賛同しないということであった 1 7 7。換言するならば、ロシア語「母語話者」は

「ナショナリティ」はウクライナ人であってもウクライナ語習得に重きを置いていない

といえよう。上述の表のロシア語「母語話者」の “ m o t h e r  t o n g u e ”に関わる設問の回答

言語の関連においても、彼らの「リードナ・モーヴァ」解釈は個人の言語使用とその経

                                                        
1 7 7  質問は  “Чи  з г о д н і  Ви ,  з  н а с т у п н им  т в е р дж е н н ям и ?  “Укр а ї н с ь к ою  мо в ою  
п о т р і б н о  в о л о д і т и ,  т ом у  що  я  г р ом а д я н и н  Укр а ї н и . ” ” 	 ロシア語「母語話者」は他の言
語の「母語話者」に比べ、これに賛同しないと言う傾向には統計的に有為であった。  
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験に立脚したものであることが理解できる。  

 

 6 .5 .  2010 年調査における「リードナ・モーヴァ」、言語使用と言語意識  

 

言語意識についてはその法的地位とは別に、新聞雑誌の記事や学術論文においてもし

ばしばみられるような、「ウクライナ語は独立後に『国家語』の地位を得たものの、かつ

ては『いなかのことば』とされていた」や「ロシア語は『洗練された言語』であるとみ

なされている」のようなステレオタイプともいえる、生活の中で何らかのイデオロギー

に染まったイメージがある。しかし、どのような人々がどの言語に対しどのようなイメ

ージを持っているのか明らかにしている先行研究は決して多くはない。そこでこれらの

選択肢を含め、ウクライナ語、ロシア語をどのように捉えているか、またマスメディア

にアクセスする際に用いる言語についても問い、それぞれ次の表に示すような結果が得

られた。  

 

表 6 . 5 . 0 . 1 . 	 ウクライナ語に関する意識 1 7 8  

ウクライナ語は高等教育に必要だ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

3 5 1  
( 6 3 . 9 % )  

1 3 4  
( 2 4 . 4 % )  

2 9  
( 5 . 3 % )  

2 3  
( 4 . 1 % )  

1 2  
( 2 . 2 % )  1 . 5 6 2 8 4 2  

ウクライナ語は仕事に必要だ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

2 6 0  
( 4 7 . 3 % )  

1 6 7  
( 3 0 . 4 % )  

3 4  
( 6 . 2 % )  

7 8  
( 1 4 . 2 % )  

1 0  
( 1 . 8 % )  1 . 9 2 7 1 4  

 

                                                        
1 7 8以下の表では「完全に賛成」に「 1」、「どちらかというと賛成」に「 2」、「どちらとも
いえない」に「 3」、「どちらかというと反対」に「 4」、「完全に反対」に「 5」を代入し、
それぞれの平均値を算出した。「 1」に近いほど賛同する意見が多く、「 5」に近いほど反対
意見が多いということになる。  
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ウクライナ語は権威ある言語だ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと  

反対  
完全に  
反対  

どちらとも  
いえない  

平均値  

2 0 3  
( 3 6 . 9 % )  

1 6 9  
( 3 0 . 7 % )  

7 4  
( 1 3 . 5 % )  

8 4  
( 1 5 . 3 % )  

1 9  
( 3 . 5 % )  2 . 1 7 4 8 6 3  

ウクライナ人であるならウクライナ語を習得すべきだ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

3 9 0  
( 7 1 . 0 % )  

1 2 4  
( 2 2 . 5 % )  

1 2  
( 2 . 2 % )  

1 7  
( 3 . 1 % )  

6  
( 1 % )  1 . 4 0 6 1 9 3  

ウクライナ語は日常のコミュニケーションに必要である  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

1 7 0  
( 3 0 . 9 % )  

1 6 5  
( 3 0 . 0 % )  

6 9  
( 1 2 . 5 % )  

1 1 8  
( 2 1 . 5 % )  

2 7  
( 4 . 9 % )  2 . 3 9 3 4 4 3  

 

結果としていえることは、大多数の被験者が高等教育にウクライナ語が必要であると

回答しているということであろう。事実、 2 0 1 2 年の「国家言語政策基本法」施行まで高

等教育機関における教授言語は「公式には」ウクライナ語でなされるものと規定されて

おり、試験やレポートは原則としてウクライナ語で課せられている。また、高等教育と

同様、ビジネスシーンにおいても過半数の被験者がウクライナ語を必要なものと捉えて

いる反面、少なからずの被験者がウクライナ語は仕事に必要ないと考えている。ウクラ

イナ語の権威についても過半数の被験者がそれを認めている一方でこれに対する賛同数

は「高等教育におけるウクライナ語の必要性」や「ビジネスシーンにおけるウクライナ

語の必要性」に賛同した被験者と比してかなり少ない。「ウクライナ人であるならばウク

ライナ語を習得すべき」と考える被験者が 9 割以上にのぼり、「ウクライナ語能力」の必

要性は広く認知されているといえる。  

	 一方、習得の必要性ではなくその実態、日常生活における「使用」ということになる

と、ウクライナ語は日常コミュニケーションに必要と過半数のインフォーマントが回答

しているものの、これに反対している被験者も 4 分の１にのぼる。  
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表 6 . 5 . 0 . 2 .  	 ロシア語に対する意識  

ロシア語は高等教育に必要だ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

9 4  
( 1 7 . 1 % )  

1 8 8  
( 3 4 . 2 % )  

5 4  
( 9 . 8 % )  

1 4 7  
( 2 6 . 7 % )  

6 6  
( 1 2 . 0 % )  2 . 8 2 3 3 1 5  

ロシア語は仕事に必要だ  

完全に賛

成  
どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に反

対  
どちらともいえ

ない  
平均値  

8 6  
( 1 5 . 6 % )  

2 3 7  
( 4 3 . 1 % )  

4 6  
( 8 . 3 % )  

1 3 3  
( 2 4 . 2 % )  

4 7  
( 8 . 5 % )  2 . 6 6 8 4 8 8  

ロシア語は権威ある言語だ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

9 2  
( 1 6 . 7 % )  

2 1 6  
( 3 9 . 3 % )  

7 4  
( 1 3 . 4 % )  

1 1 3  
( 2 0 . 5 % )  

5 4  
( 9 . 8 % )  2 . 6 7 3 9 5 3  

ウクライナ人であってもロシア語を習得すべきだ  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

1 1 9  
( 2 1 . 6 % )  

2 2 4  
( 4 0 . 8 % )  

4 2  
( 7 . 6 % )  

9 3  
( 1 6 . 9 % )  

7 1  
( 1 2 . 9 % )  2 . 5 8 6 5 2 1  

ロシア語は日常のコミュニケーションに必要である  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

1 4 9  
( 2 7 . 1 % )  

2 0 0  
( 3 6 . 4 % )  

3 6  
( 6 . 5 % )  

1 0 5  
( 1 9 . 1 % )  

5 9  
( 9 . 8 % )  2 . 4 9 9 0 8 9  

 

アンケート調査実施時の 2 0 1 0 年、つまり「言語政策基本法」制定以前にはロシア語は

「公的には」高等教育機関の教授言語にはなっていなかったものの、ロシア語が「高等
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教育に必要である」と過半数の被験者が回答している。一方でこれに反対する被験者も

4 割近くに迫っている。ロシア語のビジネスシーンにおける必要性については高等教育

におけるその必要性と比してより賛同されている。ロシア語が権威を有するかというこ

とについても過半数のインフォーマントが賛同している。調査実施時はいずれの地域に

おいてもロシア語に関する法的地位は認められておらず、ウクライナにおいて明確な法

的地位は規定されていなかったにも拘らず、その権威は広く認められていたといえる。

さらにウクライナにおけるロシア語習得についても 6 割を超える被験者が必要であると

認識している。一方で約 4 分の 1 の被験者がロシア語能力の必要性はないとしている。

ロシア語使用については、これが日常のコミュニケーションの言語として必要であると

回答したのは全被験者の 6 割以上にのぼる一方で、 3 割近くの被験者がその必要性を否

定している。  

更に「スルジク」に対しどのような立場をとっているかについて以下のような結果が

得られた。  

 

表 6 . 5 . 0 . 3 .  「スルジク」について 1 7 9  

完全に  
肯定的  

どちらかと  
いうと肯定的  中立的  どちらかと  

いうと否定的  
完全に  
否定的  

どちらと

もいえな

い  

平均値  

2 7  
( 4 . 9 % )  

4 3  
( 7 . 8 % )  

1 3 2  
( 2 4 . 0 % )  

1 7 8  
( 3 2 . 4 % )  

1 5 8  
( 2 8 . 7 % )  

1 1  
( 2 . 0 % )  2 . 9 8 0 8 7 4  

 

	 「スルジク」については 6 割以上の被験者が否定的に捉えており、平均値から全体的

にも「スルジク」はウクライナ国内において、少なくとも調査対象であった高等教育を

受けている大学生からはかなり否定的に捉えられていることがわかる。  

	 ロシア語に第二国家語の地位を付与することについては以下のような結果が得られ

た。  

 

 

                                                        
1 7 9  表では「完全に肯定的」に「 1」「どちらかというと肯定的」に「 2」「どちらともいえ
ない」および「中立的」に「 3」「どちらかというと否定的」に「 4」「完全に否定的」に
「 5」を代入し、平均値を算出した。  
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表 6 . 5 . 0 . 4 .  ロシア語に対する第二国家語の地位の付与について  

完全に  
賛成  

どちらかと  
いうと賛成  

どちらかと  
いうと反対  

完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

1 0 3  
( 1 8 . 7 % )  

8 4  
( 1 5 . 3 % )  

9 8  
( 1 7 . 8 % )  

2 2 9  
( 4 1 . 5 % )  

3 5  
( 6 . 3 % )  2 . 8 5 7 0 1 3  

 

	 第二国家語という地位をあたえることについて、 3 割を超える被験者が賛同している

ものの、 6 割近くの被験者が反対している。平均値から全体としてはやや否定的に捉え

られていることが推察できる。ロシア語をはじめとする海外映画のウクライナ語化につ

いては以下のような結果が得られた。  

 

表 6 . 5 . 0 . 5 .  外国映画のウクライナ語吹き替えについて  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらとも  
いえない  

平均値  

1 8 1  
( 3 2 . 9 % )  

1 6 3  
( 2 9 . 6 % )  

8 4  
( 1 5 . 3 % )  

7 9  
( 1 4 . 3 % )  

4 2  
( 7 . 6 % )  2 . 1 4 9 3 6 2  

 

	 本調査では 6 割以上の被験者がウクライナ語の吹き替えに賛成しているが、約 3 割の

被験者は反対している。ロシア語優勢地域におけるロシア語の公用語化については以下

のような結果が得られた。  

 

表 6 . 5 . 0 . 6 .  ロシア語優勢地域におけるロシア語の公用語化について  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に反

対  
 

どちらともい

えない  
平均値  

9 4  
( 1 7 . 4 % )  

1 3 5  
( 2 4 . 5 % )  

1 5 6  
( 2 8 . 4 % )  

1 0 5  
( 1 9 . 1 % )  

5 9  
( 1 0 . 7 % )  2 . 5 4 9 1 8 0  

 

	 まだ「言語政策基本法」が制定されていなかった本調査時、ロシア語の公用語化につ

いては約 4 割の被験者が賛同している一方で半数近くが反対していた。  

	 ウクライナ人であるかぎり十分なウクライナ語を習得していなくてはならない、とい

うことの是非については以下のような結果が得られた。  
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表 6 . 5 . 0 . 7 .  ウクライナ人であるかぎり十分なウクライナ語を習得していなくてはなら

ない  

完全に  
賛成  

どちらかというと

賛成  
どちらかというと

反対  
完全に  
反対  

どちらともいえ

ない  
平均値  

3 6 7  
( 6 6 . 8 % )  

1 3 6  
( 2 4 . 7 % )  

2 2  
( 4 . 0 % )  

6  
( 1 . 0 % )  

1 8  
( 3 . 3 % )  1 . 4 0 9 8 3 6  

 

	 9 割以上の被験者が十分なウクライナ語能力を不可欠であると認識している。  また、

言語状況、言語問題に関しては以下のような結果が得られた。  

 

表  6 . 5 . 0 . 8 .  ウクライナにおける言語状況、言語問題に関する意識  

 賛同者数  

ウクライナ語とロシア語の二言語使用状況は肯定的に捉えられるべきだ  3 0 2  ( 5 5 . 0 % )  

ウクライナ語とロシア語の二言語使用状況は否定的に捉えられるべきだ  1 0 9  ( 1 9 . 8 % )  

言語状況はよく論じられるがその一方で状況は安定している  1 0 4  ( 1 8 . 9 % )  

言語状況は良くなってきている  5 4  ( 9 . 8 % )  

言語状況は悪くなってきている  1 4 0  ( 2 5 . 5 % )  

ウクライナでは言語権は保証されている  4 4  ( 8 . 0 % )  

ウクライナでは言語権は保証されていない  7 2  ( 1 3 . 1 % )  

言語問題となるようないかなる問題もない  1 4 0  ( 2 5 . 5 % )  

 

	 調査項目の 後にウクライナ国内の言語状況に関し被験者がどう考えているか、複数

回答、無回答を可とし、上記のような内容を質問した。それぞれの項目に回答している

被験者は重複するもののウクライナ語とロシア語の二言語状況については否定的に捉え

るより肯定的に捉えるべきとする被験者が目立ち過半数が賛同している。しかしながら

その言語状況はよくなっているかというと、良くなっているという被験者より悪化して

いると捉える者が多数を占め、約 4 分の１の被験者が国内の言語状況は悪化していると

回答している。一方でウクライナにおいて言語問題は存在しないという意見にも 4 分の

1 の被験者が賛同している。  
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	 言語使用については、 “ m o t h e r  t o n g u e ”の言語を間接的に問うために設けた「両親と

話す言語」以外に、「 もよく使用する言語」「何語の新聞を読むか」「 S M S やメール

を書く時に何語を用いるか」「読書をするときは何語の書籍を手にするか」を問う項目

を設けた。  

	 ここで列挙した結果はウクライナ国内の言語使用状況、また人々の問題意識を概観し

ようとするものではなく、本調査のインフォーマントの言語的属性および意識をみるた

めに挙げた。このような属性および意識を「リードナ・モーヴァ」の言語やその解釈と

これらがどう関わっているか、いないのかを分析する上で用いる。次に「言語使用」

「言語意識」と「リードナ・モーヴァ」および “ m o t h e r  t o n g u e ”との関わりをみてみよ

う。  

 

6 . 5 . 1 .  2 0 1 0 年調査における「リードナ・モーヴァ」と言語使用  

 

以上のデータを基にインフォーマントによる言語選択とウクライナ語、ロシア語につ

いての意識、また言語の混合についての意識がそれぞれどう関わっているか分析を試み

る。	  

まず「リードナ・モーヴァ」「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」

「 も良く用いる言語」「何語で新聞を読むか」「インターネット、メール等は何語で利

用するか」「学校教育を何語で受けたか」また「文芸作品を何語で読むか」という質問の

回答で、それぞれロシア語を「 2」、ロシア語とウクライナ語の両方を「 1 . 5」、ウクライ

ナ語を「 1」とし、設問ごとの平均を算出した 1 8 0。結果は「 1」から「 2」の間で示され、

「 1」に近い方がウクライナ語寄り、「 2」に近い方がロシア語寄りとなる。  

 

 

 

                                                        
1 8 0  それぞれの平均は「リードナ・モーヴァ」が 1 . 3 2 8 4 6 7「幼少期の言語」が 1 . 4 9 2 2 4 5「両
親と話す言語」が 1 . 4 9 5 4 3 8「 もよくできる言語」が 1 . 4 4 7 0 8「学校教育を受けた言語」が  
1 . 2 8 2 8 4 7  「 も良く用いる言語」が 1 . 5 7 1 1 6 8「新聞、雑誌を読む言語」が 1 . 6 7 4 2 7「文芸
作品を読む言語」 1 . 6 3 5 0 3 6「携帯メールを書く言語」は 1 . 6 4 7 8 1 であった。  
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図 6 . 5 . 1 . 1 . 	 「リードナ・モーヴァ」と言語使用 1 8 1  

リードナ・モーヴァ  

 

幼少期の言語  
両親と話す言語  

も良くできる言語  
もよく用いる言語  

学校教育を受けた言語  
文芸作品を読む言語  

新聞、雑誌を読む言語  
携帯メールを送る言語  

6 . 5 . 2 .  2 0 1 0 年本調査における言語使用と「リードナ・モーヴァ」  

 

	 図 6 . 5 . 1 . 1 .から「リードナ・モーヴァ」と「 も良くできる言語」及び「学校教育」

でウクライナ語が選ばれているものの、「 も良く用いる言語」「文学作品を読む言語」

および「携帯メールを送る言語」では概してロシア語が用いられている様子が明らかで

ある。  

	 言語意識に関しては、「ウクライナ語話者」はウクライナ語の必要性、権威を他の話者

に比してより感じている反面、ロシア語の必要性や権威を他の被験者に比して認めてい

ない傾向にある。反対に「ロシア語話者」はロシア語を「ウクライナ語話者」よりも権

威ある、必要ある物としてポジティブに捉えている傾向がみられた。  

	 「ウクライナ語は教育、ビジネスの場で必要である」と回答しているのはウクライナ

語「母語話者」、またウクライナ語を “ m o t h e r  t o n g u e ”とするインフォーマント、ウクラ

イナ語をロシア語より多い割合で用いているインフォーマントにより多く見られるとい

うことは統計的にも有意であった 1 8 2。また「ウクライナ国民であるならばウクライナ語

                                                        
1 8 1  ウクライナ語に「 1」 (主にウクライナ語は「 1 . 2 5」 )、ロシア語に「 2」 (主にロシア語は
「 1 . 7 5」 )、両言語に「 1 . 5」（ 1 がウクライナ語寄り、 2 がロシア語寄り）を代入し平均値を
算出。  
1 8 2  「ウクライナ語が高等教育で必要である」という意見に対し、完全に賛同（ 1）、賛成
（ 2）中立（ 3）反対（ 4）全く反対（ 5）という数字を代入した場合、「リードナ・モーヴ
ァ」をウクライナ語とした被験者の平均値は  1 . 2 3 7 8 2 2 であったが、ロシア語「母語話者」
の平均値は  2 . 2 9 0 1 2 3 であった。  p - v a l u e  =  4 . 2 8 9 e - 1 2  
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を話せなくてはいけない」「ウクライナ語は日常のコミュニケーションに必要である」と

いう意見に関しても「リードナ・モーヴァ」をウクライナ語とした人また “ m o t h e r  

t o n g u e ”の言語がウクライナ語である被験者は他の人よりも賛同する傾向がみられた

1 8 3。特に注目に値するのは、「ウクライナ国民であるならウクライナ語を話せなくては

ならない」というものには「賛成」、「どちらかというと賛成」を合わせると 5 4 9 人中

4 1 2 人が賛同しているものの、被験者の「リードナ・モーヴァ」、 “ m o t h e r  t o n g u e ”の言

語別に見ると、賛同の度合いは若干の差がみられた。特に「リードナ・モーヴァ」の言

語別に見ると差は “ m o t h e r  t o n g u e ”でみられた差より大きく、ロシア語を「リードナ・

モーヴァ」とした被験者はこの意見に否定的な傾向がみられた。  

	 一方、ロシア語が高等教育やビジネスシーンにおいて必要である、という意見に賛同

したのもは当然ながらロシア語「母語話者」やロシア語を “ m o t h e r  t o n g u e ”とする被験

者に多い傾向が見られた 1 8 4。平均するとロシア語の必要性や権威を認めているのはロシ

ア語話者の賛同度合いが も高く、続いてウクライナ語ロシア語の両言語の話者、ウク

ライナ語話者が続いている。ロシア語に関する意識のなかで注目すべきなのは、「ウクラ

イナ国民でもロシア語は習得すべきである」また「日常コミュニケーションにおいてロ

シア語は必要である」という項目で、ロシア語話者の賛同とともに他の言語の話者から

も高い支持が得られていることである。ウクライナにおけるロシア語の必要性はウクラ

イナ語でもロシア語でもない他の言語の話者に支持されているということであろう。  

	 さらに「リードナ・モーヴァ」や “ m o t h e r  t o n g u e ”の言語との関連でいうと、「スルジ

ク」に対する意識、ウクライナにおける言語状況の捉え方に差が見られた。全体的に

「スルジク」をポジティブに捉えるインフォーマントは多くはないものの、特に「リー

ドナ・モーヴァ」をロシア語と回答したインフォーマント、また “ m o t h e r  t o n g u e ”の言

語がロシア語である者は他の被験者と比してより否定的に捉える傾向がみられた。  

	 個別の言語イメージやその言語に対する意識とは別に、より大きな視点でウクライナ

国内の言語状況をどのように捉えているか問う設問においても、被験者の「リードナ・

モーヴァ」および “ m o t h e r  t o n g u e ”の言語により若干の差異が確認できた。  

                                                        
1 8 3  「ウクライナ語は日常コミュニケーションに必要である」という意見に対し脚注 1 7 0 ど
同様に数字を代入したところ「リードナ・モーヴァ」をウクライナ語とする被験者の平均値

は  1 . 7 6 7 9 0 8 であったが、ロシア語を「リードナ・モーヴァ」賭する人では  3 . 0 9 2 5 9 3 と大
きな差がみられた（ p - v a l u e  =  9 . 5 3 8 e - 1 4）。  
1 8 4 	   	 	 	 	 	 	 	         
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 6 .6 .  「矛盾回答」  

 
パイロット調査で見られた、質問の文脈が異なると「リードナ・モーヴァ」という語

のインフォーマントによる解釈に不整合がみられることを示す「矛盾回答」は 2 0 1 0 年

にウクライナ国内の 5 つの地域で実施した本調査でも、 1 7 2 人の被験者に見られた。パ

イロット調査の結果では「ロシア語話者」に多く見られる傾向があったが、本調査でも

同様の傾向がみられるか「矛盾回答」をしたインフォーマントの「リードナ・モーヴ

ァ」及び “ m o t h e r  t o n g u e ”をみてみよう。  

 

表 6 . 6 . 1 .  2 0 1 0 年調査における「矛盾回答」と「リードナ・モーヴァ」 1 8 5  

「リードナ・モーヴァ」  ウクライナ語  ロシア語  ウ、ロ両言語  他の言語  

「矛盾回答」者数  9 7  /  3 4 9  
( 2 7 . 7 9 % )  

6 9  /  1 6 2  
( 4 2 . 5 9 % )  

5  /  2 7  
( 1 8 . 5 1 % )  1  ( 1 0 % )  

 

表 6 . 6 . 2 . 	 2 0 1 0 年調査における「矛盾回答」と「幼少期の言語」 1 8 6  

「幼少期の  
言語」  

ウクライナ

語のみ  
主に  

ウクライナ語  
ウクライナ語

ロシア語両方  
主に  

ロシア語  
ロシア語

のみ  
他の  
言語  

「矛盾回答」

者数  
2 9  /  1 8 8  
( 1 5 . 4 2 % )  

1 1  /  4 4  
( 2 5 % )  

3 2  /  7 4  
( 4 3 . 2 4 % )  

2 7  /  6 1  
( 4 4 . 2 6 % )  

7 2  /  1 7 2  
( 4 1 . 8 6 % )  

1  
( 1 0 %

)  

 

表 6 . 6 . 3 . 	 2 0 1 0 年調査における「矛盾回答」と「両親と話す言語」 1 8 7  

「両親と話す  
言語」  

ウクライナ

語のみ  
主に  

ウクライナ語  
ウクライナ語

ロシア語両方  
主に  

ロシア語  
ロシア語

のみ  
他の

言語  

「矛盾回答」  
者数  

2 6  /  1 8 7  
( 1 4 . 4 3 % )  

1 1  /  
4 5 ( 2 4 . 4 4 % )  

3 1  /  6 4  
( 4 8 . 4 3 % )  

3 7  /  7 6  
( 4 8 . 6 8 % )  

6 5  /  1 6 7  
( 3 8 . 9 2 % )  

2  
( 2 0 %

)  

                                                        
1 8 5「矛盾回答」をした被験者とその「リードナ・モーヴァ」の関連は統計的に有為である

（ p 値＞ 0 . 0 1）。  
1 8 6  「矛盾回答」をした被験者とその「幼少期の言語」の関連は統計的に有為である  ( p 値
< 0 . 0 1 )。  
1 8 7  「矛盾回答」をした被験者とその「両親と話す言語」の関連は統計的に有為である  ( p 値
< 0 . 0 1 )。  
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表 6 . 6 . 4 . 	 2 0 1 0 年調査における「矛盾回答」と「 もよくできる言語」 1 8 8  

「 もよくできる  
言語」  

ウクライナ語  ロシア語  ウ、ロ

両言語  
他の言語  無回答  

「矛盾回答」者数  4 3  /  2 6 8  
( 1 6 . 0 4 % )  

9 6  /  2 1 1  
( 4 5 . 4 9 % )  

3 0  /  6 0  
( 5 0 % )  

1  
( 1 6 . 6 6 % )  2  ( 5 0 % )  

 

表 6 . 6 . 5 . 	 2 0 1 0 年調査における「矛盾回答」と「ノン・アコモデーション・バイリンガ

ルで用いる言語」 1 8 9  

「ノン・アコモデーション・

バイリンガルで用いる言語」  ウクライナ語  ロシア語  
そのような状況

は無い  

「矛盾回答」者数  4 3 / 2 3 2 ( 1 8 . 5 3 % )  1 0 2 / 2 5 1 ( 4 0 . 6 3 % )  2 7 / 6 6 ( 4 0 . 9 0 % )  

 

2 0 1 0 年の調査においてもロシア語「母語話者」、加えて「幼少期の言語」「両親と話す

言語」「 もよくできる言語」としてロシア語を回答するインフォーマントに矛盾回答が

高い割合でみられた。「ノン・アコモデーション・バイリンガル状況で用いる言語」の結

果からは、ウクライナ語を使用する被験者では低い頻度でしかみられないことが明らか

である。このように調査時期、地域、対象が異なっても「矛盾回答」をする傾向のある

インフォーマントの言語的属性がパイロット調査結果と一致しているということは、こ

のような回答を「無効回答」として分析対象から外すことの不適切さと、なぜ矛盾が起

こっているのか注目することの必要性を提起するものであろう。  

	 前節ではロシア語「母語話者」にとっては「リードナ・モーヴァ」が「個人のもの」

である “ m o t h e r  t o n g u e ”「幼少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」と

ほぼ一致することから、「リードナ・モーヴァ」として「ナショナリティの言語」をその

まま回答しないという意味で “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という解釈から自由であるとした。しか

し「矛盾回答」の分析は一見個人の言語使用に立脚した解釈を行っているようにみえる

ロシア語「母語話者」の「リードナ・モーヴァ」解釈の内実を垣間見せるものとなった

                                                        
1 8 8「矛盾回答」をした被験者とその「 もよくできる言語」の関連は統計的に有為である  ( p
値 < 0 . 0 1 )。  
1 8 9「矛盾回答」をした被験者とその「ノン・アコモデーション・バイリンガル状況で用いる

言語」の関連は統計的に有為である  ( p 値 < 0 . 0 1 )。  
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といえる。彼らは「リードナ・モーヴァ」として “ m o t h e r  t o n g u e ”であるロシア語を提

示しているが、「リードナ・モーヴァ以外に使用できる言語」という質問ではそこで回答

されるべきウクライナ語を回答しない。これは「リードナ・モーヴァ以外に使用できる

言語」という質問中の「リードナ・モーヴァ」には、単に「リードナ・モーヴァ」を問

う場合には提示されないウクライナ語が含まれていることによるものであり、よって

“ n a t i v e  l a n g u a g e ”というものから自由であるようにみえるロシア語「母語話者」の「リ

ードナ・モーヴァ」解釈であるが、彼らも集団のものである “ n a t i v e  l a n g u a g e ”さらには

国のことばである「国語」という別の解釈の影響下にあるということを示しうるものだ

ろう。  

	 更にロシア語「母語話者」のみでなく、 “ m o t h e r  t o n g u e ”である「幼少期の言語」「両

親と話す言語」「 もよくできる言語」としてロシア語のみを回答したインフォーマント

から多く「矛盾回答」が観察されることは、「リードナ・モーヴァ」を “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”と解釈しウクライナ語と回答しても、 “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈しロシア語と回

答しても、それは「リードナ・モーヴァ」にまつわる表面的な問題に過ぎないもので、

「矛盾解答」を生む根本的な要因は “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と “ m o t h e r  t o n g u e ”が異なる言語

であるということを示唆しているのではないだろうか。  

	 表 6 . 6 . 6 .が示しているのは、「ナショナリティ」がウクライナ人で “ m o t h e r  t o n g u e ”が

ロシア語の人々はウクライナ語を「リードナ・モーヴァ」としてもロシア語を「リード

ナ・モーヴァ」としても “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と “ m o t h e r  t o n g u e ”が異なる言語であるた

め、「リードナ・モーヴァ」解釈に矛盾がみられる傾向がある一方で、ほぼ全員がウクラ

イナ語「母語話者」であるウクライナ語を “ m o t h e r  t o n g u e ”とするグループは、 “ m o t h e r  

t o n g u e ”と “ n a t i v e  l a n g u a g e ”が完全に一致するため「リードナ・モーヴァ」という語の

解釈にあたり矛盾が生じることが少ないということである。  
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表 6 . 6 . 6 . 	 「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e , ”   “ n a t i v e  l a n g u a g e ”の一致と矛

盾回答 1 9 0  

提示される  
「リードナ・モーヴァ」  

リードナ・モーヴァ

と  
“ m o t h e r  t o n g u e ”  

リードナ・モーヴァ

と  
“ n a t i v e  l a n g u a g e ”  

“ m o t h e r  
t o n g u e ”  と  

“ n a t i v e  
l a n g u a g e ”  

矛盾  
回答の  
頻度  

ウクライナ語  
「母語話者」  

“ m o t h e r  t o n g u e ”  が  
ウクライナ語  

 
リードナ・モーヴァ  

＝  
“ m o t h e r  t o n g u e ”  

 
リードナ・モーヴァ  

＝  
“ n a t i v e  l a n g u a g e ”  

“ m o t h e r  
t o n g u e ”  
＝  

“ n a t i v e  
l a n g u a g e ”  

1 3 . 1 %  
-  

1 6 . 0 4
%  

ウクライナ語  
「母語話者」  

“ m o t h e r  t o n g u e ”  が  
ロシア語  

 
リードナ・モーヴァ  

≠  
“ m o t h e r  t o n g u e ”  

 
リードナ・モーヴァ  

＝  
“ n a t i v e  l a n g u a g e ”  

“ m o t h e r  
t o n g u e ”  

≠  
“ n a t i v e  

l a n g u a g e ”  

3 8 . 9 %  
-  

4 8 . 6 8
%  

ロシア語「母語話者」  

 
リードナ・モーヴァ  

＝  
“ m o t h e r  t o n g u e ”  

 
リードナ・モーヴァ  

≠  
“ n a t i v e  l a n g u a g e ”  

“ m o t h e r  
t o n g u e ”  

≠  
“ n a t i v e  

l a n g u a g e ”  

4 2 . 5 9  
-  

5 0 %  

 

 “ m o t h e r  t o n g u e ”としてであっても “ n a t i v e  l a n g u a g e ”であってもウクライナ語「母語

話者」としてのアイデンティティをほぼ完全に確立できるため「リードナ・モーヴァ」

解釈に揺らぎはほとんどみられないということである。このようなウクライナ語を

“ m o t h e r  t o n g u e ”とするウクライナ語「母語話者」を除くほぼ全てのインフォーマント

は “ m o t h e r  t o n g u e ”であるロシア語と “ n a t i v e  l a n g u a g e ”であるウクライナ語という 2 つ

の異なる概念に 2 つの異なる言語を当てはめなければならず、「リードナ・モーヴァ」を

問われた際には “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈しロシア語と回答するか “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と解

釈しウクライナ語と回答するか、「リードナ・モーヴァ」の解釈が同時期、同一人物によ

るものであっても一定しておらず揺れている可能性が否めない。  

	 矛盾回答の分析でみたように、ウクライナ語、ロシア語の二言語を併用するウクライ

ナ人一人一人の中で “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と “ m o t h e r  t o n g u e ”という解釈が常に拮抗してい

るものと考えられる。「リードナ・モーヴァ」はこのような拮抗状態を示すバロメーター

であるといえよう。  

	 本調査結果の分析から明らかになったのは、「リードナ・モーヴァ」はこれまで指摘さ

                                                        
1 9 0  矛盾回答の頻度については表 6 . 6 . 1 . - 6 . 6 . 4 .の数値をまとめたものである。  
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れていた「エスニシティの言語」として解釈され「その言語の駆使能力が乏しくとも母

語として提示する」ということだけでなく、「ロシア語母語話者」の存在が示すようにエ

スニックな視点とは離れた視点でこの語を解釈するものも少なくはないということだ。

しかしながら本調査結果から「リードナ・モーヴァ」概念の曖昧さ、また解釈が人々に

共有されていないということのみならず、「矛盾回答」の分析により同一の個人であって

も質問表現を変えると「リードナ・モーヴァ」の意味内容がかわり、個人レベルの解釈

にもゆらぎがみられることが明らかになった。パイロット調査の結果では「ロシア語話

者」と「ロシア語擁護者」という視点から、「ロシア語母語話者」およびロシア語使用者

以上に、急進的なウクライナ語化政策やロシア語の使用制限等に反対する人々の存在

を、混合語に対する意識とその使用の傾向から、ロシア語を擁護する側にある人たちが

必ずしも「ロシア語母語話者」やロシア語話者ではないという傾向を示唆した。これは

「エスニシティの言語」として挙げられた「ウクライナ語母語話者」の水増しの結果、

急進的なウクライナ語化についていけない「ウクライナ語話者」の反動であるといえ、

ウクライナ語「母語話者」の表面的な増加と表裏一体をなす。  

	 本章は都市部に在住の大学生を調査対象としたため、地域、世代、ジェンダー等の大

きな偏りがあることは否めない。しかしながら、本論はウクライナ語「リードナ・モー

ヴァ」の意味しうる内容が多義にわたることを踏まえ、インフォーマントによる「リー

ドナ・モーヴァ」解釈と他のカテゴリーにおける選択の関連を扱った。結果としてウク

ライナにおける「リードナ・モーヴァ」という概念の曖昧さとその解釈の揺らぎとして

表れた二言語併用話者の言語アイデンティティの曖昧さを露呈するものとなったが、こ

の「リードナ・モーヴァ」が人々の言語アイデンティティと結びついている限り、言語

問題を論じる上で無視できない要素となっているのは明らかであろう。  

 

 6 .7 .  地域別言語状況と「矛盾回答」  

 

	 前節では「矛盾回答」の分析によって、ロシア語を “ m o t h e r  t o n g u e ”とするウクライ

ナ人「ナショナリティ」のインフォーマントは「リードナ・モーヴァ」という語の解釈

にあたり、ゆらぎが見られるということを改めて指摘した。 1 . 2 .で詳述したが、ウクラ

イナは大雑把に括ると親欧米路線、ウクライナ民族主義、ウクライナ語優勢の西部、親

露路線を支持し、かつロシア語優勢の東部、南部と分けることができ、国勢調査をはじ
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めとする各調査でもそれぞれの地域におけるこのような政治的、また民族言語的特徴が

確認されてきた。 2 0 0 1 年ウクライナ国勢調査においても、「リードナ・モーヴァ」の結

果から西部地域がウクライナ語圏であること、東部、南部地域ではロシア語「母語話

者」がかなりの数に上ることを結果として明確に示されており、これは公式な「母語話

者」数として次回の調査まで該当地域における言語政策に用いられているものである。

だが果たしてこの結果はどこまで信頼できるものであろうか。同一人物による同時期の

ものであっても、ロシア語を “ m o t h e r  t o n g u e ”とするウクライナ人「ナショナリティ」

の被験者による「リードナ・モーヴァ」の解釈が一定していない可能性があるというパ

イロット調査及び本調査でみられた「矛盾回答」の分析から、ロシア語「母語話者」が

多いとされる東部、南部地域において「リードナ・モーヴァ」に関する矛盾回答が頻出

するのではないかという仮説が導きだされる。反対に、ウクライナ語「母語話者」のみ

ではなくウクライナ語を “ m o t h e r  t o n g u e ”とする人々が優勢であるとされる西部地域に

ついては、「リードナ・モーヴァ」に関する矛盾回答は多くはないものと予想できる。も

しこの仮説が正しいとすると、各地域によって「リードナ・モーヴァ」という設問から

得られる回答に対する信頼性が異なるということであり、「リードナ・モーヴァ」という

同一の設問に対する回答でそれぞれの地域における言語状況を概観したり、「リードナ・

モーヴァ」カテゴリーを用いて地域差を比較することに対しその有用性を疑問視せざる

を得ないことになりうる。この仮説を検証すべく、本節では地域別に「リードナ・モー

ヴァ」及び “ m o t h e r  t o n g u e ”の結果、言語意識及び言語使用、そして「矛盾回答」の詳

細をみていく。  

 

6 . 7 . 1 .  各地域における「リードナ・モーヴァ」と “ m o t h e r  t o n g u e ”  

 

	 西部、東部、南部地域を含む 5 つの地域で実施した本調査結果から「リードナ・モー

ヴァ」そのもののみに留まらず、その解釈の地域差をみるにあたり、「矛盾回答」の出現

度を見る前に、まずインフォーマントを地域別に分け「リードナ・モーヴァ」と

“ m o t h e r  t o n g u e ”の回答から見られる各地域の言語的特徴を概観しておこう。地域別の

インフォーマントの「リードナ・モーヴァ」及び “ m o t h e r  t o n g u e ”を表 6 . 7 . 1 . 1 - 6 . 7 . 1 . 5

に示す。「ナショナリティ」はいずれの地域でもウクライナ人が大多数を占めているが

「リードナ・モーヴァ」や “ m o t h e r  t o n g u e ”では地域差が大きいことがわかる。  
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表 6 . 7 . 1 . 1 . 	 地域別インフォーマントの「ナショナリティ」  

  ドニプロペトロウシク  ハルキウ  キエフ  オデッサ  リヴィウ  

 
 
「ナショナ

リティ」  

ウクライナ  1 1 2  8 3  8 4  7 7  1 4 4  

ウ、ロ両方  1  1  0  1  0  

ロシア  9  1 0  1  0  3  

その他  2  5  3  1 2  2  

 

表 6 . 7 . 1 . 2 . 	 地域別インフォーマントの「リードナ・モーヴァ」  

  ドニプロペトロウシク  ハルキウ  キエフ  オデッサ  リヴィウ  

 
 
「リード

ナ・モーヴ

ァ」  

ウクライナ語  5 9  3 4  5 3  6 2  1 4 1  

ウ、ロ両方  8  8  8  2  1  

ロシア語  5 7  5 6  2 7  1 7  5  

その他  0  0  0  9  2  

 

表 6 . 7 . 1 . 3 . 	 地域別インフォーマントの「両親と話す言語」  

  ドニプロペトロウシク  ハルキウ  キエフ  オデッサ  リヴィウ  

 
 
 
 
両親と話す

言語  

ウクライナ語  
のみ  

4  1 0  1 9  2 3  1 3 1  

主に  
ウクライナ語  

1 1  8  8  1 2  6  

 
ウ、ロ両方  

1 3  1 5  1 5  1 7  4  

主にロシア語  3 6  1 5  1 1  1 1  3  

ロシア語のみ  5 9  5 0  3 5  1 9  4  

その他  1  0  0  8  1  

 

表 6 . 7 . 1 . 4 . 	 地域別インフォーマントの「 も良くできる言語」  

  ドニプロペトロウシク  ハルキウ  キエフ  オデッサ  リヴィウ  

もよくで

きる言語  
ウクライナ語  2 7  2 0  3 5  4 7  1 3 9  

ウ、ロ両方  1 6  1 4  1 6  1 1  3  

ロシア語  7 9  6 2  3 5  2 9  6  

その他  2  2  2  3  1  
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表 6 . 7 . 1 . 5 . 	 地域別インフォーマントの「幼少期の言語」  

  ドニプロペトロウシク  ハルキウ  キエフ  オデッサ  リヴィウ  

 
 
 
 
幼少期の  
言語  

ウクライナ語  
のみ  

8  1 2  1 7  2 5  1 2 6  

主に  
ウクライナ語  

7  9  8  1 3  7  

ウ、ロ両方  1 8  9  2 2  1 5  1 0  

主にロシア語  2 9  1 7  9  4  2  

ロシア語のみ  6 1  5 1  3 2  2 5  3  

その他  1  0  0  8  1  

 

 
ドニプロペトロウ

シク  
 
ハルキウ  
 
キエフ  
 
リヴィウ  
 
オデッサ  

 

 「ロシア語」が多い傾向	 	 	 	 	 	 	 	 「ウクライナ語」が多い傾向	 

■ 	 各地域のインフォーマントによる「 も良くできる言語」平均値  
■ 	 各地域のインフォーマントによる「両親と話す言語」平均値  
■ 	 各地域のインフォーマントによる「幼少期の言語」平均値  
■ 	 各地域のインフォーマントによる「リードナ・モーヴァ」平均値  

図 6 . 7 . 1 . 6 . 	 地域別「リードナ・モーヴァ」と  “ m o t h e r  t o n g u e ”の平均値  

 

	 図 6 . 7 . 1 . 6 .はこれらの設問に対する回答された言語を数値化し、ウクライナ語、ロシ

ア語の地域差の度合いを見ようとするものである。数値化にあたり、ウクライナ語、も

しくは「ウクライナ語のみ」との回答を「１」、「主にウクライナ語」を「 0 . 5」、「ロシア

語」もしくは「ロシア語のみ」という回答には「 − 1」、「主にロシア語」は「 − 0 . 5」、そ

して「ウクライナ語とロシア語両方」という回答には「０」とした。調査対象としたど

の地域でも「リードナ・モーヴァ」の平均値は  “ m o t h e r  t o n g u e ”  に関わる 3 つの設問の
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回答の平均値よりも高く、よってどの地域においても「リードナ・モーヴァ」に関する

限り「ウクライナ語」が過大評価され回答されるものと考えられる。一方でこれらの数

値は東部、西部ウクライナをはじめとする各地域における地域差をはっきりと示すもの

でもあった。東部ウクライナに位置するハルキウやドニプロペトロウシクのインフォー

マントは自分たちの  “ m o t h e r  t o n g u e ”  として他の地域のインフォーマントよりロシア語

を回答することが多く、一方でウクライナ西部リヴィウのインフォーマントは「リード

ナ・モーヴァ」に関しても  “ m o t h e r  t o n g u e ”  に関しても他の地域のインフォーマントに

比べ「ウクライナ語」という回答が多かったことがわかる。  

	  

6 . 7 .  2 .  各地域における言語使用状況と言語態度  

 

	 ここで各地域によるインフォーマントの差をより明確にするため、インフォーマント

の居住地域により統計的有為差がみられた言語関連項目をみてみよう。  

	 ウクライナの言語状況に関しどのような感情を抱いているかという点では、ドニプロ

ペトロウシク、ハルキウのインフォーマントは国内における二言語使用を肯定的に捉え

ており、「ウクライナで人々が二言語を話すことはよいことだ」という意見に賛同してい

る。この意見にはロシア語「母語話者」及びロシア語を  “ m o t h e r  t o n g u e ”  とするインフ

ォーマントも他のインフォーマントと比較し、肯定的であった。一方で、リヴィウでは

「二言語を用いるのはよいことではない」という意見に賛同するインフォーマントがよ

り多くみられ、この意見に対しては同様に「ウクライナ語母語話者」やウクライナ語が  

“ m o t h e r  t o n g u e ”  であると回答した者がより多く賛同している。ここから得られる結論

は、ウクライナのロシア語話者は二言語使用状況に関し比較的寛容で肯定的態度である

のに対し、ウクライナ語話者は否定的であるということだ。  

	 言語使用におけるその正確さに関し、キエフ、それに次いでドニプロペトロウシクの

インフォーマントが他の地域のインフォーマントに比べ、ウクライナ語を話し、書くと

きにそのアクセントやイントネーション、正書法等に気を配ると回答している。ロシア

語に関しては、ドニプロペトロウシクのインフォーマント、それに続きキエフとハルキ

ウのインフォーマントが、ロシア語を用いるときにアクセント、イントネーション、正

書法等の文法規則に気を配ると回答している。この設問は、人々がその言語を使用する

時にどのくらい発音や文法規則に気を配っているかという情報を得るためであり、イン
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フォーマント自身の言語能力を測るものではない。興味深いことに「スルジク」につい

ては他の地域と比較し、オデッサ、及びハルキウのインフォーマントが比較的この混合

語の使用に寛容である傾向が窺えた。  

	 ここで、ロシア語話者が多数を占める東部地域ドニプロペトロウシクとハルキウに注

目してみよう。これらの地域においてインフォーマントの  “ m o t h e r  t o n g u e ”  の平均値、

またはロシア語使用の度合いはほぼ同じ状況であるといえるが、「リードナ・モーヴァ」

の回答に関しては差が見られた。表 6 . 7 . 1 . 2 .が示すように、ドニプロペトロウシクでは

4 7 . 6％のインフォーマントが「リードナ・モーヴァ」をウクライナ語と、 4 6％がロシア

語と回答しているのに対し、ハルキウでは「リードナ・モーヴァ」をウクライナ語と回

答した者は 3 4 . 7％に留まり、過半数の 5 7％にインフォーマントがロシア語であると回

答している。  両地域とも  “ m o t h e r  t o n g u e ”  に関してはロシア語が多数であるものの、  

もし「リードナ・モーヴァ」のみの結果によってこれら両地域の言語状況を判断しよう

とするならば、過半数が「ウクライナ語母語話者」であるドニプロペトロウシクの方が

ハルキウよりもウクライナ語話者が多く、一方のハルキウをロシア語話者がより多いと

判断してしまうであろう 1 9 1。言語状況を語る上で「リードナ・モーヴァ」が多用される

という現実を踏まえるとこのような可能性については否定できるものではない。  

	 このハルキウとドニプロペトロウシクの例のように、  “ m o t h e r  t o n g u e ”  ではロシア語

が優勢であるにもかかわらず「リードナ・モーヴァ」の解釈が異なる理由は何に由来す

るのであろうか。むろん要因の一つとしてその地域における「ナショナリティ」がロシ

ア人である割合が挙げられよう。ハルキウではこの「ナショナリティ」がロシア人であ

るインフォーマントの割合がドニプロペトロウシクのインフォーマントよりも若干高

く、このことが「ロシア語母語話者」の数に影響を与えていることは十分考えられる。

「リードナ・モーヴァ」解釈に影響を与える要因としてこの他に考えられるハルキウと

ドニプロペトロウシクのインフォーマントの差異は、言語使用の正確さに関する態度が

考えられる。前述したように、ハルキウのインフォーマントと比較するとドニプロペト

                                                        
1 9 1  5 . 2 . 2 . 1 でみたように 2 0 0 1 年のウクライナ・センサスにおいても「リードナ・モーヴ
ァ」という指標ではかるなら、ドニプロペトロウスクではウクライナ語「母語話者」が 6 7 %
であるのに対し、ハルキウではその数は 5 3 . 8 %にとどまり、国勢調査の結果でも同様にドニ
プロペトロウスクの方が「ウクライナ化している」傾向がみられた。一方で本調査の結果が

示しているように、両地域における被験者が何語を “ m o t h e r  t o n g u e ”としているかという状
況はほぼ同じ可能性も考えられる。  
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ロウシクのインフォーマントはウクライナ語、ロシア語両言語の使用に際しその文法及

び発音等の正確さにより注意を払っている。対して、ハルキウのインフォーマントはド

ニプロペトロウシクのインフォーマントと比較するとロシア語とウクライナ語の混合語

である「スルジク」の使用により寛容であった。統計的には有意であったものの、両地

域のインフォーマント数が十分なものではないため、ハルキウよりもドニプロペトロウ

シクの人々の方が言語の正確さにより注意深いとは言いきれないが、両地域とも  

“ m o t h e r  t o n g u e ”  がロシア語であるロシア語話者が多い地域であるということを踏まえ

ると、この「正確さ」に注意を向ける傾向がどのような要因と関わり合うのものなのか

興味深い。更にこのハルキウとドニプロペトロウシクの地域の例に倣うと、  “ m o t h e r  

t o n g u e ”  のロシア語の割合はほぼかわらないのに「ウクライナ語母語話者」が比較的多

くみられるドニプロペトロウシクでは両言語使用に際し文法上や発音等の正確さに注意

を払い、反対に「ロシア語母語話者」が多いハルキウにおいては「スルジク」の使用に

より寛容であるということから、今回の調査結果では「ロシア語地域」においては「ウ

クライナ語母語話者」が多いほど言語使用の正確さに敏感であり、「ロシア語母語話者」

が多いほど混合語の使用により寛容であるということになる。  

	 つぎに、これらの様々な言語的バックグラウンドが「リードナ・モーヴァ」解釈にど

う影響を与えているのか、また「矛盾回答」にどのような影響を与えているのかみてみ

よう。  

 

6 . 7 . 3 .  「矛盾回答」と地域差  

 

	 次の表は「矛盾回答」をしたインフォーマントを調査地域別に分類したものである。  

 

表 6 . 7 . 3 . 1 . 	 地域ごとの「矛盾回答」の頻度  

 
オデッサ  リヴィウ  キエフ  ハルキウ  ドニプロペト

ロウシク  

「矛盾回答」を

した人の数  2 0  2 5  2 5  4 3  5 9  

地域におけるパ

ーセンテージ  
2 2 . 2 2 %  1 6 . 8 9 %  2 8 . 4 0 %  4 3 . 8 7 %  4 7 . 5 8 %  



132 

 

	 表 6 . 7 . 3 . 1 .  はドニプロペトロウシク、ハルキウのインフォーマントに「矛盾回答」を

した者の割合がかなり多い一方でリヴィウのインフォーマントにはそのようなインフォ

ーマントの割合が少ないことを示している。ウクライナ語話者が多数を占めるリヴィウ

のインフォーマントに少なく、ロシア語話者が多数を占めるハルキウ、ドニプロペトロ

ウシクに「矛盾回答」者が多いということは、表 6 . 6 . 6 .  でみた「ウクライナ語話者」に

「リードナ・モーヴァ」に関する解釈矛盾が少ないということを裏付けるものである。

前述したように、ハルキウとドニプロペトロウシクのインフォーマントの「リードナ・

モーヴァ」には大きな差が見られた。しかし表 6 . 7 . 3 . 1 .が示すように「矛盾回答」の頻

度で見ると、「リードナ・モーヴァ」の設問に対する回答によって得られる「母語話者」

数というものは、その語の解釈を論じる上での表面的な問題に過ぎないということだ。

両地域とも「矛盾回答」者数が多いということを考慮に入れると、ロシア語を “ m o t h e r  

t o n g u e ”とする人が多い両地域であるがハルキウに比べドニプロペトロウシクにウクラ

イナ語を「リードナ・モーヴァ」とする者が多い、ということから何かしらの言語的状

況、言語態度等を論ずるべきではない。解釈に揺らぎがつきまとうということを示す

「矛盾回答」が多い「リードナ・モーヴァ」カテゴリーの結果からこれら両地域の言語

状況および人々の言語態度を論じることは有意義とはいえないばかりか、議論を誤った

方向に導くということを示唆している。  

	  

 6 .8 .  結論  

 

	 本章ではその多様性や解釈の曖昧さという問題を有しつつも、国勢調査をはじめとする

各種調査において必ずといってよいほど用いられている「リードナ・モーヴァ」という設

問がどのように解釈されているかアンケート調査結果を用いて分析を試みた。結果、その

術語としての曖昧さは特に二言語話者の「リードナ・モーヴァ」解釈において「矛盾回

答」として表出し、一定ではない解釈の可能性が露呈されることとなった。  

	 更に地域による「矛盾回答」の頻度の大きな差異は、ウクライナの人々の「リードナ・

モーヴァ」解釈にまつわるゆらぎが地域ごとに少なからずのばらつきがみられるというこ

とを示している。本調査のインフォーマント数は大きくはないものの、本調査結果が示唆

するのは「ロシア語話者」が多く在住する地域では「リードナ・モーヴァ」解釈に矛盾が
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比較的多く見られ、その解釈は不安定であるということを、見過ごすべきではないという

ことであろう。それゆえ、特に「リードナ・モーヴァ」の回答から地域ごとの言語状況や

人々の言語意識を鑑みようとするとき、それらの数値が必ずしも信頼に値する完全なもの

ではないということに注意を払わなくてはならない。  
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終章	 現代ウクライナにおける「リードナ・モーヴァ」  

 

 7 .1 .  「リードナ・モーヴァ」の有用性  

 

スクトゥナブ・カンガスの “ m o t h e r  t o n g u e ”の定義を一般的な「母語」とするなら、

グボグロやメチコフスカヤ、アレルらはこれに「自民族語」  “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という

解釈を加えたということになる。アレルがいうようにウクライナにおいて「リードナ・

モーヴァ」が “ n a t i v e  l a n g u a g e ”と捉えられやすいという傾向は否めないものの、一方の

“ m o t h e r   t o n g u e ”に関しては、アンケート調査結果から「リードナ・モーヴァ」と「幼

少期の言語」「両親と話す言語」「 もよくできる言語」のクラメール連関係数の算出に

よりこの概念が「リードナ・モーヴァ」とは別のものとして理解されうる可能性が示唆

された。  

アレルをはじめ、旧ソ連圏における国勢調査の「母語」カテゴリーを論じた研究者は

それぞれニュアンスが異なるものの個人の “ m o t h e r  t o n g u e ”として解釈されるべきロシ

ア語の「ラドノィ・イズィーク」やウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」が、 “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”として人々に捉えられていることを問題視してきた。よって特に「母語」カ

テゴリーの結果から言語状況を推測しようとする者にとっては「ラドノィ・イズィー

ク」や「リードナ・モーヴァ」が  “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈され、自分が属するナショナ

リティの言語ではなく個人の「第一言語」に立脚した解釈を促しうる状況は民族語「母

語話者」が過大評価されないという意味で「本来の」解釈といえるかもしれない。しか

し｢リードナ・モーヴァ｣の設問に “ m o t h e r  t o n g u e ”を回答することが「本来の」解釈で

あったとしても、その解釈にあたって問題はないかというとそうでない。  

2 0 1 2 年 8 月「国家言語政策基本法」の制定にあたり、またその制定を経て、国内外で

新たな言語法の是非が論じられる中、マスメディアのテクストでは「リードナ・モーヴ

ァ」ということばもこれまでになく頻繁に用いられてきた。「言語政策基本法」の「リー

ドナ・モーヴァ」定義を踏まえているからか、ここで用いられている「リードナ・モー

ヴァ」の意味内容は、 2 0 1 2 年以前と比べてみると圧倒的に “ m o t h e r  t o n g u e ”として、用

いられているものが多くみられるようになった。本来の「あるべき」意味内容を示すも

のとして用いられていると考えることもできるが、今後このような使われ方が一般的に

なったとしても歴史的に人々の意識に深く根ざされた “ n a t i v e  l a n g u a g e ”という解釈が
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「リードナ・モーヴァ」概念から消え去ることはないと思われる。よって、現代ウクラ

イナで見られるこのような「リードナ・モーヴァ」という概念の一様ではない語義の存

在は微妙な変化を施されつつも維持されるものと考えられる。  

現在ウクライナにおいて「リードナ・モーヴァ」が問題になるのは、これまで指摘さ

れてきたように「リードナ・モーヴァ」が “ n a t i v e  l a n g u a g e ”  として捉えられウクライ

ナ語を「リードナ・モーヴァ」とする者の水増しが起こっている可能性が高いというこ

とよりも、クラメール連関係数の算出により判明した「リードナ・モーヴァ」とは異な

る言語として位置付けられうる “ m o t h e r  t o n g u e ”を「リードナ・モーヴァ」ということ

ばが意味しうる、時に「リードナ・モーヴァ」ということばが “ m o t h e r  t o n g u e ”と解釈

されうることなのではないだろうか。矛盾回答の分析結果は “ m o t h e r  t o n g u e ”と  “ n a t i v e  

l a n g u a g e ”が同一でない限り、つまりウクライナ語のみを “ m o t h e r  t o n g u e ”とするウクラ

イナ人でない限り「リードナ・モーヴァ」の解釈にまつわる揺らぎがつきまとうという

ことを示唆しているといえよう。よってウクライナ語の「リードナ・モーヴァ」に関し

ては、 “ m o t h e r  t o n g u e ”も “ n a t i v e  l a n g u a g e ”も、そして時に「国語」や「国家語」をも

示しうるということがこのことばの解釈にあたり問題となっているのではないだろうか。

「リードナ・モーヴァ」ということばは “ m o t h e r  t o n g u e ”を示しうるものであるが、同

時にそれは “ n a t i v e  l a n g u a g e ”や「国語」と解釈されないということを意味するものでは

ない。現在出版されているウクライナ語で書かれた言語学の入門書でも言語接触や言語

習得に関する記述に「第一言語」の意味で「リードナ・モーヴァ」が用いられ 1 9 2、また

「言語政策基本法」制定以降はロシア語話者に用いられる個人の「第一言語」を示す

「リードナ・モーヴァ」もよく見られるようになった。遅れてやってきた「本来の」意

味内容が「リードナ・モーヴァ」概念を更に捉えにくく曖昧なものとすることは否めな

い。  

このようにウクライナにおける「リードナ・モーヴァ」はことば自体が多様な意味内

容を有し概念に曖昧さがつきまとうのに加え、更に「矛盾回答」にみられたように「リ

ードナ・モーヴァ」に回答することは少なからずのウクライナ人にとってウクライナ語

とロシア語の間で揺れる言語アイデンティティの曖昧さを露呈するものともなりうる。

「言語政策基本法」発効以降、「地域語」の地位をある言語に付与するための根拠となる

                                                        
1 9 2 	 例えば Ко ч е р г а н ,  З а г а л ь н е  мо в о з н а в с т в о .  
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「母語話者」数、及びそれをはかる「リードナ・モーヴァ」は以前に増して重要な意味

をもつものとなっている。しかし前回の 2 0 0 1 年国勢調査における設問のように、何ら

かの一定の解釈が人々の間で共有されていることを前提とした上で、特にその概念を定

義することなく今後の調査でも問われるとするなら、それは疑問視せざるを得ない問題

である。  

 

 7 .2 .  第２回全ウクライナ国勢調査と「リードナ・モーヴァ」  

 

	 2 0 0 1 年の前回調査から 1 0 年以上を経て、当初ウクライナでは 2 0 1 0 年に国勢調査を実

施する予定であった。しかしその後 2 0 1 2 年末に延期となり、 2 0 1 2 年の初頭には独立後

2 回目となる国勢調査が実施されるのは 2 0 1 3 年であるとされたものの、更に昨秋には

2 0 1 6 年に延期されると発表された。ウクライナ国家統計省は 2 0 1 2 年４月の時点で次回

の国勢調査に関する情報を公開しており 1 9 3、それによると質問は全部で 2 7 項目設けら

れ、言語関連項目として前回と同様に「リードナ・モーヴァ」が問われることになってい

る。  

	 次回国勢調査で問われる「リードナ・モーヴァ」は前回調査で問われた「リードナ・モ

ーヴァ」は設問項目は同じであってもその影響は全く異なるものといわざるを得ない。

2 0 1 2 年に施行された「国家言語政策基本法」と、それを受けて州議会、地方議会が該当

地域における「少数民族語」に「地域語」という地位を付与する基準となっているのは国

勢調査の「リードナ・モーヴァ」の結果から得られた「母語話者」数であり、次回国勢調

査で問われる「リードナ・モーヴァ」は前回のものとは異なり、話者数によっては「地域

語」という地位を付与する根拠として用いられるものとして、当初からデザインされるべ

きである。よって、次回の国勢調査で問われる「リードナ・モーヴァ」は「言語政策基本

法」で定義されている「リードナ・モーヴァ」と同じであるべきであり、「個人が幼少期

に身につけた第一言語」を回答すべきとする注意書きが必要であり、その定義は回答者と

なる国民全体で共有されるべきであろう。よりふさわしい「母語話者」数の算出のために

                                                        
1 9 3  УН ІАН ,  “Опри людн е н о  о н о в л е н у  а н к е т у  п е р е п и с у  н а с е л е н н я  2 0 1 3  р о к у ”  
[ 2 0 . 0 4 . 2 0 1 2  1 3 : 3 6 ]  	  
h t t p : / / h e a l t h . u n i a n . n e t / u k r / d e t a i l / 2 3 2 8 6 8（ 2 0 1 4 年 3 月 3 0 日閲覧）  
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は「リードナ・モーヴァ」を問うのではなく、「言語政策基本法」の定義そのままの「個

人が幼少期にみにつけた第一言語」を直接問うのが も良い方法となろう。  
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2 0 0 6 年パイロット調査のアンケート票（原語）  
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調査票（日本語訳）  
1 .  名前  
2 .  性別  
3 .  生年  
4 .  専門  
5 .  出生地  
6 .  ナショナリティ  
7 .  「リードナ・モーヴァ」は何語ですか？   
8 .  誕生から何語を用いていますか？  
9 .  あなたの学校では何語が用いられていましたか？  
1 0 .  両親と何語で話しますか？  
1 1 .  友人とは何語で話しますか？  
1 2 .  先生や教授とは何語で話しますか？  
1 3 .  お祈りをする時は何語ですか？  
1 4 .  テレビは何語でみますか？  
1 5 .  ウクライナ語、もしくはロシア語でインターネットを使っていますか？  
1 6 .  「リードナ・モーヴァ」以外にどのような言語を習得していますか？  
1 7 .  も良くできる言語は何語ですか？  
1 8 .  ウクライナ語について  

( 1 )学校教育に必要	 ( 2 )仕事に必要	 ( 3 )ウクライナ人だから習得しなくてはいけない	 
( 4 )権威がある	 ( 5 )学校で使われる	 ( 6 )都市の言語	 ( 7 )田舎の言語	 ( 8 )自由に話せる言
語  

1 9 .  ロシア語について  
( 1 )学校教育に必要	 ( 2 )仕事に必要	 ( 3 )権威がある	 ( 4 )学校で使われる	 ( 5 )都市の言語	 
( 6 )田舎の言語	 ( 7 )自由に話せる言語  
 

2 0 .  ウクライナ語とロシア語を混ぜることはありますか？  
( 1 )「いつも」 ( 2 )「よく」 ( 3 )「時々」 ( 4 )「まれに」 ( 5 )「決してない」 ( 6 )どちらともい
えない  

2 1 .  もし「いつも」、「よく」または「時々」あるなら、どのような状況でですか？  
( 1 )話し相手による	 ( 2 )テーマが変わるとき	 ( 3 )正しい語が出てこないとき	 ( 4 )その言
語の語を用いるのに慣れている	 ( 5 )術語が必要なとき	 ( 6 )引用文を示したいとき	 ( 7 )話
している言語にふさわしい表現が見当たらないとき	 （ 8）無意識に	 ( 9 )わからない  

2 2 .  ウクライナ語とロシア語の混合についてどう思いますか？  
( 1 )「よい」 ( 2 )「わるくはない」 ( 3 )「良くはない」 ( 4 )「悪い」 ( 5 )どちらともいえない  

2 3 .  「よい」もしくは「そんなに悪くはない」と回答された方はその理由を教えてくださ
い。  

2 4 .  「悪い」もしくは「良くない」と回答された方はその理由を教えてください。  
2 5 .  スルジクについてどう思いますか？  

( 1 )ウクライナ語の文で用いられるロシア語、表現	 ( 2 )ロシア語の文で用いられるウクラ
イナ語の語、表現	 ( 3 )ロシア語の発音で話されるウクライナ語	 ( 4 )ウクライナ語の発音
で話されるロシア語	 ( 5 )ロシア語の文法規則に則ったウクライナ語	 ( 6 )ウクライナ語の
文法規則に則ったロシア語  

2 6 .  スルジクの使用についてどう思いますか？  
( 1 )「よい」 ( 2 )「わるくはない」 ( 3 )「良くはない」 ( 4 )「悪い」 ( 5 )どちらともいえない  

2 7 .  ウクライナでスルジクは使われ続けると思いますか？  
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2 0 1 0 年本調査のアンケート票（原語）  
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調査票（日本語訳）  
1 .  国籍  
2 .  生年   
3 .  出生地   
4 .  も長く居住した地域   
5 .  「ナショナリティ」（民族的属性）  
6 .  学歴  
7 .  職業（学生の場合は学年）  
8 .  「リードナ・モーヴァ」は何語ですか？   
9 .  両親と何語で話しますか？   
a )  ウクライナ語のみ  b )  多くの場合はウクライナ語、時々ロシア語  c )  ウクライナ語とロシア
語の両言語  d )  多くの場合ロシア語、時々ウクライナ語  e )  ロシア語のみ  f )  他の言語（その
言語を記述）  
1 0 .  あなたの祖父母とは何語で話しますか？  
a )  ウクライナ語のみ  b )  多くの場合はウクライナ語、時々ロシア語  c )  ウクライナ語とロシア
語の両言語  d )  多くの場合ロシア語、時々ウクライナ語  e )  ロシア語のみ  f )  他の言語（その
言語を記述）  
1 1 .  就学前には何語を話していましたか？  
a )  ウクライナ語のみ  b )  多くの場合はウクライナ語、時々ロシア語  c )  ウクライナ語とロシア
語の両言語  d )  多くの場合ロシア語、時々ウクライナ語  e )  ロシア語のみ  f )  他の言語（その
言語を記述）   
1 2 .  学校では何語で勉強しましたか？  
13 .  あなたが もよくできるのは何語ですか？   
14 .  日常的に もよく用いる言語は何語ですか？  
15 .  「リードナ・モーヴァ」以外習得している言語は何語ですか？   
1 6 .  何語で新聞や雑誌を読みますか？   
1 7 .  携帯で S M S やメールを書くとき、何語で書きますか？   
1 8 .  文芸作品を読むとき何語で読みますか？   
 
1 9 .  あなたは以下の主張に賛成ですか？   
( 1 )「ウクライナ語は高等教育に必要不可欠である」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
( 2 )  「ウクライナ語は就職に必要不可欠である」   
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
( 3 )  「ウクライナ語は権威ある」   
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない    
( 4 )   「ウクライナ人であるならばウクライナ語を習得するべきだ」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
( 5 )  「ウクライナ語は日常的なコミュニケーションに必要だ」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
 
2 0 .   ウクライナ語を話すとき、アクセントや発音に注意を向けますか？  
a )  常に注意を向けている  b )  よく注意を向ける  c ) 	 時々注意を向ける  d )  あまり注意するこ
とは無い  e )  注意を向けることは全くない .   
 
2 1 .  ウクライナ語で書く時、正書法に注意を向けますか？  
a )  常に注意を向けている  b )  よく注意を向ける  c ) 	 時々注意を向ける  d )  あまり注意するこ
とは無い  e )  注意を向けることは全くない .   
 
2 2 .  あなたは以下の主張に賛成ですか？   
( 1 )  「ロシア語は高等教育に必要不可欠である」  
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a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない    
( 2 )  「ロシア語は就職に必要不可欠である」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない    
( 3 )  「ロシア語は権威がある」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
( 4 )「ウクライナ人であっても、ロシア語を習得しなければならない」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
( 5 )「日常的なコミュニケーションにロシア語は必要だ」  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
 
2 3 .   ロシア語を話すとき、アクセントや発音に注意を向けますか？  
a )  常に注意を向けている  b )  よく注意を向ける  c ) 	 時々注意を向ける  d )  あまり注意するこ
とは無い  e )  注意を向けることは全くない .   
 
2 4 .  ロシア語で書く時、正書法に注意を向けますか？  
a )  常に注意を向けている  b )  よく注意を向ける  c ) 	 時々注意を向ける  d )  あまり注意するこ
とは無い  e )  注意を向けることは全くない .   
 
2 5 .  子供を持った時に何語で話しかけますか？  
a )  ウクライナ語のみ  b )  多くの場合はウクライナ語、時々ロシア語  c )  ウクライナ語とロシア
語の両言語  d )  多くの場合ロシア語、時々ウクライナ語  e )  ロシア語のみ  f )  他の言語（その
言語を記述）   
 
2 6 .  あなたは話し相手と異なる言語で会話を続けることはありますか？ (例えばあなたはウク
ライナ語で話し、相手はロシア語で返すというような状況 )        ある  /  ない   
( 1 )  その話し相手とはどのような関係ですか ?   
( 2 )  お互いに異なる言語で話しあう頻度はどのくらいですか？  
a )  いつも  b )  よくある  c )  時々  d )  めったにない（がある）   
 
( 3 )  そのような時、あなたは何語を話し、話し相手は何語を話していますか？   
a )  あなたの言語は常にウクライナ語で、話し相手の言語は常にロシア語   
b )  あなたの言語は常にロシア語で、話し相手の言語は常にウクライナ語   
c )  多くの場合あなたの言語はウクライナ語で、話し相手の言語はロシア語   
d )  多くの場合あなたの言語はロシア語で、話し相手の言語はウクライナ語  
 
2 7 .  「スルジク」の使用についてどのような意見をもっていますか？  
a )  完全に肯定的  b )  どちらかというと肯定的  c )  中立的  d )  どちらかというと否定的  e )完全に
否定的  f )  どちらともいえない   

 
2 8 .  「ウクライナ国民はウクライナ語の高い知識が要求される」という主張に賛成ですか？   
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
 
2 9 .  「ウクライナにおいて、ロシア語には第二の国家語の地位が与えられるべきだ」という
主張に賛成ですか？  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
 
3 0 .  外国映画の上映に際し、ウクライナ語に吹き返されることについて賛成ですか？  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
 
3 1 .  「ウクライナ語が唯一の国家語である一方、ロシア語話者が多く居住する地域において
はロシア語が公用語として認められるべきである」という主張に賛成ですか？  
a )  完全に賛成  b )  賛成  c )  反対  d )  全く反対  e )  どちらともいえない   
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3 2 .  ウクライナにおける言語状況についてどのような意見を持っていますか？（複数解答
可）  
a )  ウクライナの人々はウクライナ語、ロシア語の両言語を話すが、これはとても良いこと
だ。  
b )  ウクライナの人々はウクライナ語、ロシア語の両言語を話すが、これはそんなに良いこと
ではない   
c )  国内の言語問題はよく議論されているが、その状況は安定している   
d )  ウクライナの言語状況は段々良くなってきている   
e )  ウクライナの言語状況は段々悪くなってきている   
f )  ウクライナにおいて人々の言語権は保証されている   
g )  ウクライナにおいて人々の言語権は保証されていない   
h )  人々がお互いを理解し合えている限り、そこにどんな問題も存在しない  
 

 

参考資料  

分析に用いた一次資料  

Р іш е н н я  Кон с т и т у ц і й н о г о  Су д у  Ук р а ї н и  №  1 0 - р п  в і д  1 4 . 1 2 . 1 9 9 9 [ウクライナ

憲法裁判所 1 9 9 9 年 1 2 月 1 4 日判決文 ]  

З а к о н  Ук р а ї н с ь к о ї  Р а д я н с ь к о ї  Соц і а л і с т и ч н о ї  Р е с п у б л і к и  “Пр о  мо в и  в  

Ук р а ї н с ь к і й  РСР ”  [ウクライナ共和国における諸言語に関する法律 1 9 8 9 年 1 0

月 2 8 日採択 ]  

Об е р еж н о  –  мо в а !  [『ことばにご注意！』ウクライナにおけるウクライナ語の機能

化に関する公聴会議事録 ]  п а р л а м е н т с ь к е  в и д а в н и ц т в о ,  2 0 0 3 .  

З а к о н о п р о е к т  “п р о  мо ви  в  Укр а ї н і ”  ［言語法草案］  

h t t p : / / g s k a 2 . r a d a . g o v . u a / p l s / z w e b _ n / w e b p r o c 4 _ 1 ? p f 3 5 1 1 = 3 8 4 7 4  

ЗАКОН  УКРА ЇНИ  Про  з а с а д и  д е рж а в н о ї  мо вн о ї  п о л і т и к и  

( h t t p : / / z a k o n 2 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 5 0 2 9 - 1 7 )  

“Ук р а ї н с ь к а  Пр а в д а ”  ( h t t p : / / p r a v d a . c o m . u a / )  
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